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長野県治水・利水ダム等検討委員会長野県治水・利水ダム等検討委員会長野県治水・利水ダム等検討委員会長野県治水・利水ダム等検討委員会    第２回角間川部会第２回角間川部会第２回角間川部会第２回角間川部会    議事録議事録議事録議事録    
 
開催日時  平成１４年１１月６日（水）午前１０時から午後４時５０分まで 
開催場所  山ノ内町文化センター（下高井郡山ノ内町） 
出席委員  風間部会長以下１９名中１７名出席（大熊委員、植木委員欠席） 
 
開 会 
○青木治水・利水検討室室長補佐 
 お待たせを致しました。定刻となりましたので、ただ今から長野県治水・利水ダム等検討委員
会第２回角間川部会を開催を致します。 
 本日の進行を務めます治水・利水検討室室長補佐の青木でございます。よろしくお願い致しま
す。それでは、開会に当たりまして風間部会長からご挨拶をお願いしたいと思います。 
 
○風間部会長 
 前回の部会におきましては、角間川の概要等について幹事から説明がございまして、更に基本
高水ワーキンググループの方から基本高水についての報告を頂いた訳でございます。また、午後
になりまして駆け足ではございましたけれども、ダムサイトを始め７箇所の現地調査を皆様方に
頂きまして、そしてそれをまた参考にして頂いて本日以降の議論に役立てて頂く、そんな形を取
った訳でございます。本日からの日程につきましてはそれらを踏まえた上で、先ずは、森林ワー
キングそして利水ワーキングからの報告を頂きまして、このことについて皆様方と認識を深めて、
更に前回からの概要等の説明、そしてワーキンググループからの報告を踏まえて、皆様方から提
出されました質問、かなりの多くの質問を出された訳でございますが、感想を含めまして、所感
を含めまして９０を超える質問が寄せられてございます。これらについての回答を幹事から説明
を頂くということ。そして更には今後のこの部会の進め方について皆様方にお決め頂きたいとい
うふうに考えておりますのでひとつよろしくお願い申し上げる次第でございます。 
 森林と利水につきましては、基本高水と同様にですね、治水と利水の基本となる重要な項目も
ございまして、今後の治水・利水対策を検討する上で非常に大きな影響を与えるものでございま
す。今日これからのそのワーキンググループからの報告をよくお聞き頂きまして、又ご理解を賜
わりまして、忌憚のないご意見を頂きますよう心からお願いを申し上げる次第でございます。 
 限られた時間の中での会議ではございますけれども、どうか議事進行に関しましてご協力を賜
わりますよう心からお願い申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせて頂きます。 
 
○青木治水・利水検討室室長補佐 
 ありがとうございました。ただ今の出席委員は１９名中１７名でございます。条例の規定によ
りまして本部会は成立を致しました。尚本日都合によりまして、大熊委員、植木委員ご欠席とい
うふうに連絡を頂いております。それでは議事に入ります前に、本日配布してございます資料を
ご確認頂きたいと思います。 
 まず、次第と座席表の下にですね、資料１―１森林ワーキンググループの森林の変遷調査。１
―２としまして保水力調査。１―３に１枚訂正版と入っていますが資料１―１の１１ページの差
し替えでございます。後程説明の中でも差し替えた方でご覧頂きたいと思います。資料２でござ
いますが、利水ワーキンググループの報告書です。中野市、山ノ内町の水道関係の資料というこ
とです。資料３―１でございますが、今回委員の皆様方から提出を頂きました質問書。３―２以
降３―１０までそれに対する回答をまとめたものでございます。３―２。３―３が１枚。３―４
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が１枚。３―５は綴じてあります。少し厚いものです。３―６。３―７。３―８が１枚です。３
―９はカラーで入っているかと思います。それと３―１０と。資料は以上でございます。 
お手元の方に前回ご出席いただいた委員の皆様方、議事録の確認を頂きたいということで机の

封筒の上の方へお配りしてあるかと思います。それから検討委員のみにこの部会の特別委員に応
募頂いた皆さん方からの意見書も併せてお配りしてあるかと思いますのでご確認を頂きたいと思
います。資料関係は以上でございます。足りないものがありましたらお申し出頂ければと思いま
す。 
 それでは風間部会長に議事進行をお願い致します。 
 
○風間部会長 
 はいそれではまず、会議に先立ちまして本日の議事録の署名人を指名を致します。本日は竹内
委員と倉並委員によろしくお願いを申し上げるところでございますので、よろしくお願いします。 
 前回第１回目でございますけれども、１回目の時の会議にご出席されなかった中山委員と篠原
委員。本日出席を頂いております。自己紹介と部会への思いや抱負などについて、賜わりたいと
思いますのでよろしくお願いを申し上げます。それでは中山委員さんの方から。 
 
○中山委員 
 私、山ノ内町長の中山であります。第１回の部会には不在で欠席を致しまして、大変恐縮であ
ります。今ご指示がございましたので自己紹介を兼ねましてこの角間ダムに関わる事について、
考え方と置かれている立場等とも触れて、若干申し上げさせて頂きます。 
 この角間ダムについては、中野市さんと山ノ内町が直接に大きな関わりがあるという立場で両
首長が入って夜間瀬川総合開発推進協議会、あの期成同盟会を組織しておりまして、私と中野市
長さんがその代表の立場にもある訳であります。ご案内の通り山ノ内町は志賀高原の奥から流れ
出る水が角間川、横湯川を流れて夜間瀬川に合流している訳でありますが、それぞれの河川は大
変急峻であり、地すべりの地域も大変多い訳でありますから、雨が降りますとどうしても災害が
起きやすい条件にある訳であります。今日までこの流域の河川、流域の災害というものは大変数
えきれないほどの災害実績を持っている訳でありまして、大小様々であります。そういう所を本
年も２、３度台風の襲来を予告されまして、雨も大変あった訳でありますが、直接にその台風の
この風の影響はありませんでしたけれども、雨も大分ありまして、両河川を流れる水量も大変多
かった訳であります。そんなことで役場の職員を中心として、昼間から夜にかけてその警戒体制
を敷いて万全を期そうと、関係団体組織にも協力を呼び掛けていたところでありますが、直接に
その台風の襲来というかたちではなかったけれども、結果的に各所に小さな災害、これを合わせ
ますと結構大きな金額にもなる訳でありますが、こうしたことも現に起きております。これはも
う毎年であります。ですからそんな環境にあります山ノ内町は常にこの災害と対面している訳で
ありまして、何とかこのそうした災害をなるべくこの起きないように、起きても大事に至らない
ように、そのことばかり考えている訳であります。 
そうした立場の中で、特にこの治水については従来はダムによる治水が一番いいと、安全であ

るというふうに県の当局からもいろいろご指導を頂いて参りましたから、私共素人の立場でこの
治水工学には全くどうこう申し上げる立場ではありませんから、そうしたご指導と方針を信頼し
て今日まで鋭意この期成同盟会の立場でも建設促進を頼んできたところであります。がしかしこ
こに来ましてダムについての考え方は見直す必要があるという「脱ダム」宣言の田中知事の方針
が出された訳でありまして、改めてそれに替わる手段があるならば、それはそれでおおいに研究
しなきゃいけないと思いますけれども、ただ、今申し上げたように災害はいつ来るか分からない。
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そういう立場に置かれている訳でありますから、いずれにしても災害を予防する、大事にならな
い対策は、一日も早く具体化して頂きたい。その事を切にお願いをしたいと思っております。 
同時に又利水の面でも、大変この両河川の流域は砒素が多い。その状況が多い訳でありますか

ら、温泉にしても或いは水道水にしても、地下にそうしたものがありますので、現実にはこの昔
から、山から流れているささやかな表流水を飲み水として、或いは使い水として利用されていた
従来の水を、今数多くの地域の皆さんにご協力を頂いて町の水源に入れさせて頂いて利用してい
るところでありまして、災害や渇水期等については大変この不安定な状況にもある訳であります。
そうした面から安定した利水も欲しいというのが現状であります。 
そうした治水・利水の面からこの際、折角のこのダムの検討委員会、角間川部会の立場で十分

ご議論頂いて、そうした環境にあります山ノ内町の立場もご理解頂いて、前進できるようにお願
い致したいと思っている訳であります。ちょっと、いろんな状況を申し上げてご挨拶も兼ねて申
し上げた訳でありますが、よろしくお願いを致したいと思っております。 
 
○風間部会長 
 はいありがとうございました。それでは引き続き篠原委員さん。お願い致します。 
 
○篠原委員 
 篠原です。私は角間川の左岸。角間温泉に住んでおります。私は、基本的にはダムは是非造っ
て欲しいという立場で出席しております。実は私は昭和２５年８月５日の角間川の災害の時に、
ちょうどあの日は休みでございまして、私はまだ学生だったんですけれども、左岸のちょうど角
間川の決壊した上の所で、当時まだ家畜がおりましたもので草を刈っておった訳ですが、大変な
雨であって、一束刈りまして凄いなと思って見て、ほんの数分だったと思うんですけれども、全
く予想もしない突然ですね。どう言っていいか、ドアを蹴破るような形で、普通なら多分考えら
れるのは冠水して段々に決壊するのは普通だと思ったんですけれども、そうではなくてそのまま
モロにドーンと決壊してしまったんです。呆然と見つめておったんですが、それから何分位経っ
たか、そんなに時間は経たないと思うんですけれども、その決壊した下流から約１０数ｍ位離れ
たところで、また同じように決壊した訳です。ですから真ん中に中洲が残った訳ですが、当時そ
この中洲に４、５人の皆さんがおみえになりました。まあ助かったか助からないか、ちょっと私
はよく分からなかった訳なんですが、とにかく私はびっくりして穂波温泉に親戚もあるものです
から、慌てて道を川沿いに駆け下りてきたんですが、その時穂波温泉の今の元湯という所ですが、
ちょうど温泉の一番真ん中の辺ですが、あの時あの所辺に来た時にはもう一軒の家が濁流に飲ま
れてゆっくり流れていくのを見まして、非常に災害というものは恐ろしいものだなと、その時実
感した訳です。そんなことがありますし、また私もその後２、３回地元ということで防災で仕事
に出たこともあります。いずれにしても、私達普段では予想もつかないような状況で災害が起き
るんだなということを思いました。前回応募する時にもそのようなことを書いておきました。従
って私は、是非ダムを造って欲しいということでお願いしたいと思います。 
 それから幾つか問題点、私の質問も書いてきた訳ですけれども、前回大勢の皆さんから質問さ
れまた回答書もありますので、これを読んでまた重複しないところで質問があればお願いしたい
と思いますが、今後ともよろしくお願い致します。 
 
○風間部会長 
 はいありがとうございました。それでは、議事に入って参りたいと思います。１の森林につい
ての報告でございますが、これは本来でありますれば、当部会のメンバーでもございます植木委
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員の方から森林ワーキングということでご説明を頂くところでございますが、本日欠席をしてお
りますので、同じワーキンググループの委員でございます私の方から森林についの報告をさせて
頂きます。主要な点についての説明をさせて頂きまして、詳細な点につきましては幹事の方から
説明を行いたいというふうに思っております。 
 長野県治水・利水ダム等検討委員会において審議されておりますダムの集水区域の森林につき
まして、新旧２時点の空中写真により森林・崩壊状況の変遷を判読するとともに、当該森林のも
つ水土保全機能について検討することを目的としまして、流域森林の変遷調査及び森林土壌の持
つ保水力。そして森林の樹冠遮断量を勘案して有効貯水量を求める。森林の保水力調査を行って
おります。この２つの調査につきまして、詳細でございますが順次林政課の方から報告をさせま
す。では、林政課お願い致します。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 林政課です。お手元の資料をまず流域森林の変遷調査の方でございますけれども、第２回角間
川部会資料１―１となっております。ちょっと先程訂正ということで１１ページ差し替えをお願
いしたいということで、訂正版という紙をお配りしてございます。先ず資料の説明に入る前に地
図が付いております、後ろの方に。そこに赤い線がずうっと入っております。この赤い線なんで
すけれども、流域の範囲を調査の時に元の調査の時に拾い間違いをしておりましたので、赤い線
で正しいその流域の範囲を拾い直しましたので、この赤い線の範囲内の部分が正しい所だという
ふうにご覧頂きたいと思います。赤い線からはみ出しているところは流域変遷調査の対象になっ
ておりませんのでお願い致します。 
 では、資料の方の説明に入らせて頂きます。調査報告につきましては部会長の方からご説明が
ありましたけれども、過去と現在の空中写真を判読致しまして森林の土地利用、崩壊地等を調査
するとともに、既存の資料から災害履歴変遷を整理して、関連について考察することとしており
ます。 
 角間川流域につきましては、１９７２年（昭和４７年）と１９９８年（平成１０年）撮影の空
中写真を比較して調査致しております。まず最初の３のところでございますけれども、３ページ
目ご覧下さい。３のところの２時点における森林の変化というところでございます。３―１―１
でございますけれども、今申しました昭和４７年と平成１０年の土地利用ということを比較して
ございます。それを比較しますと表３―１の角間川流域の土地利用の変化というこの表になりま
す。ポイントと致しましては、森林は３７．８３ha 減少しておりますが、流域全体の９割を占め
ております。森林の転換先というのは草地等、レクリエーション施設等になったものが多いと考
えられております。 
 ３の次１―２森林の変化についてでございますけれども、同じく昭和４７年と平成１０年の角
間川流域の森林の変化の表が３―２でございます。簡単にポイントで説明致しますと、１点目で
まず林種別にみた場合。人工林、天然林とも１９７２年と１９９８年の面積に於いて大きな変化
は見られませんが少しずつ減少しているというところでございます。伐採跡地につきましては、
造林による人工林化や、放置による天然林化したと考えられる林分が見受けられますということ
でございます。 
 ２点目でございますが、林分発達段階。木を植えてだんだん大きくなって老齢になってくる、
そういう発達の段階ごとに調べたものでございます。１９７２年には、林分成立段階は１９８．
８６ha、若齢段階１，５５５．６４ha、成熟・老齢段階４８９．９８ha というようになっており
ます。比較的成熟度が高い状況にあったといえると思います。１９９８年には林分成立段階４２．
４８ha、若齢段階９１７．１１ha、成熟・老齢段階は１，２４７．０６ha となっておりまして、
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この２６年間の変化を見ますと、林分成立段階の森林が減少すると共に、成熟・老齢段階の森林
が増加しております。角間川流域の森林は２６年間の間に成熟度が高まっていったということが
言えるかと思います。 
 ３点目でございますが樹種の構成についてです。人工林につきましてはカラマツと杉で構成さ
れておりまして、樹種構成の大きな変化はなく、依然杉が多いということが言えるかと思います。
天然林は広葉樹、アカマツ、その他針葉樹となっております。広葉樹が多いのですが、１９９８
年にはその他針葉樹が少し減少しているというところでございます。 
 次に３―１―３崩壊地の変化についてでございます。ポイントと致しましては表は３―３でご
ざいますけれども、１９７２年には２８箇所、面積１５．４４ha だったものが、１９９８年には
２３箇所、８．７８ha、箇所数で２割、面積で約半分に減少してございます。次に林分と同じ表
なんででございますけれども、林分の３―１―４でございますが、角間川流域の崩壊地を先程申
しました林分の発達段階別に見ますと、同じく表３―３ですけれどもそのようになってございま
す。同じ表でございます。ポイントと致しましては、林分発達段階ごとに１９７２年と１９９８
年を比較しますと、林分成立段階・若齢段階では箇所数、面積とも減少していますが、成熟・老
齢段階は増加しているということでございます。 
次は４番でございますが森林の公益的機能の評価につきましてでございます。検討した内容に

ついてですが４―１でございますけれども、森林は水土保全ですとか環境保全などの公益的機能
を有することが認められております。特にダム流域においては、土砂流出を抑制して貯水池の堆
砂を軽減したりする機能や、濁水流出を抑制しまして貯水池の水質悪化を軽減する機能等が期待
されているところでございます。本項ではダム予定流域に分布する森林の持つ水土地保全機能に
ついて検証したいと考えて調査しております。検討の内容は前述しました①でございますが、森
林の変遷と災害発生、降雨量、流出量の変化との関連から森林のもつ洪水緩和機能を検証検討す
ること、２番目と致しまして前記した新旧２時点及び森林がなかった場合との３つのケースにお
いて、森林の種類ですとか土地の種目別の土砂流出量の原単位、単位別にそれぞれの分布面積を
乗じまして流域の土砂流出量を試算することに致しております。 
 ４―２でございます。森林の変遷と災害発生、降雨量、流出水量の関連について表４―１は各
流域となっておりますが流域の年最大雨量と災害発生の年次変化を並べたものでございます。こ
れ既存の資料等々から持ってきたものでございます。表の４―２は各流域の流況、豊水流量です
とか、渇水流量、河況係数等を並べたものでございます。４―３土砂流出緩和機能量の試算につ
いてでございます。４―３―１森林の種類や土地種目ごとの侵食土砂量の算定については侵食土
砂量を降雨、土壌、斜面の形状、地被物、保全方法等から説明することと致しまして、それぞれ
を係数と致しました。そして推定する方法でございます。この要因のうち地被物、特に植物です
けれども植被係数ということで与えられているものでございます。これは裸地の侵食土砂量を１
とした場合の相対的な数量。裸地が１だったら地被物についてどの位の率で出るかということで
そういう相対値で示してございます。裸地の侵食土砂量については全国のいろんな調査結果から
ですね、平均的に年間８７．１トン／ha という数値を得ておりますので、先程の係数を使いまし
て、森林の種類や土地の種目別ごとの平均的土砂量を既存のいろんな資料から求めたものでござ
います。表４―３が森林・土地種目と年間の土砂量トン／ha でございます。４―３―２でござい
ますけれども土砂流出緩和機能量につきましては表４―３―(1)年間土砂流出量トン／ha を用い
まして、各流域の過去と現在、それと森林を有しない場合、さっき申し上げました３つのケース
でございますけれども、土砂流出量を計算致しまして森林の有無、或いは発達段階による流域の
年間土砂流出量を計算しております。ポイントと致しましては、角間川流域に於いては年間土砂
流出量は１９７２年で３，３６８トン。１９９８年では２，４４５トン。もし森林がないという
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ことになりますと一番右の欄でございますけれども２５，９１３トンという試算ができます。 
 最後に森林の変遷と災害履歴等との関連性について考察でございますけれども、まず森林の変
遷についてでございますが、ポイントと致しましては角間川流域については森林の状況に大きな
変化は見られないと。林種別では伐採跡地が林地化しているというような状況でございます。林
分発達段階別においては、成熟・老齢段階の面積が増加致しまして、成熟度が高まっているとい
う状況です。 
 災害履歴についてでございますが、角間川流域につきましては、１９５０年代及び１９８０年
代に災害が発生しておりまして、最近では１９９８年に災害が発生しているというところであり
ます。 
 最後まとめでございますけれども、ダム流域の森林に於きましては、特に水土保全機能等が求
められている訳でございますが、今回はこの森林の変遷と災害の発生ですとか、降雨量、流出量
などの変遷について、あの関連について検討してみましたが、当該流域については明確にそうい
った相関関係というようなものは、ちょっとこれだけの資料では認められなかったというところ
でございます。 
 続きまして、角間川流域の保水力調査の方の説明をさせて頂きます。資料１―２でございます。
森林ワーキンググループ報告。森林の保水力調査という資料でございます。後ろの方に地図です
とか土壌図、地質図、土壌図いろんな計算課程等も載っておりますけれども最終的に一番頭のペ
ージ、角間川流域と大きな字で書いてありまして、四角で囲ってあるここがまとめでございます
ので、このまとめの部分をちょっと説明させて頂いて、ご理解頂きたいと思います。 
 まず対象区域の概要でございますけれども、森林につきまして先程の説明で森林面積がちょっ
と違ってるんですけれども、私共先程の流域調査の変遷調査では１／２５，０００の地図をプラ
ニメーター回しております。でこちらの方の調査、樹種別に知る必要があったものですから、森
林棒等を使いまして、１／５，０００の地図から個々に拾っております。どうしてもその大きな
枠で測ったのと小さいものをどんどん積み上げていったものの差が出まして、面積が合っていな
いということがありますけれども、計算上これは掛けて割ってますもので樹種別の比率さえ変わ
らなければ特に問題ない部分かと思います。流域面積がちょっと違っているんですけれども、こ
ういうような状況でございます。森林の状況につきましては先程説明致しましたけれども、流域
面積２，７２２ha、森林面積は２，５１５ha、森林率９２％。森林面積の内訳はご覧の通りでご
ざいます。所有形態別では、私有林が森林面積の７４％、団体有林が全体の４５％と。残りは県
有林と山ノ内町の町有林。国有林が僅かですが７％ほど含まれているということです。人工林率
１９％、人工林の５８％が８～１０齢級というところでございます。１齢級５年でございますの
で４０年から５０年というところでございます。樹種別では広葉樹が４９％、その他針葉樹が２
８％、残りはカラマツ等でございます。保安林率、保安林に指定されている面積でございますが
全体の２５％、うち６５％が水源かん養保安林というところでございます。 
概況については以上でございますけれども、有効貯留量というところ３番の説明をさせて頂き

ます。これは資料と致しまして最初に申しましたように後ろについている地図とかいろんな表が
ございまして、こういった表の答えというか、まとめたものがここに掲げてございます。 
 樹冠遮断量。樹冠遮断量と申しますのは、木が立って葉っぱとかついておりますので、そうい
った葉っぱに水が溜っていると。雨がそこの部分についている分、これは結構な量がございます
ので、樹冠遮断量と呼んでおりますけれども、それが３２万５千ｍ３、これは流域全体でござい
ます。でこれを雨量ということで面積で割りまして換算致しますと１２㎜。雨量として１２㎜。
次に表層の土層、これは森林土壌は上からＡ、Ｂ、Ｃ層というような３つの層に区分することが
できますので、それぞれ性質が違いますので、その性質ごとに計算しました。表層土層の部分で
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ございます。Ａ層と呼ばれる部分とＢ層と呼ばれる部分でございますが、その土壌水分貯留量と
いうのは３４７万１千ｍ３ということでございます。これをまた面積で割りまして雨量相当で致
しまして１２８㎜。下層Ｃ層と呼んでおりますけれども、森林の土壌の一番下の層でございます。
この下の層より下になってしまいますと岩盤だと思って頂ければいいかと思います。Ｃ層の土壌
貯留量、雨量相当で８０㎜。合わせて土壌中に貯留可能な水分量の最大可能量は、上と下を足し
まして１２８＋８０で２０８㎜ということになります。で、これは最大カラカラに乾いた状態で
の水分の貯留量でございますので、雨が降ったりして、その前に降ったりしていますと、当然あ
る程度水分がその中に入っていますので、あまりたくさん、少し水を吸った状態のスポンジみた
いな状態になりますので、その水分貯留量を考慮しまして０．４～０．６掛けをしております。
最大０．４と０．６で計算しているというふうにお考え頂きたいと思うんですけれども、流域の
降雨の際の有効貯留量ということになりますと、９５㎜～１３７㎜というふうに推定することが
できます。これは、この数字はあくまでも先程申しましたようにＡ層、Ｂ層、Ｃ層の森林土壌の
部分だけでございます。当然基岩等にも亀裂等があれば基岩等への浸透というのも当然ある訳で
ございますけれども、それは計算してはございません。計算方法、上のやつをまとめますと、樹
冠遮断量の雨量換算の１２㎜と土壌の分Ａ、Ｂ、Ｃ層の分ですが２０８㎜。これに対して先程の
水分貯留量０．４～０．６を掛けます。０．４掛けた場合の数字が９５㎜。２０８㎜に０．６を
掛けた場合が１３７㎜と。雨量としてこの位の雨量の換算になります。有効貯留量、まとめでご
ざいますが９５㎜～１３７㎜というように計算することができました。以上でございます。 
 
○風間部会長 
 はい以上が森林ワーキンググループからの報告ということでございます。２つの時点、昭和４
７年と平成１０年での森林の変化、そしてまた崩壊地の変化、そしてまた森林の公益的機能の評
価等につきまして、また保水力、今の報告で９５㎜から１３７㎜この角間川には保水できるとい
うことの報告でございます。今の報告について何か皆様方の方から質疑等ございましたら、どう
ぞご発言なさって下さい。はい松島委員どうぞ。 
 
○松島委員 
 最初のプリントの方の１２ページに、角間川流域については１９５０年、１９８０年に災害が
発生し、最近は１９９８年となっておりますが、一番最近の災害というのは何処にどんな災害が
あったということはどういうのでしょうか。 
 
○風間部会長 
 はい。じゃあ林政課の方で。先程、災害の履歴についての報告はございましたですかね。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 抜いちゃってます。 
 
○風間部会長 
 抜いてますよね。だからそれをやって下さい。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 すいません、申し訳ございません。災害の履歴のところでございますが、既存の資料土木部の
方から頂きまして、その中でそれを並べて集計させてもらった資料でございまして、ちょっと細
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かい災害の規模ですとかそういったものはうちの方ちょっと把握しておりませんので、そういっ
たこの時期にこういう災害があったという話でまとめたものでございます。 
 ちょっと抜かした部分があったかと思いますので、表なんですけれども、これは以前の基本資
料の方から土木部の方から貰ったり致しまして、まとめたもので細かいところがちょっと私共把
握しておりません。そういう表ということでご覧頂きたいと思います。 
 表４―１各流域の最大日雨量と災害発生の年次変化の部分。表４―２各流域の流況というとこ
ろでございますが、以上そういうことで降水量と災害発生した所、着色してございますけれども、
ちょっと細かいその災害の規模ですとかそういったものについては把握してないというところで
ございます。 
 
○松島委員 
 その災害が、この場合は下流域の災害のことを言っているのでしょうか、それとも森林域の災
害のことを言っているんですか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 あの森林の中の災害というよりは、下流域のものを拾ったというふうに私、解釈しております。 
 
○松島委員 
 そうすると、森林の方つまり人里より上流域で、何処で崖崩れが起きて、どんなというそうい
う状況は把握していないという意味ですか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 そこまでちょっと、この調査の中では把握しておりません。ただ、崩壊地として２時点で崩壊
地の面積等を捉えていて、それで状況を把握しているというふうにしております。 
 
○松島委員 
 はあ、それでは良く分からないですけれども。現在の崩壊地なら何処にというようなことは、
分かっているんですか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 現在の崩壊地につきましては調査の段階で地図に落としてございますので、分かっております。
過去のものについても空中写真から地図に落としておりますので、場所は分かっております。他
の流域の調査の時も空中写真をちょっとお出ししたと思うんですけれども、ああいう写真で見て
ますので位置は地図に落としてございます。 
 
○松島委員 
 その地図とですね。もう１つ別の件で、現在の保安林率が２５％であって、その内の６５％が
水源かん養保安林になっておると、こういうのも当然図面に何処の位置だということが分かる訳
ですね。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 保安林につきましても、地図にちゃんと落ちている資料は持っております。ちょっと今ここに
持って来てないんですけれども位置的なものはみんな分かっております。 
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○風間部会長 
 すいません、挙手をされて指名をした後に、ご発言を願います。 
 
○松島委員 
 はい。そういうことで、そういう資料をまた見せて頂けないかというお願いです。膨大な資料
みたいなものだったら別にいいんですけれども、１つの資料にまとまっておれば何処にどんな状
況が起こっているぞということが知りたい訳です。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 分かりました。資料につきましてこの変遷調査をやった時に当然空中写真を私共持っておりま
すので、２時点の空中写真というのがありますので、それを今度お持ちさせて頂きたいと思いま
すがよろしいでしょうか。 
 
○松島委員 
 はい。 
 
○風間部会長 
 よろしいですか。他に、はいどうぞ。樋口委員 
 
○樋口委員 
 この有効貯留量ですけれども、森林面積の内訳の中でその他というのは、スキー場はどういう
ふうになっているんでしょうか。 
 
○風間部会長 
 林政課どうぞ。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 スキー場というのは、この保水力のところから計算しますと、スキー場と表現になっていない
んですけれども、草生地みたいなもので現状として捉えておりますので、草生地というふうにお
考え頂きたいと思います。その比率で計算しております。 
 
○風間部会長 
 はい。樋口委員どうぞ 
 
○樋口委員 
 そうしますと、その他の面積の中には含まれているとこういうことでしょうか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 森林外の面積というところで計算してございます。入れてございます。 
 
○風間部会長 
 よろしいですか。はい石坂委員どうぞ。 
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○石坂委員 
 ただ今ご説明頂きました中で、松島委員からもお尋ねあったことも関連するんですけれど、７
ページに先程ご説明ありましたように、過去の災害の歴史と雨量などの一覧表を記載して頂いて
いるんですけれど、先程のご説明は２６年前の１９７２年と１９９８年の比較という点でかなり
詳細なご説明を頂いたんですけれども、そこまで詳細でなくて結構なんですが、例えば篠原委員
の自己紹介の中にも昭和２５年災害という話がありました。１９５０年８月５日のこの左の表の
最初の記載されている災害だと思うんですけれど、お願いしたいのは、今すぐでなくて結構なん
ですけれど、災害の大きな災害の記載されている年がありますよね。１９５０年８月５日、５８
年９月１８日、１９５９年８月１４日、右の欄にも４回程の災害の記載があります。そのポイン
ト、ポイントでの２６年間の２６年前と２６年後の比較ではかなり詳細な先程ご説明があったん
ですけれど、例えば森林面積の減少とか、それからいろんな傾向についてご説明がありました。
そういう主な状況の変化というのは、例えば昭和２５年１９５０年大きな災害が起こった年には
どうであったのかというようなことについて、主なポイントが分かる資料をまた頂きたい。ご説
明頂ければ大変有り難いと思いますのでお願いしたいと思います。 
 
○風間部会長 
 まあ、この表から見ますと１９５０年８月５日の災害から始まって、過去に１、２、３、４、
５、６、７と。７回の災害が発生している訳です。今石坂委員の方からご指摘のあった通りです
ね、当時の災害が如実に分かるような資料というかたちで、今日でなくてもいいから出して頂き
たいということですね。はい。それは用意できますか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 こういった空中写真につきまして古い写真が昭和４４年。先程説明しました７２年の写真でご
ざいまして、それ以前の森林に関する空中写真ですとかそういった資料が手元にないものですか
ら、最終的にもっと長いスパンで比較したかったんですけれども、空中写真で実際にその現地の
状況が分かるというのは、この時点だけが一番古かった、遡って一番古かったものですから、そ
の詳細な災害の時の森林の状況みたいな資料がちょっと探す手段がないというふうに、現況は掴
めるんですけれども、そういう古いものについては最大まあ昭和４４年のものの状態しかちょっ
と見つからないのではないのかなというふうに考えております。この間につきましては昭和４４
年からの間につきましては、５年に一遍ずつの写真撮影がありますので、詳細な変化というのは
押さえられると思うんですけれども、それ以前についてはちょっとそこの資料については、ある
のかないのか、空中写真についてはございませんのでちょっと難しいというふうに考えます。 
 
○風間部会長 
 はい。石坂委員どうぞ 
 
○石坂委員 
 先程お願いしましたように、お願いしたいのは詳細な航空写真でなくても結構ですので、当時
の森林状況それから災害の大きさ、そういうものの分かる、例えば新聞の記事とかそういうもの
で結構なんですけど、お手数でしょうがちょっと判断材料にお願いできればと思いますので…。 
 
○風間部会長 
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 どうでしょうね。だから新聞記事でも或いは何か資料として公的なものも残っているかもしれ
ません。そういうもので分かる範囲のもので資料が…。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 はい。できる限りではございますけれども、集めさせて頂きます。 
 
○風間部会長 
 はい、それと、今のお話の中で昭和４４年以降５年に一遍ずつの空中写真があるということで
ございますので、これも次回にですねこういうものもありますからこれも使えれば使ってもいい
し、或いは大きな写真、パネルがあればですね、分かるような写真を用意して頂ければいいかと
思いますので、それは用意できますか？ 
 
○山口林政課技術専門幹 
 はい。用意致します。 
 
○風間部会長 
 他にございますか。はい、先に土屋委員どうぞ。 
 
○土屋委員 
 ごく初歩的なことなんですけど、森林の発達段階でね、３つに分けてあるんですがこの区分を
教えて下さい。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 林分の成長に合わせて、一括くくって林分成率段階・若齢段階・成熟段階・老齢段階というふ
うに区分してございますが、ちょっと４区分でございます、メモして頂ければと思いますけれど
も、天然林につきましては林分成立段階というのは１５年～２０年位のところです。これ厳密に
何年から何年というものではないと思うんですけれども、一応目安としてそういった年数でござ
います。人工林につきまして同じく１０年まで程度を林分成立段階というふうに呼んでおります。
若齢段階につきましては天然林につきまして２０年から６０年位、人工林につきまして１０年か
ら５０年位。成熟段階につきましては、天然林につきまして６０年から１００年位、人工林につ
きましては５０年以上。老齢段階につきましては、天然林については１００年以上位、人工林は
５０年以上伐採に至るまでというような区分をしております。 
 
○風間部会長 
 土屋委員よろしいでしょうか。はい。では他に、はい中山委員。 
 
○中山委員 
 先程のご質問と関わりがありますが、ご説明を伺いますと１９７２年から崩壊地の変化が大分
あって面積土が半分位に減少しているというお話であります。森林の成熟度が進んでいるという
ことが理由だと思いますけれども、３０年の間にはこの崩壊防止等々、或いは治水対策等々で上
流にも大分投資をして頂いております。森林の成熟度と合わせてそうした効果もあるのではない
かと思っておりますが、その辺の分析をされた資料がおありであるかどうか。正直なところ、崩
壊しますと樹木を根こそぎ流すと、こういうことが下流のその流域の落崩につながってくると、
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こういうことがある訳で大変心配しているところでありますが、その辺の分析をされております
でしょうか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 治山事業とか山の関係ですとそういったものが林分関係ではやってございますけれども、ちょ
っと今何年どういう工事をやったかという資料を持ち合わせておりませんので、次回に調べまし
て提出させて頂きますけれども。よろしいでしょうか。 
 
○風間部会長 
 はい、じゃあそのことはそれでよろしいでしょうか、次で。他に何かございますか。この森林
に関してのご質問。皆様方から頂いた質問の中にも森林に関わる質問も入っておりますが、この
際何かあればお出し頂いて。はい、どうぞ武田委員。 
 
○武田（洋）委員 
 先程中山委員さんの方からご質問のありました崩壊地の関係ですが、ここの１０ページのとこ
ろに崩壊地の年間の土砂排出流出量というのは ha 当たり８７．１と記載されておりますが、これ
と面積を計算した中での数値を出している訳ですか。崩壊地のこの面積計算を。そうですか。こ
れは何処でも同じというふうに見ていいんですか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 この８７．１トン／ha というのは、一般的によく資料として使われているものを使ってござい
ます。いろんな条件によって非常に違います。この８７．１トン／ha も長野県の角間川上流で測
定した資料ではございません。こういった資料非常に少ないものですから、全国的にいろんな資
料でより近い方のものをと思って探してあてはめたものでございますので、８７．１トン／ha が
ぴったりというものではございません。平均的な数字でございます。 
 
○武田（洋）委員 
 いいですか。 
 
○風間部会長 
 はい、どうぞ。 
 
○武田（洋）委員 
 そうすると、非常に落合の地すべりとかそういう非常に地層的に非常に崩落しやすいという地
層を含んでいるということになればね、この８７．１トン／ha をそう簡単に決めて計算されてい
いのかどうかというのは、疑問ないとしてよろしいですか。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 本当を言いますと、本当に場所毎にですね、今言ったその資料、全部地域地域で違いますので
やらなければいけないんですけれども、そういった資料がないけれども何とか目安として既存の
資料で示そうという結果で、こういった数字を出したということでございます。だから、森林が
ある場合とない場合は大きい差があるなとか、そういうところでは見えるかと思うんですけれど
も、この数字は全国的な平均的なその数字を使わせてもらっていますので、場所場所によっては
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もっと差があるかと思います。 
 
○風間部会長 
 はいどうぞ。 
 
○武田（洋）委員 
 特にそこら辺は堆積が速いという流れがありますので、今後詳しくデータがありましたら、年
間どの位それを運び出しているのかというような、砂防ダムとか等で経験測で分かるんじゃない
かと思いますが、そういう資料もひとつできれば、あれば出して頂ければと思うんですが、よろ
しくお願いします。 
 
○風間部会長 
 どうですか、その辺のことの資料は揃えられますかね。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 林務の方ではちょっと砂防ダムのそういった資料はないんですけれども、その砂防ダムで実際
その運び出しもやっているかどうかということも分かりませんもので、ちょっと土木部の方と相
談させて貰って、あれば出せるのかなと思います。ちょっと資料は分かりませんもので、ちょっ
と相談させて下さい。 
 
○風間部会長 
 そのことについてはちょっと土木の方と相談することになりますので、ちょっとお時間を頂き
たいと思います。できれば次回に出せるように致します。他にございますか。なければ森林につ
きましての質疑を終了させて頂きます。 
引き続き利水についての報告になります。利水ワーキンググループから石坂委員が参画をして

頂いておりますので、石坂委員の方からご説明を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 
 
○石坂委員 
 では利水ワーキングの座長の石坂です。ワーキンググループのご報告を申し上げたいと思いま
す。部会資料の２をご覧頂きたいと思います。表紙を捲って頂きまして、今回ご報告、ワーキン
ググループとして致しますのは認可計画時と現在の計画給水人口、計画給水量についての第三者
コンサルによります調査結果と、それから水源確保の方向についての考え方の２点ですので、よ
ろしくお願いしたいと思います。 
 それでは１ページをご覧頂きたいと思います。この調査につきましては、ただ今申し上げまし
たように、計画給水人口及び計画給水量について、治水・利水ダム等検討委員会の要請を受け、
利水ワーキンググループが検討する為、第三者機関である設計コンサルタントへ委託し調査した
ものでございます。委託業者につきましては、新日本設計株式会社と契約を致しました。調査目
的につきましては、中野市、山ノ内町の将来の給水人口、給水量の予測を行うことを目的として
の調査でございます。基本方針と致しましては、３点ありますけれども、１つと致しましてまず
中野市と山ノ内町の現況を把握を致しました。現況把握につきましては３点ありまして、(1)とし
て社会的条件。これは人口、土地利用、下水道、産業構造、交通等でございます。(2)としては関
連する他の計画。中野市、山ノ内町の振興計画及び総合計画、大規模開発等の計画でございます。
(3)と致しましては水道の特性。水需要の実績、水道普及率、水質現況等でございます。 
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 ２番目ですが、水需要の予測につきましては、現況の把握等に基づきまして、将来の見通しを
得るため「２０年」後の平成３２年度を目標に計画人口、計画給水量を予測致しました。また、
これらに関する資料につきましては、中野市と山ノ内町と十分協議を致しまして提供されたもの
を参考に致しました。 
 ３点目ですが、認可計画と今回の調査の相違点。大きく２つありますが、１点目は各実績値の
傾向ですが、認可計画時つまり平成７年に取得致しました認可計画の算定基礎となった過去の実
績値は、中野市、山ノ内町共に昭和５９年～平成５年でありまして、バブル期を含む期間である
のが特徴です。一方、今回の調査で算定基礎に用いている過去の実績値は、平成３年～平成１２
年でありまして、これはバブル期が終わりまして今日の景気低迷の期間が始まっているという点
で大きな違いがあります。２点目ですが、社会的要因の傾向です。認可計画時点では、中野市に
つきましては住宅団地、下水道計画、工業団地これは県営北部団地等の開発計画が活発でありま
して、山ノ内町につきましては、ウォーターハウス、クアハウス、レストラン等のレジャー施設
が計画をされておりました。しかし現在は、景気低迷で開発計画は鈍化しているというのが相違
点となっております。これらに基づきまして、調査の結果ですがそこに表になっておりますので
ご覧下さい。 
 中野市につきましては、開発による増加人口につきましては、認可計画時２３５人増という試
算でしたけれども、今回調査はこれが０となっております。また工場用水量につきましては日量
認可計画時１，６７９ｍ３を見込んで試算しておりましたけれども、今回調査では、１，４５８
ｍ３となりまして、下方修正の傾向になっております。 
山ノ内町ですが、開発による増加人口につきましては、認可計画時が５４０人の増という試算

でしたけれども、今回調査はこれが０となっております。また業務営業用水量につきましては、
日量認可計画時３５０ｍ３の増という試算でしたけれども、今回調査はこれが０ということにな
っております。２ページを見て頂きまして、以上の結果から中野市、山ノ内町の計画給水人口・
計画給水量につきましては、今回の調査結果では、計画給水人口は中野市が認可計画時４３，９
００人であるのに対しまして、今回調査で４２，７００人。その差がマイナス１，２００人とな
っております。山ノ内町ですが認可計画時１５，４００人に対しまして今回調査が１３，３００
人。その差がマイナス２，３００人となっております。 
 計画給水量でございますけれども、中野市が認可計画時２８，０００ｍ３／日。でありました
けれども今回調査では２３，４００ｍ３／日でその差マイナス４，６００ｍ３／日となっており
ます。山ノ内町でございますが認可計画時１５，９００ｍ３／日に対し今回調査が１３，６００
ｍ３／日。その差マイナス２，３００ｍ３／日となっております。この詳細につきましては、こ
の後委託を致しましたコンサルから説明をさせますのでよろしくお願いしたいと思います。 
それでは最後の１枚の綴じてあります一番最後のページをご覧頂きたいと思います。５２ペー

ジになります。この表につきましては、最初に申し上げました水源課題に対応する対策の比較の
考え方の現状について一覧表にしてありますので、これからの利水の議論に是非参考にして頂き
たいと思います。表を見て頂ければお分かり頂けますので、後程詳しくはご覧頂きたいと思いま
すけれども、対策方法と致しましては大きく地下水から取水をする方法。それから河川水から取
水をする方法に分けて考えております。地下水につきましては、この表にありますように、農業
用水からの、河川水からの取水につきましてはこの表に記載してあります通り、農業用水からの
転換、多目的ダム、利水ダム、河道外貯留施設（溜め池等）が考えられると思います。このそれ
ぞれの表の内訳は後程見て頂くと致しまして、一番右の欄をご覧下さい。 
それぞれの水源課題に対する対策について、ワーキンググループとして検討致しました考え方

の参考にして頂く基本につきまして、一番右の欄に記載をしてあります。地下水につきましては
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水量及び水源としての適地、水質等、総合的に検討する必要がある。農業用水の転換につきまし
ては、取水時期が限られることと、利水者間の調整に長期間を要することを考慮しなければなら
ないことが課題と思われます。多目的ダム、利水ダムにつきましては、利水単独ダムとした場合、
利水者の負担、つまり市町村の負担が大きくなる為、国及び県の補助政策（多目的ダム並みの補
助）が可能であるかどうか、それが必要であることの検討が、行われなければならないというこ
とです。 
 それから河道外貯留施設（溜め池等）の検討の場合ですが、現計画の上水道量つまり多目的ダ
ムの計画から取水をする予定であります４０万 m３／日を溜め池のみで貯留施設のみで確保する
場合には、下流域に設置することはかなり困難と思われます。 
以上参考にして頂きたい訳ですが、１番下の欄外に※印で考え方のもう１つの観点について記

載してあります。今お話を致しました、地下水それから河川水のそれぞれの対策の他、他市町村、
他水源との広域的な水利用及び他の河川の利用、つまりこれ以外の水源確保の方法についても対
策として考えていくことが必要になるかもしれませんので、そこら辺にも視野を広げてご検討を
頂ければと思います。水源確保の様々な対策についてのワーキンググループからのご報告を議論
の参考にということでご報告申し上げてきましたけれども、これから更に一歩踏み込んだ利水の
考え方について、ワーキンググループとしても検討するべきではないかという議論がされまして、
私の方からも委員長にお願いを致しまして、部会の皆様の問題提起、様々なご指摘にお答え致し
まして、更に踏み込んだワーキンググループとしての選択肢も検討して、またお示しするような
こともして行きたいと考えておりますので、積極的な問題提起をお願い出来ればと思います。以
上です。 
 
○風間部会長 
 はい、それでは…。 
 
○石坂委員 
 それでは詳細につきましてはコンサルから。 
 
○風間部会長 
 はい、お願いします。 
 
○海谷食品環境水道課水道係主査 
 県の食品環境水道課です。詳細につきまして今回調査致しました新日本設計株式会社よりご説
明致します。で資料ですが利水ワーキンググループ報告書。資料２の１３ページより中野市分が
資料として添付してあります。これと同じものをここへ写しましてご説明致します。それで続き
まして３８ページ山ノ内町分が載っておりますので同じようにご説明致します。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 只今ご紹介頂きました新日本設計株式会社の中沢でございます。よろしくお願い致します。先
ず先程ご説明にありましたように、中野市さん、それと山ノ内町さんの方に伺いまして資料を収
集。現況を早く致しまして、水需要予測として報告書をまとめました。先ず、中野市上水道に関
しましてご説明致します。 
 
○風間部会長 
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 機械がちょっと言うことを聞かないようでございます。同時進行でこちらの方調整を致します
ので、他の方ちょっと議事的には先に進行をさせて頂く中で、もし途中で修復しましたらこちら
の方に戻るというかたちを取りたいと思いますが、だめだね、まだね。 
いやいや、折角用意しましたんで。それではちょっとこの今の利水ワーキンググループからのコ
ンサルの説明は後程に致しまして、え？直った？大丈夫？じゃあそっちの方をお願いしますか。
はい。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 中野市上水道の人口の割合のグラフであります。この丸がこの円が行政区域内人口であります。
平成１２年度で４３，６７３人であります。その内の中野市上水道はここにあります、９０．８％
分が上水道です。その他簡易水道が９．２％あります。 
まず給水人口の予測の手順であります。まず行政区域内人口を予測致します。過去の実績値か

らの推計、それと社会的要因の検討を致しまして、推計値と社会的要因を加えまして算出致しま
す。 
 給水区域内人口の予測。これも行政区域内人口と同じ方法で推計致します。それをもちまして
給水人口の予測、給水人口の算定を致します。 
 人口の予測方法です。過去の実績値からの推計と致しまして、時系列傾向分析、これトレンド
による推計それと要因別分析による… 
 
○風間部会長 
 これは資料的にはこちらと同じものなんですよね。じゃあこちらのお手持ちに資料ございます
ので、そちらの資料をご覧頂きながら説明を受けるというかたちで、また直るんですか？同じで
すよね。じゃあ手持ちに皆さん資料いってますのでどうぞ進めて下さい。あ、また直る？じゃあ。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 すみません、続けます。時系列傾向分析、これは単一方程式からなる傾向曲線（６式）から推
計致します。データは過去１０年間の実績値（平成３年～平成１２年）の実績値で推計致します。 
 要因別分析と致しましてコーホート法、これは人口変化率、婦人子ども比、出生比率で算出致
します。データと致しましては、１９９０、１９９５、２０００年の男女別年齢別の人口、５歳
毎です。この人口の実績値をもちまして推計致します。 
 行政区域内人口の実績値です。増加傾向にあります。行政区域内人口の予測の結果と致しまし
て、推計値、開発人口として調査致しましたけれども大きな開発人口ありませんでしたので、推
計値が予測値というかたちになります。時系列傾向分析での予測結果は、４６，１００人。コー
ホート法での予測結果は４２，９００人という結果になりました。それをグラフに致しますとこ
のようなグラフになります。 
 続きまして給水区域内人口であります。過去１０年間の実績値。これも増加傾向であります。
平成１２年度で３９，６４１人の実績値であります。給水区域内人口の算出方法ですけれども、
行政区域内人口の先程算出した人口に対しまして、給水区域外の人口の算出した人口を引きまし
て、給水区域内人口を求めます。時系列傾向分析の予測結果であります。先程の４６，１０３人
に対しまして給水区域外人口が３，４４４人であります。引きまして４２，７００人という結果
になります。コーホート法ではこのようには出来ませんので、時系列傾向分析の行政区域内人口
の推計値の按分によりましてコーホート法での、予測結果を求めました。これがコーホート法で
は３９，７００人という結果になりました。これをグラフ化致しますとこのようなグラフになり
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ます。 
 続きまして給水人口の予測の結果であります。給水区域内人口がイコール給水人口。これは普
及率が平成１２年度末現在で９７．４％であります。将来としては１００％給水するということ
でありますので、給水区域内人口イコール給水人口。で先程の時系列傾向分析では４２，７００
人、コーホート法では３９，７００人という結果になります。 
 続きまして、給水量の予測であります。手順と致しましてまず用途別水量、これは有収水量で
あります。用途別水量と致しましては生活用、業務・営業用、工場用、その他と４つに分けます。
生活用に関しましては、１人１日どの位使うか。その使用料を推計致します。それを妥当性を確
認致しまして先程の給水人口に掛けまして、生活用水量を決定致します。残りの業務・営業用、
工場用、その他に関しましては過去の実績値を基にしまして時系列傾向分析を致します。それと
社会的要因を検討致しまして社会経済状況や地域特性の動向から妥当性を確認し、決定致します。
先程の、今ご説明したものはこのグラフの表の右側の有収水量という水量をまず算出致します。
そのあと有効水量、ここに書いてありますけれどもそれを足しまして、あと無効水量、これは主
に漏水量になってきます。有効水量に対しまして有効率で割返しまして一日平均給水量。一日平
均給水量はここに書いてありますように、一年間の全排水量３６５日で割った平均値であります。
それと一日平均給水量に対しまして負荷率で割返しまして、一日最大給水量を求めます。一日最
大給水量は１年を通じて一番多く水を使った日の水量になってきます。この一日最大給水量が予
測水量というかたちになります。 
 まず用途別水量。説明要因として先程の４つ上げます。生活用水量と致しましては、その要因
の１つに水洗化水量。１２年末ですけれども水洗化率上水道区域内で６４．４％、それと節水意
識・機器の普及を考慮致します。それと一人一日使用水量。これは水洗化水量を控除致しまして
トレンドとして推計致します。その結果を他市町村の使用水量と比較し妥当性を確認致します。 
 業務・営業用・工場用、これに関しましては過去の実績値１０年間これを時系列傾向分析した
結果、それと経済・社会情勢を考慮した結果、この２つで水量を求めます。生活用水量の一人一
日用水量の実績値です。増加傾向で平成１２年では２１４㍑使っております。一人当たりです。
このグラフは水洗化水量の影響が大きいということで水洗化水量を控除した数字であります。横
這いの傾向であります。これを実績値をトレンド、これ水洗化水量を控除した場合ですけれども、
推計致しますと１９８㍑という結果になります。水洗化水量と致しましては節水意識と機器を考
慮致しまして、前は５０㍑という事もありましたけど、今回は３５㍑ということで計画してあり
ます。一人当たり水洗化水量を控除した１９８と３５を加えまして２３３㍑、一人当たり生活用
で使うという結果になります。それを給水人口で各々掛けますと時系列傾向分析でいきますと９，
９３９ｍ３／日。コーホート法では９，２３９ｍ３／日という結果になります。それをグラフ化
致しますとご覧のようなグラフになります。 
 業務・営業用の実績値のグラフであります。横這いというかたちであります。これを時系列傾
向分析で分析致しますと３，０１４ｍ３／日。加算水量として２００ｍ３／日。これは大型店の
進出を考慮してあります。これは大型店といいますと、ジャスコ、原信で今回こちらで調査して
いる段階でジャスコも開店致しましたので、そこら辺のところを市の方で確認致しまして、１ヶ
月どの位水を使われているか、それの実績値において２００ｍ３／日というかたち、これを載せ
てあります。 
 経済社会情勢考慮。これは過去の実績値の最大値であります。これが２，９７７ｍ３／日。そ
れと先程の加算水量を加えまして３，１７７ｍ３／日という結果になります。それをグラフ化致
しますとこのようになります。１３～１４年、上がっている。これが２００ｍ３／日分の大型店
用の加算分であります。 
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 工場用水量の実績値であります。横這いでしたけれども、平成９年から１２年にかけて増加傾
向であります。工場用水としての時系列傾向分析では、開発による伸びも含めまして、トレンド
では２，５６３ｍ３／日という結果です。経済社会情勢考慮では過去の最大値、これが平成１２
年の１，３７４、それと開発計画による水量と致しまして、開発面積として８．１ha あります。
これが将来工場が建ちまして使用されるという水量を算出致しますと１，４５８ｍ３／日になり
ます。それを加えますと２，８０５ｍ３／日という結果になります。それをグラフ化致しますと
ご覧のようなグラフになります。 
 その他水量、これは工事等に関わる給水用、工事用の水量になります。実績値、平成８年で一
番多いのはこれはオリンピック関係施設の為の工事用水量です。それ終わると落ちますけれども、
一応これの平均値を取りまして、その他水量というかたちに算出しております。ここに目的、臨
時用水、配管の排泥、洗管等の作用用水というかたちで１８２ｍ３／日ということで算出致しま
した。それで給水量の予測結果のパターンですけれども、給水人口は先程のトレンド、コーホー
ト法、それと給水量はトレンド、社会要因考慮、これに分けまして１、２、３、４と４つのパタ
ーンで算出致しました。 
 ご覧の一番左側、これが認可計画の数字であります。目標年度が平成２６年であります。給水
人口が４３，９００人。１日最大給水量が２８，０００ｍ３／日であります。で、パターン１、
トレンド、トレンドの場合は、２３，１００ｍ３／日。パターン２これが２３，４００ｍ３／日。
パターン３これが２２，１００ｍ３／日。ターン４、２２，４００ｍ３／日という結果になりま
した。グラフ化致しますとご覧のようなグラフになります。 
 続きまして山ノ内町さんの山ノ内町上水道の水需要の予測結果であります。上水道は全体の行
政区域内人口の８４．７％であります。これは中野市さんと同じ方法であります。人口の予測方
法も同じであります。行政区域内地域の実績値、やや減少傾向でありまして平成１２年で１６，
４７２人という結果であります。開発に対して大きなものはありませんでしたので、推計値が予
測値というかたちになります。時系列傾向分析では１５，７００人になります。コーホート法で
は１１，４００人になります。これをグラフ化致しますとご覧のようなグラフになります。 
 給水区域内人口の実績値であります。やや減少傾向で平成１２年で１３，９６０人という結果
であります。これも先程と同じように行政区域内人口から給水区域外人口を引きまして算出致し
ます。時系列傾向分析の１５，６９３人に対しまして、給水区域外人口が２，４０９人、これを
引きまして１３，３００人という結果であります。コーホート法では９，６００人という結果に
なりました。これをグラフ化致しますとご覧のようなグラフになります。 
 給水人口に関しましては、給水区域内人口、普及率１００％ですので、そのまま給水人口とい
う結果になります。時系列傾向分析では１３，３００人。コーホート法では９，６００人という
結果であります。 
 給水量の予測に入ります。これは先程と同じであります。(2)も先程ご説明した通りであります。 
 用途別水量。これに関しましては生活用、業務・営業用、その他用で、水洗化水量これも考慮
致しまして水洗化率４５．３％。これは平成１２年の上水道区域内です。それであとは先程と同
じです。業務・営業用に関しましては地域特性を考慮致しまして、旅館用水量、旅館用の水量、
一般営業用水量、官公署用水量の３つに分けまして過去の実績値から時系列傾向分析、それと経
済・社会情勢を考慮致しました。その他水量と致しましては、ここの特徴と致しまして、共同浴
場ということがありますので、共同浴場をその他水量と致しまして考慮致しました。 
 生活用と致しまして、一人一日使用水量であります。平成１２年で１８３リットル。増加傾向
であります。 
 水洗化水量を考慮した場合は平成１２年で１６７。これも増加傾向であります。この水洗化水
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量を考慮した場合、トレンドで推計した結果が１９０㍑になります。水洗化水量と致しまして３
５㍑。これを足しまして２２５㍑一人使用するというかたちになります。これを給水人口に掛け
まして、時系列傾向分析では２，９８９ｍ３／日、コーホート法で２，１７１ｍ３／日という結
果になります。それをグラフ化致しますとご覧のようなグラフになります。 
 旅館用の実績値であります。過去１０年間。最近はやや減少の傾向であります。 
 一般営業用水量。ほぼ１０年間一定の傾向であります。 
 官公署用水量。若干上下してありますけれども、ほぼ横這いという実績値であります。これを
トレンドと経済社会情勢を考慮した場合でいきますと、旅館用トレンドの場合に関しましては７
６２ｍ３／日。一般営業用が８１４ｍ３／日。官公署用が３２２ｍ３／日で、実際この中の４７
ｍ３／日は下に注意書きでありますように日帰り温泉施設、介護施設、高齢者・障害者複合施設、
これも稼働したものもありますし、実際計画して動いているものもありますので、そこでその水
量を算出致しますと４７ｍ３／日であります。トレンドの場合は合計致しますと１，８９８ｍ３
／日。社会経済情勢は過去の最大値をとりまして、旅館用水量に関しましては、最大値の上に観
光人口に関しまして山ノ内町さんでは将来９０万人。９０万人は１０年前は９０万人、観光人口
がありました。その実績値を踏まえまして２，３４０ｍ３／日であります。過去最大値を足しま
すと３，７５７ｍ３／日という結果になります。それをグラフ化致しますとこのようなグラフに
なります。 
 その他用水量と致しまして共同浴場。地区毎に管理されておりまして水の使用料は年間通して
ほとんど一定であるということで、殆ど一定でありますけれども、その中の最大値を取りまして
２３１ｍ３／日という形で算出致しました。グラフ化致しますとこのようなグラフになります。 
 これも先程と同じように給水人口、給水量をこのように分けまして、パターン１、２、３、４
という４つのパターンに分けました。一番左側、これが認可数字であります。目標年度平成２６
年給水人口が１５，４００人。一日最大給水量が１５，９００ｍ３／日です。パターン１トレン
ド要因考慮の場合が１３，６００ｍ３／日。パターン２トレンド、トレンドの場合が９，９００
ｍ３／日。パターン３コーホート、要因考慮が１２，０００ｍ３／日。パターン４コーホート、
トレンドの場合が８，４００ｍ３／日という結果になりました。これをグラフ化致しますとこの
ようなグラフになります。以上説明を終わらせて頂きます。 
 
○風間部会長 
 それではコンサルの方からのご説明も頂いたところでございまして、利水ワーキングからのご
報告というかたちで今の報告が終わったところでございますが、皆様方から質疑等ございました
らどうぞお出しになって下さい。それでは武田委員さんどうぞ。 
 
○武田（洋）委員 
 ５２ページの農業用水からの転換の一番後の、農業用水からの転換は取水時期に限られること
と、利水者間の調整に長期間を要するものと思われるところですが、私が何時かその機会に質問
とご意見を申し上げようと思っておったんですが、これはどの程度検討されたことなんでしょう
か。 
 
○風間部会長 
 石坂委員の方から。 
 
○石坂委員 
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 えーとこの記載してありますのは先程ちょっとご説明が不十分だったかもしれませんが、これ
からの角間川部会で議論をして頂く材料とします。考え方ということで、そういう意味では可能
であるとか、不可能であるとか結論付けたものではありませんが、今後の検討の中で、他からの
取水方法が困難であり、農業用水の転換が必要ではないかという議論になった場合でも、このよ
うな困難な課題があるということを、お示ししているものです。 
 
○風間部会長 
 はいどうぞ。 
 
○武田（洋）委員 
 また後日そのことはいろいろ意見を述べさせて頂きます。 
 
○風間部会長 
 現段階ではですね、水源の課題に対する対策を列挙して、こういう可能性があるぞということ
を皆さんにお示ししている段階でございますので、このかたちがいいというふうに断言したもの
ではありませんのでね、これからの材料にして頂きたいとこういうことでございます。他に質疑
ございますか。それでは、小林委員さんどうぞ。 
 
○小林（優）委員 
 すいません。１０ページと３５ページで、中野市と山ノ内についてそれぞれパターンが４つ示
されていて、最後に評価というところで二重丸になっているのが中野市ではパターン２と、山ノ
内ではパターン１ということなんですが、評価はどんなふうにされたのか教えて頂きたいのです
が。 
 
○風間部会長 
 これはコンサルですね。コンサルの方でちょっとご説明頂けますか。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 はい。只今のご質問に対しまして、一応パターン１から４というのは今までの部会、みんな委
員会の方でもこういうふうに示すということで来ていまして、この下の評価というのはあくまで
こちらコンサルの立場から、水需要としてはやはり足りないという訳にはいきませんので、この
中で一番妥当であろうということで二重丸ということで、こちらとして付けた訳であります。こ
れは４つのパターンに関しては委員会とか、部会で検討して頂きたいということであります。 
 
○風間部会長 
 よろしいでしょうかね。よろしいですか。 
 
○小林（優）委員 
 水需要が一番多いものが一番適しているということで評価されているということで、いいんで
しょうか。 
 
○風間部会長 
 そういうことでよろしいですか。 
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○海谷食品環境水道課水道係主査 
 はい、食品環境水道課です。結果的に一番多いものが評価の二重丸がついているんですが、一
応水需要計画と致しまして、将来的に不足するということがあってはならないという考えがござ
いますので、そうものに基づいて一応評価した結果、一番多いものに二重丸をしたということで
ございます。 
 
○小林（優）委員 
 分かりました。 
 
○風間部会長 
 他にございますか。はい、大井委員さん。 
 
○大井委員 
 水利用のことですが、山ノ内は志賀高原或いは北志賀高原。ここにもお客が入っていますが、
これはこの計画からは除外されているのか、或いは全体ひっくるめて言われているのですか。例
えば角間ダムを利用した場合の水需要のことを考えているのか、全体のことですか。その点明確
にされないとちょっとこれ検討に相応しくないんじゃないかと、こう思う訳ですが。 
 
○風間部会長 
 これは、じゃあ、食環水、え？コンサル？じゃあコンサルの方で。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 今回先程ありました山ノ内町さんの方の、ページでいきますと４８ページになりますけれども、
観光人口で９０万人ということで先程ご説明致しましたけれども、これは山ノ内町上水道の区域
内です。ですから区域外れたものに関しましてはこの中では入っておりません。 
 
○風間部会長 
 山ノ内の上水道の中ということですね。それは外れたものは入ってないということですね。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 スキー場とかそちらの方の区域外のところの観光はここでは入っていません。で、この中の観
光人口だけを考慮してあります。 
 
○風間部会長 
 はい、じゃあ大井さんどうぞ。 
 
○大井委員 
 あの漠然としなんで、明確にその地域をやっぱり言ってもらった方が分かりやすいんじゃない
ですか。 
 
○風間部会長 
 これはいかがですかね。 
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○畔上山ノ内町水道課長 
お答え致します。山ノ内町の畔上でございます。あのこの計画に載っているのは、先程と一緒

ですが、上水道区域でありまして、うちの方でいけば北部地域は簡水ですので、ここから抜けて
います。それと志賀高原地区はまた別になっておりますので、地域の水道になっておりますので、
それは抜けております。 
 
○風間部会長 
お分かり頂けましたでしょうか。はい。他にございますか。松島委員どうぞ。 

 
○松島委員 
いくつか質問があるんですが、最初にこの５２ページの表のところで、利水ダムのところで、

例えば一例として３０億円という事例が出ていますが、こういうような計画が利水ダムのような
計画の場合、国とか県とかそういうところからの補助率というのはどういうようになっているん
ですか、それが第１点です。 
 
○石坂委員 
事業者が県と市町村で変わりますが、利水ダムは１／２から１／３と思いますが、詳しくは幹

事から答えをお願いしたいと思いますが。 
 
○風間部会長 
はいじゃあ幹事の方で。補助率。 

 
○海谷食品環境水道課水道係主査 
現在中野市、山ノ内で多目的ダムと致しまして、この角間川ダムについての負担金についての

補助というものを、国庫補助として出しております。それについては１／２、１／３と、資本単
価に基づいて補助率が出ております。で、利水ダムに関しましても、今後詳細を詰めていく中で、
国の方と補助ヒアリング等をしていく中で実施されていくものと思われますが、可能性と致しま
しては同じように１／２、１／３の補助率で補助の対象にはなるんではないかと思われます。 
 
○風間部会長 
はい松島委員どうぞ。 

 
○松島委員 
今のお答えだと、多目的ダムも利水ダムも補助率が同じっていうように理解しちゃうんですけ

れども、そういうようには多分聞いてないので、確か。その辺のところはもうちょっと分かりや
すくお願いできないでしょうか。生活貯水ダムの郷士沢ダムは０．８％、つまり市町村補助率は
そういう結果になるというように聞いています。ですから利水ダムをやった場合は、市町村負担
は一体何％になるんでしょうか。 
 
○海谷食品環境水道課水道係主査 
はい、今のお話あの国庫補助の場合でして、国庫補助に対してはダム等より水源を求めた場合

の取水施設ということで補助になっております。その利水者負担金に対しまして県費補助にて現
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在６／１００、９／１００というかたちで補助しております。ですので国庫補助の場合は多目的
ダム、利水ダムというのは、ダム水源ということで、事業した場合には対象になり得るだろうと
いうことは考えられます。ただ県費に対してはその利水者負担金に対して補助しているという要
綱に基づいてやっておりますので、実際その詰めていかないと補助の対象になるかどうかってい
うのは、ちょっと現段階ではちょっと分かりません。 
 
○風間部会長 
 はい、石坂委員どうぞ。 
 
○石坂委員 
じゃあ合わせてお答え致しますが、多目的ダムの場合も利水ダムの場合も只今幹事がお答え致

しましたように、補助率はそのダムの総事業費に対して１／２、１／３という点はダムの規模と
か中身で、今お話があったように変わりますが、１／２か１／３かという違いはあるにせよ国庫
補助は変わりませんが、ただ先程少し申し上げましたように、事業者が多目的ダムの場合は県に
なりますので、市町村の負担はその利水分の負担のみということになります。利水ダムの場合は
事業者が市町村になりますので、同じ１／２、１／３の国庫補助を受けたとしても市町村の負担
は、総事業費の１／２或いは１／３を除いた分ということで負担が大きくなると、一般的にはそ
ういう試算ができます。更に残りの市町村負担分或いは県負担分に対して、支援措置がどうなる
かという関係も絡んできますので、実際の負担分がどうなるかっていうのは個別にまた検討しな
ければならないのですけれども、一般論としてはやはり利水ダムになった場合の方が市町村の負
担分は大きいということが言えると思います。以上ですけれど。 
 
○風間部会長 
 はい、松島委員。 
 
○松島委員 
はい、続いて次の質問いいですか。 

 
○風間部会長 
 どうぞ。 
 
○松島委員 
例えば中野のところの説明の中にですね、業務用大型店等あったし、それから工場用というの

がありました。これは大型店等業務用とか工場の水をですね、中野の町の上水道の水そのものを
使っているんですか？ 
 
○風間部会長 
えーとこれは幹事の方ですね、食品環境水道課で。そちら？はいどうぞ。 

 
○山岸中野市水道部長 
中野市ですが、ご質問の通り上水道を業務用それから工場用につきましても上水道を利用して

おります。以上です。 
 



 24 

○風間部会長 
よろしいですか？ 

 
○松島委員 
はい、いいです。 

 
○風間部会長 
他にございますか。はい倉並委員さん。 

 
○倉並委員 
治水・利水を考える為にはダム以外によるものということで仮に仮定した場合に、その中で今

の説明の利水ということを考えると、利水の為だけに造るダムっていうのがひとつ考えられるん
です。で、そういった場合に溜め池を造るか、今多目的ダムで角間川ダムのような、ああいった
かたちのコンクリートを使ったダムを造るかっていうことも２種類考えられるんです。けれども、
只今の説明の中でまず溜め池による場合っていうのは、当然溜め池を造るには上流、利用する場
所よりも上流の方が水を引っ張ってくるにも何にも有利になるんですけれども、志賀高原の国立
公園内は無理（困難）ということなんです。けれども、今のご説明のその問題点（困難というこ
と）については具体的に志賀高原のどこかへ造った場合には困難と言ってもいろいろあります。
もう絶対ダメなのか、何か条件を付ければ志賀高原の適地に溜め池を造ることが可能なのか、そ
の辺どこら辺まで調査が進んでいてこの問題点として挙げられているのかそれが１つと、それか
ら利水だけの為にダムを造るということは、コンクリートとか土の堰堤を造るとかこういうこと
なんですけれども、やはり上流の方が都合がいいと思うんですけれども、利水を目的としたダム
の候補地（大体この辺がいいだろうというような地域の選定）も、現在の時点でなされているの
かどうか、その２つちょっとお聞きしたいんですけど。 
 
○風間部会長 
 これは、はい、じゃあ石坂委員どうぞ。 
 
○石坂委員 
 この５２ページの表につきましては先程も申しましたが、これからの議論の参考にして頂く水
源課題に対する対策の考え方の比較につきまして、検討した叩き台を記載してありまして、只今
最後にお尋ねがありました適地はどこかとか、どこに造ったらどうなるのかとか、そこまでの具
体的な検討をしたものではないということをご承知おき頂きまして、これからのこの流域の利水
問題で検討課題に上ってきた時には、是非部会の議論の中で皆様のご検討で深めて頂きたいとい
うふうに、これは使って頂きたいと思います。 
 それから国立公園内の問題につきましては幹事の方からお願いしたいと思います。 
 
○風間部会長 
 はい、じゃあどちらでお答え頂けますか。 
 
○新家治水・利水検討室企画員 
 本日環境自然保護課幹事が欠席をしておりますので、その答えについては次回ということでさ
せて頂きたいと思いますが、よろしゅうございますか。 
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○風間部会長 
 いずれに致しましても今のお話でございますが、この利水ワーキンググループでお出し頂いた
報告、これはあくまでですね利水としての代案を求めた場合のひとつの考え方、地下水、或いは
河川水というふうに大きく２つに分かれますよと。で、その中で煮詰めていくとこういう問題点
はあり得るだろうなということが、一番右端に列挙されているという考え方でございますので、
具体的な候補地がもともとあってこれ書かれたものではございません。今後皆様方の議論の中で
これを活かして、これらの問題をどういうふうに解決していけばいいのかという話になっていく
だろうということを想定した時に必要になる文章だということで、利水ワーキンググループの方
からまあご丁寧にもお書き頂いて、出して頂いていると、こういうことでございますので、その
辺前提でお考え頂ければと思いますが。他にご質問ございますか。はい、中山委員さんどうぞ。 
 
○中山委員 
 あの石坂委員にお伺いしたいんですがね、利水ワーキンググループとしましてですね、この右
端に記載されている取り組みについては概ねよく分かるんですけれども、ただこれからの取り組
む具体的な方向付けについてお考えがありましたら、お示し頂きたいと思うんですが、この利水
を大きく分けますとですね、先程新日本設計からもお話頂いたのは、この上水道としての需要を
中心な考え方ですね。それも大きな１つですけれども、もう１つはこの水質をどう取り組むかと
いうこと、それから渇水期ということがある訳ですね。下流の水需要は渇水期対策等どうするか
ということも大きなやっぱり課題なんです。今申し上げたように上水道としてのいろんな面での
需要の見通し、水質の問題、渇水期対策等々。大きく分けるとこういうふうに見えると思うんで
すね。ですからこれそれぞれ重要な取り組みだと思うんですけれども、ワーキンググループとし
てはそういう３つの対策について、ちょっと所信表明のお考えございましたらちょっとお話を伺
いたいと思います。 
 
○風間部会長 
 はい石坂委員どうぞ。 
 
○石坂委員 
 先程最初のご説明の最後にも申し上げましたように、今もご質問に沿う立場でお答えしており
ますけれども、今日の報告はあくまで第一段階の叩き台ということで、かなり一般論的なものを
お示ししております。ただそれだけでは間に合わない事態が各流域の部会の中でも出ております
ので、今まで各流域部会には今日ご報告申し上げた程度のワーキングの検討をご報告してきまし
たけれども、今後特に利水の問題が各流域でそれぞれ個別の課題を抱えながら、重要な議論の段
階に来ておりますので、例えば農業用水の転用の問題が全国的にはどんな状況になっているのか、
それから今お話がありました渇水期を含めた利水策にどのような知恵が出せるのか、そういう踏
み込んだ議論につきましては、正直申し上げまして現段階までの利水ワーキングでの検討は非常
に不充分と言うか、してない現状にあります。で、具体的な流域別の課題の違いもありますので、
この角間川部会も実質の議論が今日からなんですけれども、これからの部会の議論の中で、ここ
は利水ワーキングとしてもう少し深めた選択肢や検討を、国、県との関わり、法的な問題も含め
て示して欲しいと、そういう問題提起を逆に是非ワーキングに投げ掛けて頂きまして、それにお
答えして私達が皆様のご要望にお答えして、選択肢をお示しするというキャッチボールの関係で
やっていきたいということを、きのうの検討委員会でも確認して頂きましたので、是非そんな方
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向でお願いしたいということと、私達もワーキングとしてそれに積極的にお答えしていきたいと
いうことを今は申し上げたいと思いますけど。 
 
○風間部会長 
 よろしいですか、きのうの検討委員会。治水・利水検討委員会が実は開催されまして、１７回
でございましたが、その中でいろいろな問題が出てきている訳ですが、この角間川部会だけでは
なくて共通するような問題として、その利水の問題というのが非常に難しい問題だろうというこ
とでですね、他の黒沢川部会長さんとか、まあ今日ここにお出でですが郷士沢の部会長の竹内さ
んもお出でですが、まあ同じような問題ですね壁にぶち当たる訳です。そうなった時に、石坂利
水の座長さんとしてはですね、個別のそれぞれの川の中での利水に関する問題が出てきた時には、
それを投げ掛けてくれと。その問題について利水ワーキンググループとして解決策を見出してい
きたいという、そういう前向きなご発言を昨日の治水・利水検討委員会の中でして頂いたという
ことでございまして、その流れで今日同じような主旨のご発言をされている訳です。 
ですから今後この部会の中でいろんなその「ダム案」とか或いは「ダムなし案」という話が議

論されていく訳でございますけど、その中で様々な利水に対する問題が出て来た時には、どうぞ
その利水ワーキンググループの方に投げ掛けて下さいと。それをもって本体である治水・利水検
討委員会の方にお持ち返って検討もしていきたいと、こういう話でございますので、今のところ
はそういう受け止め方でいて頂ければよろしいかと思います。はい、他に何か質疑ございますか。
はい、武田委員さん。 
 
○武田（富）委員 
 下水化率が６４.４％ということで見ておられますが、これあの１００％どうして計算していか
ないんですかね。それと３５㍑っていうのは、５０㍑から何で３５㍑にしたかっていうのは、非
常に、半分位に減らしたっていう理由も合わせてお願いしたいと思います。 
 
○風間部会長 
 これは、じゃあコンサルですね。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 今のご質問に対しまして、先程の中野市さん６４.４％、これはあの平成１２年度末の上水道区
域内であります。将来１００％で見込んであります。山ノ内町さんも同じであります。 
 それと下水道の３５㍑ですけれども、これに関しましては、節水器機の普及ということを考慮
にしてあります。で実際、今までの中で平均一人当たり１日３.５回使用するということで、器機
としては例えば今までの器機では１７㍑使いました。で節水器機は１０㍑ということで計算致し
ますと、１０㍑で３.５回３５㍑使うというかたちで算出してあります。以上です。 
 
○風間部会長 
 今のご説明でよろしいですか。 
 
○武田（富）委員 
 それはよく分かるんですが、何て言うんでしょう、そこの安全係数っていうのは見ないんです
かね。それは機械の確かに新品の時の係数であって、いろんな意味で安全係数っていうの１．何
倍とかそういうのはみて計算するのが普通だと思うんですが、器機の場合そういうふうにしてお
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かないと、いろんな意味ではただ新品の時の計算でいけばそれは確かだと思うんですが、そうい
う意味ではそういうところを見ないでただ単純に数値だけで計算していくのはちょっといかがか
と思いますが、そこら辺は安全率をみた計算をして頂きましてお願いしたいと思います。 
 
○風間部会長 
 この辺の安全の係数っていうのはこの数字の中には入ってないんですかねえ。あまり考慮はさ
れてないですね。 
 
○新日本設計（株）中沢氏 
 この中では安全係数っていうのは考慮はされていません。 
 
○風間部会長 
 いないんですね。はい、どうぞ。 
 
○海谷食品環境水道課水道係主査 
 この３５㍑っていうのはあくまでも一般的な数値でして、１回の流す量が１０㍑と、今節水器
機が普及しているという関係で、まあ１回当たり１０㍑の３．５回、３５㍑。でまあ安全率じゃ
あどこまで見るかっていうのはまた幅が出てきますので、あくまでもこの場合は一般的なまあ３
５㍑という数値をもってきて使用しております。 
 
○風間部会長 
 これはどうですかね、まあお含み頂く中で厳密になかなかこれ、じゃあ１０年後、２０年後こ
れ３５㍑がどの位変化していくかっていうことまで読み取らないといけないのかどうなのかって
ことになってきますし、今の現状では５０㍑から３５㍑に下げて計算したということを頭に置き
ながら見て頂くということで、いかがなもんでしょうかね。 
 
○武田（富）委員 
 ええ、それは分かりました。それといいですか、いま１点。 
 
○風間部会長 
 はいどうぞ。 
 
○武田（富）委員 
 水の今水質の関係ですが、特に横湯川の関係のヒ素が多いということに対して、水の水量が、
じゃあ角間川の水量を主体にして使わなくちゃいけないかということになってくる訳ですが、そ
れはあのあれなんですかね、角間川以外に水量を、横湯川の水を使えるということがヒ素の濃度
を減らせばできるということになるんですか。その上から流れてくる水の中にはヒ素が含んでい
ないと。ある部分の地獄谷の下からはヒ素が含まれてその限度を超えてくると、許容範囲を超え
てくるという訳ですが、そこら辺はその横湯川の水をどの程度利用、利水としてね、利水って言
うか、特に飲料水として利用できるには、どういう考え方で今後考えていかれるかと思うんです
が。 
 
○風間部会長 
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 これは、横湯川を利水として使うか使わないかとこういうことにもなるんですが、今回のこの
ワーキンググループの報告というよりも、あの、そうですね、今後の議論のかたちですね。ちょ
っと大きな問題だと思いますので、また後ほどご発言頂きたいと思います。ちょっと今の段階で
は、利水ワーキンググループの報告の中についてのご質疑にちょっと留めておきたいと思います
ので、もう少しお時間を頂きたいと思いますので、了解はしておきたいと思います。はい。他に
ございますでしょうか。よろしいですか。はい、でなければ、午前の進行はこの程度に致しまし
て、また午後１時から再開を致しまして、森林ワーキンググループそして利水ワーキンググルー
プからのそれぞれの報告を受けた後、まあ受けましたので、そして皆さんの質疑も一応終わった
というふうに致しますので、午後からは先般からの皆様方の質疑に対する回答を開示するかたち
をとっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを致します。じゃあ一旦休
憩を致します。 
 

＜ 昼食休憩 ＞（１１：５５～１３：００） 
 
○風間部会長 
それでは午前に続きまして午後に入らさせて頂きたいと思います。午後の方は前回の部会の時

にも申し上げましたが、皆様方から時間を効率的に使うかたちをとる為には、やはり閉会中も質
問を寄せて頂きたいということを私の方から申し上げた訳でございますが、その結果と致しまし
て、お手元にございます皆様方からのご意見、それから質問がまとめられてございます。感想も
含めますと全部で９１、２程になっております。本当に皆様方大変な学習意欲と言いますか、勉
強をされておりまして敬意を表するところでございますが、このことにつきまして順次質問に対
する回答をしていきたいというふうに思っております。 
それでは幹事の方から、まずはこのペーパーの順番によりまして基本高水、それからダムに関

する一般的な問題、そしてダムサイトの地質の問題、また利水に関する様々な問題、大きくその
４つに分けられる訳ですけれども、その４つにつきましてお答えを頂きますのでよろしくお願い
を致します。どうぞ。 
 
○吉川河川課計画調査係主査 
それでは資料３―２に沿って特別委員の皆様方から出されました質問に対してお答えしてい

きたいと思います。私河川課の吉川と申します。よろしくお願いします。基本高水、それからダ
ム、地質に関しまして、河川課と中野建設事務所で分担してお答えしたいと思います。 
まず１番の質問ですけれども、「現在説明を受けている洪水流量は、今後の上流地域の森林整

備等は考慮されておりますか。」という質問でございます。治水計画を策定する場合は、雨量から
川の流量を算定する訳ですけれども、このとき流出モデルというものを作成します。夜間瀬川流
域の流出解析に於きましては、流域の山地等での貯留を考慮できる貯留関数法というモデルによ
りまして流出量を算定します。この貯留関数法では、過去に起こった洪水の実績データから洪水
時における雨量と河川流量との関係を解析するモデルを作ります。この解析においては、森林そ
れから田畑等が存在する現在の状況において解析をしまして、降雨量から森林等の保水分を差し
引いてその残りが河川の流量となると、そういったモデルでございます。ですから貯留関数法は
流域内の森林等の有する保水力は評価されているというものになります。 
このように解析します基本高水流量は、実績降雨から算定した計画規模の降雨量と森林等の保

水力を織り込んだ貯留関数というモデルから算定しています。ですので、今の治水計画は森林の
保水力が適切に保全されていることを前提としております。将来にわたってこの保水力が適切に
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保全されるという前提でモデルを作っているということになります。 
また、日本学術学会、これは平成１３年１１月に出ました答申ですけれども、「地球環境・人

間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」という答申におきまして、『森林
は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては顕著な効果は期待できない。
あくまで森林の存在を前提にした上で治水・利水計画は策定されており、森林とダムの両方の機
能が相まってはじめて目標とする治水・利水安全度が確保される』という答申が出ております。
尚この答申につきましては資料３―７で一部抜粋したものを配布しておりますので、また後でご
覧頂きたいと思います。続けて説明してよろしいでしょうか。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 それでは中野建設事務所のダム係長でございます。２番の倉並委員のご質問にお答えします。
座らせて頂いて説明させて頂きます。説明の前に第１回の部会で配布されました検討委員会の「現
地調査資料２―１」を開いて頂ければ非常に分かりやすいと思います。２―１でございます。流
量配分図がございます。それを出して頂けますと説明が非常に分かりやすくて簡単です。青い川
の流れが書いてあります。お開きになりましたでしょうか。それでは説明させて頂きます。青の
ところに括弧内が基本高水流量ということになります。括弧の外書きが計画高水流量でございま
す。説明に入らさせて頂きます。分かりました？ 
 
○風間部会長 
あの、資料の２―１皆さん手元にございますか？ 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
ページ２―１です。検討委員会現地調査資料２―１です。青い線が入っています。それではい

いでしょうか。検討委員会現地調査資料の２―１です。 
基本高水流量と申しますのは、ダムがない場合のダムの流量でございます。角間川の星川橋合

流地点で３９０ｍ３／ｓ、角間ダムで洪水調節をしますと２９０ｍ３／ｓに軽減することができ
ます。横湯川の流量４６０ｍ３／ｓはダムのある場合もない場合も同じであります。ダムの上流
でございますので。角間ダムは夜間瀬川の千曲川基準点で治水計画を立てておりまして、流量配
分図については、それは第１回で配布した資料２のとおりであります。 
３番目に入らさせて頂きます。「洪水流量に対し、流量が不足している箇所の現地説明があり

ました。今後護岸工事で改修できる見通しがありますか。」という質問でございます。これに関し
まして№４小林守委員、それから１４小林優子委員、それから２４の土屋委員と共通でございま
す。これにつきましては、流下能力が不足している星川橋下流区間、及び夜間瀬橋の下流、八ヶ
郷の取水口の２箇所が不足している部分があるんですけれども、ダムで洪水調節を行えば改修が
不要となります。 
ダムの代替案は以下の方法が考えられますので説明させて頂きます。これは代替案があります

が、いずれも詳細な調査が必要です。まず１つですが、河床掘削案。河床全体を掘削する案です。
既存の砂防施設の補強工事、それから橋梁の根入れの補強が必要となってきます。河床掘削、そ
れから水位の低下等による温泉水、「と」って書いてありますが「温泉水の」希釈用井戸への影響
が懸念されます。２つ目ですが、引堤案。堤防を後退させる案です。これについては莫大な用地
補償費が生じ、用地取得が極めて困難であります。橋梁の架け替え、現堤防、床固工の付替えが
必要となってきます。偏流による氾濫が懸念される為、またこれについても充分な調査が必要か
と思われます。３つ目でございますが、堤防の掘削案、床固工・堤防の掘削改修。今高水敷があ
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る訳ですけれど、高水敷を撤去しようという案ですね。これには床固工の形状変更となり、偏流
による氾濫が懸念される為、充分な調査が必要であります。４つ目でありますが、堤防の嵩上げ
案。堤防の盛土を行い、堤防を嵩上げする。これについては天井川を助長する結果となりまして、
それと橋梁の架け替えの検討が必要となってきます。５つ目ですが、パラペット案。堤防にパラ
ペットを設置する。コンクリートで壁を造るということですね。これについても天井川を助長す
る結果となります。それから現在使われています道路の幅員が狭くなる、景観上もあまり好まし
くないということです。以上３については、以上です。次４に入らさせて頂きます。 
 
○風間部会長 
ちょっと待って下さい。今倉並委員さんの質問に対しての回答でございますので、倉並さんの

方で今の回答に対する再質疑ございましたらどうぞ。 
 
○倉並委員 
１番なんですけれども、森林の保水力についてのことなんですけれども、先程も説明があって

その時も質問しようかなとも思ってたんですけれども、今後今の森林の状況を更に良くして保水
力を増加させるような計画がなされているような感じを受ける訳です。ということは、県知事さ
んが森林整備の方へ大分お金（予算）を向けて、森林を整備する事業というのが今後進むと思う
んです。その森林整備の事業そのものの具体的なやり方っていうのは僕もよく分からないんです
けれども、いずれにしても今の森林の状況が更に良くなるということは、保水力という問題に絞
って考えてみても、保水力が増すような整備がされるんであろうというふうに想像できる訳です。
そういった意味で、今後上流地域の森林整備等による保水力の増加が洪水流量の算出に反映され
ていますかっていう質問なんです。 
今現在の森林の状況をただ整備していくっていうような回答にこれ取れるんですけれども、県

の方にお聞きしたいんですけれども、洪水を緩和する為に保水力を増す為に、森林整備を具体的
にどんなものが計画されているか、その工事が施工されれば洪水が出る量が更に少なくなるんじ
ゃないかと、こういう問題がこの１番に含まれているんですけれども、その辺ちょっと、今質問
の意味がお分かりになったかどうか分からないんですけれど、説明して頂きたいと思います。 
 
○風間部会長 
はいどうぞ。 

 
○吉川河川課計画調査係主査 
あの、今後どのような森林整備をするかという点に付きましては林政課の方から答えて頂きた

いと思いますが、河川課の方からの答えはここの回答にある通り、森林整備をされても森林の効
果というのは中小洪水に対して効果はある、洪水緩和機能を発揮できるんですけれども、治水計
画を立てる対象となる大洪水についてはある程度限界があるということでございまして、ですの
で今の状況を保った上で、それを前提として治水計画を立てていくということが治水の計画の考
え方でございます。 
 
○風間部会長 
 林政課の方はどうですか？ 
 
○山口林政課技術専門幹 
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まだ具体的にその上でどういう森林整備をするかってことは検討まだしておりません。森林を
整備、どういう整備があるかというと一般的には人工林ですと、今話題になっております森林整
備という中の中心となるものは間伐等でございます。当初植える植栽本数３千本とか植える訳で
すけれども、年数経るごとに植栽本数の中から間引きをしまして手入れをして、森床等にも非常
に光が入って下層植生が豊富になる、真っ暗な林内じゃないようなふうにするというような整備
方法がありますが、具体的にじゃあどのくらい整備したらどのくらい保水力がアップするのかと
いうと、そういうところは経験的には森林整備をすればそれはいい理想的な森林、理想的って言
うんですか、整備を手入れをされた森林であれば保水能力は経験的にはアップするだろうという
ことは言えると思いますけれども、数字的にどうこうというのは解明されておりません。 
 
○風間部会長 
はい倉並委員どうぞ。 

 
○倉並委員 
それ先程の説明でも分かってたんですけれども、そうしますと、要約しますと、今後森林整備

をお金を掛けてやっても、勿論今対象にしているのは大洪水の治水の問題ですからね、その大洪
水を防ぐ為の治水の役には立たないという、極端に言ってしまえばそういうことと判断していい
んですね。 
 
○吉川河川課計画調査係主査 
そういう判断でよろしいかと思います。大洪水については森林があったとしても全て流出され

ますので、中小洪水に対しては効くんですけれども、治水計画を前提とするような大洪水にはあ
る程度限界があるということでございます。 
 
○風間部会長 
 他の２点の方はよろしいですか？２番目３番目の問題に対しては今の解答で。はい、どうぞ。 
 
○倉並委員 
長くなって恐縮なんですけど、もう１点だけ、３番なんですけど、３番の回答今お聞き致しま

すと、どうしても無理だっていうのと、かなりお金掛ければできそうだっていうのがあるんです
けれども、下流部の護岸を整備するにつけて、お金の問題と整備の問題っていうのの絡みは今後
考えていかなくちゃいけないのかどうかちょっとその辺、どこの方に答えて頂ければいいのかち
ょっと分からないんですけれども、ちょっと参考にお聞きしたいと思います。 
 
○吉川河川課計画調査係主査 
３番目のところでいくつか案をお示ししてあるんですけれども、具体的にこれがいくらになる

かっていう試算までは、はじいておりません。ここにあります通り調査も必要ですし、どうする
かと、そこら辺をまた考えて頂いて案をまとめて頂ければと思いますけれども。 
 
○風間部会長 
 よろしいですか。 
 
○倉並委員 
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はい。 
 
○風間部会長長 
では引き続き回答をお願いします。４番以降。 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 それでは中野建設事務所の方から回答させて頂きます。４番目の小林守委員からの質問です。
「湯田中の温泉街付近での基本高水に対して河川断面の不足は星川橋から下流９００ｍとのこと
でしたので、その部分の堤防嵩上げの技術的云々」とありますが、これにつきましては、只今倉
並委員の№３のところにあります内容とほぼ同じでございますので、省略させて頂きたいと思い
ます。それで費用につきましては、先程河川課の方からお答えしましたけれども、算出してはご
ざいません。 
それでは引き続き５番目に入っていいでしょうか。５番目の小林委員からの質問にお答えしま

す。「ダムを計画に至った経過が分かりませんでしたので、説明をお願いします。」という内容で
す。河川の整備に当たっては、河川や地域の特性を踏まえて堤防やダム等を総合的に検討してお
り、夜間瀬川では治水・利水の為にはダムが最も適切な方法と判断してやってきました。尚、洪
水被害への対策や水道への安定供給のため、中野市さんや山ノ内町さんから多目的ダム建設の陳
情を承っております。 
小林委員の関係続けさせて頂きます。６番目ですが「計画されているダムの地点での基本高水

はどの程度ですか。」という質問でございますけど、先程お開き頂きました検討委員会資料の２の
ところにございます流量配分図でございます。それを見て頂きたいと思います。ダム地点での基
本高水流量は３６０ｍ３／ｓであります。そこでダムで１３０ｍ３／ｓをカット致します。 
７番目に入らさせて頂きます。「集水区域に２４２㎜／日ですが、２４２㎜の降雨をした場合

にダムの貯水能力はどの程度に計画されていますか。」という質問ですが、これは検討委員会現地
調査資料の２―３をお開き頂きまして、今のページの次の次のページですけど、容量配分図がご
ざいます。次の次のページです。そのところにダムの容量配分図がございますので見て頂きたい。
そこに書いてあります治水容量ですが、角間ダムの洪水調節容量は１３３万ｍ３／ｓと書いてあ
ります。基準点千曲川の合流点ではダムの効果によりまして７０ｍ３／ｓのピーク流量カットを
致します。ということでございます。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
 河川課の坂口ですが、８番のご質問です。「ダムが冠水する場合はありますか。」と、「ある場合
は計画流量はどうなりますか。」ということで、２９番にも同じようなご質問が出されておりまし
て、ちょっとめくって頂いて、４ページですか、２９番の質問のところの回答、右側のところ見
て頂きたいんですが、ダムでは、計画の洪水調節に必要な容量に更に２割の安全を見込んでおり
ます。このため計画規模を超えても直ちに非常用洪水吐からの放流は想定できませんと。更に計
画を大きく超える洪水の場合は、下流河川で氾濫が想定されますが、この場合でもダムがない場
合に比べ、ダムの洪水調節によりある程度は被害を軽減できるということでございます。 
１ページの方に戻って頂きまして、次９番のご質問で「万が一ダムが決壊した場合には河川の

最大流量はいくらになりますか。」というご質問に対しまして、右側ですが、ダムでは地質や断層
の調査、耐震設計等の検討を行い、必要な対策を計画しておりますので、ダムの決壊は想定でき
ません。以上です。 
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○風間部会長 
小林守委員の方からこの回答に対して何か質疑ございましたらどうぞ。 

 
○小林（守）委員 
はい、では４番の費用の算出、まあこれからというお話のようなんですけれども、５番の方と

絡めまして夜間瀬川では治水にはダムが最も安全なのか、適切の方法と判断してきたということ
なもので、当然この３番で出されたいろんな案も検討されているのが普通なのかなと思いまして、
若しくは堤防の嵩上げ案やパラペット案であれば別段そんなに時間を要さずに費用が算出できる
んじゃないかなと思いまして、その検討をしたいなというふうに思いますが。 
それからですね、９番のその決壊とか冠水とか想定してないということなんですけれども、後

ろの方にまた出てきますけれども、日本以外の国では結構決壊したりしている事例が相当多くみ
られるようなので、その辺を含めて万が一決壊したらどうなるんだろうっていうのぐらいは検討
して頂いてあるのが普通なんじゃないかなと思っているんですが、いかがなもんでしょうか。 
 
○風間部会長 
 どうぞ。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
海外のダムの決壊の事情っていうのは細かく詳細把握してませんので、日本の中では２,６０

０位の１５ｍ以上のダムがあるんですけれども、そのダムに於きましてはその断層とか地震が原
因で決壊等を起こした、大事故を起こした例というのはひとつもないという報告を聞いておりま
す。 
 
○風間部会長 
 どうぞ。 
 
○小林（守）委員 
 その断層とか以外ではあるというふうに聞こえるんですけれどもどうでしょうか。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
 それ以外も、主なダムの破壊の原因とされるのが断層とか地震でして、日本で他のダムで、破
壊に至った事例っていうのはないということで、主に考えられる原因っていうのは断層、地震と
いうのはよく言われてますので、それに対して大事故に至った例はないということです。 
 
○小林（守）委員 
 すいません、それでは５番の方のお答えをお願いします。 
 
○風間部会長 
はい。５番。費用は算出してないと、これは算出すべきであるというそういうご意見だったで

すね。これについて、まあこれは、代案というかたちの中でこれから検討されていくんでしょう
けれども、その中で費用を算出していくという段階を迎えることになろうかと思います。むしろ
我々の方からそれを提示しなければいけないことなのかもしれませんので、今の現段階ではこれ
算出を幹事の方に求めるのは少しちょっと難しいかもしれません。はい。他によろしいですかね。
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では引き続き１０番から１７番どうぞ。 
 
○吉川河川課計画調査係主査 
 １０番の小林（優）委員からの「国土交通省の河川砂防技術基準（案）には、基本高水流量を
ピーク時の６～８割の値を採用するようにと書かれているようですが、角間川では最大流量を採
用しています。そのことについての県の考え方を教えて下さい。」ということでございますが、河
川砂防技術基準（案）には基本高水をピーク時の６割から８割を採用するようにという記載はご
ざいません。同基準（案）では計画降雨について適当な洪水流出モデルを用いて洪水のハイドロ
グラフを求め、これを基に既往洪水、計画対象施設等を総合的に考慮して決定するものというふ
うにしております。なお決定した基本高水ピーク流量がハイドログラフ群のピーク流量をどの程
度充足するか、これがいわゆるカバー率というものですが、このカバー率が「１級水系の主要区
間を対象とする計画においては、この値が６０～８０％程度になった例が多い。」とされておりま
す。ここで言います主要区間とは、同じ基準の河川の重要度がＡ級、Ｂ級の河川でございまして、
前回基本高水の決定のところで説明させて頂きましたけれども、Ａ級、Ｂ級河川は国が直轄する
区間でございます。また実際は国が事業していますこのＡ級、Ｂ級の直轄河川でもカバー率が１
００％となっている例が多いです。その理由に関しましては、基本高水流量の決定に用いる計画
降雨の数を限定しているということでありまして、先の「この値が６０～８０％になった例が多
い。」という記述は計画降雨以外の主要洪水を含めて検証するとこうなるという例を示したものと
思われます。 
 県のこの考え方でございますが、計画規模に対応する適切な流量を設定しなければならないと
いう観点から、選定した対象降雨群について流出計算を行った結果に対して、合理式による検証
ですとか他河川との比流量での比較等総合的な検討を行っており、この結果基本高水流量を対象
降雨群から算出したピーク流量の最大値というふうにしております。 
 このように基本高水流量というものは、そもそもカバー率によって決定するという性格のもの
ではありませんで、起こりうる洪水を採用した結果、結果的にカバー率が１００％になったとい
うことにすぎません。それから近年全国的に局地的な豪雨による洪水被害が発生していることか
らも、最大値を基本高水流量とするのが妥当であると考えております。 
 続きまして１１番の「引き伸ばし降雨の妥当性について、角間川流量の論点（青ファイル２―
２）で大熊委員が別記で指摘されていることについて、県はどのように考えますか。」ということ
でございますが、大熊委員のコメントの前段の部分ですけれども、降雨ごとに引き伸ばしの雨量
を変えているというコメントですけれども、実際は８降雨パターン全て実績降雨を１００年確率
の２４２㎜/１日に引き伸ばしておりまして、大熊委員の指摘はちょっと誤解されてるんじゃない
かというふうに考えております。 
 それからピーク流量の第２位の値を採用すれば、治水計画上はダムは必要なくなるというコメ
ントですけれども、治水計画を立案する上で考慮せざるを得ない計画降雨から求めた最大流量が
妥当な値であると判断されたにもかかわらず、単にカバー率、先程説明しましたカバー率ですけ
れども、カバー率から基本高水流量を下げることになりますので、実質的に治水安全度を下げて
いることになるかと思われます。この治水安全度の目標とする水準は、河川の重要性、所管内地
域の他の河川とのバランス、近年の災害発生状況等を考慮して設計されるべきものでございます。 
 最後に大熊委員の破堤を起こさせない河道改修が最重要課題であるという認識は、県も同様な
認識をもっております。その為に土石流の偏流対策として、複断面による改修を進めているとこ
ろでございます。 
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○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 №１２の質問に入らさせて頂きます。「流況について、角間水位観測所の実測値データが示され
ていますが、洪水流量については実測値がありますか。また今後より正確な基本高水流量を求め
る為に、洪水流量を調査する予定はありますか。」という質問でございますが、昭和６１年から水
位観測を実施しております。角間水位観測所は低水観測を対象とした観測所でして、高水流量の
解析に用いるには非常に精度が悪いのであります。そのままでは使用できない状況です。流量調
査は今後も治水上必要なものであって、今後も続けていきたいというふうに思っています。 
 
○吉川河川課計画調査係主査 
 次に１３番「基本高水流量決定過程（第１回角間川部会資料２―１）で『引き伸ばし率が２倍
程度以上となるものを棄却し』とあるのに、なぜ昭和５８年９月２８日、平成２年９月１９日、
平成７年７月１１日の３洪水を計画対象として用いる実績降雨群からはずさなかったのか教えて
下さい。」ということでございます。この質問については２３番で土屋委員からも同様な質問が出
てきておりますので、一緒に回答させて頂きます。 
 基本高水の決定に当たり、過去の時間雨量データを収集し、実績降雨群を抽出し計画パターン
を定める訳ですが、この角間川流域では時間降雨量のデータが整備されたのが昭和５０年以降で
して、昭和５０年以降は大きな降雨が少なかった為、参考として選定しているところでございま
す。 
 なお、基本高水流量の決定は、選びました降雨計画パターンが妥当であるか、言い換えますと
起りうる降雨かどうかを総合的に検討する必要がありまして、単に引き伸ばし率のみから決定す
る訳ではないものであります。 
 この角間川の決定降雨につきましては、引き伸ばし率、短時間雨量等からみて妥当であると思
われます。流出解析の結果についても、合理式での検討、比流量での検証等をしておりまして、
この結果も妥当なものだと考えております。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 それでは引き続き１４番の質問に入らさせて頂きます。「星川橋付近で１１０ｍ３／ｓの流量不
足とのことですが、これを河床の掘り下げ、または堤防の嵩上げ等で対応した場合、費用はどの
くらいかかりますか。またその際想定される問題点があったら教えて下さい。」という質問ですが、
№３の倉並委員のところで、それぞれの代替案を提案させて頂きましたけれど、それに代えさせ
て頂きたいと思います。 
 引き続き１５番に入らさせて頂きます。「平成１０年中野市赤岩で堤防が決壊した原因は何か教
えて下さい。」ということですが、決壊の原因はいろいろあると思いますが、この場合洪水時の河
川の流れは非常に複雑で激しく、局所的に護岸の基礎工が洗掘され、護岸が崩れたものと考えら
れます。 
 続いて１６番に入らさせて頂きます。「今後護岸の洗掘による破堤で、堤防が決壊する恐れがあ
る所はありますか。堤防の強化は計画的に行われていますか。」という質問です。限られた予算の
中で、堤防が決壊するようなことのないように維持管理を行っています。また河床低下を抑え、
異常な洗掘を防止する為に床固めを入れる等、河川機能の強化を計画的に行っています。 
 １７番でございます。「かつて夜間瀬橋下流の左岸の堤防沿いに松林があったそうですが（現在
はない）、堤防強化のため樹林帯を復活させる計画はありますか。」という質問です。樹林帯につ
いては、堤防が決壊した際に２次的に被害を抑止する機能があると言われております。保全して
いくべきものでありますけれども、現在なくなった樹林帯を復活させる計画は持っていません。
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中野市竹原などの夜間瀬川沿いには戦前まで松林があったが、戦争時に伐採され、樹林帯は存在
していません。現在河川敷近くには人家などが既に建てられておりまして、樹林帯を新たに設け
ることは現実的に困難な状況です。これについて調査してみましたが、中野市の千曲川水系の治
水史っていうところに資料があったんですが、第二次世界大戦が激しくなった昭和１８年夜間瀬
川左岸の水害防備林は保安林の指定から解除され、これは松を船舶建造用材として供出される為
だったが、防空壕や炭鉱の坑木としても使用されていたと言われている。この指定解除は食糧増
産にも利用されたというふうに書いてあります。昭和１８年平岡国民学校は竹原の松林に続く雑
木林を開墾して麦を作ったというような記録がございました。 
 それから１８番に入らさせて頂きます。 
 
○風間部会長 
ちょっと待って下さい。ここまでが小林優子さんのあれですので、小林さんの方で何かお答え

に対する質問がありましたらどうぞ。いいですか。はい、じゃあ引き続き１８番からお願いしま
す。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
それでは続けさせて頂きます。１８番武田委員からの質問でございますが「洪水のうち長野電

鉄湯田中線の鉄橋が不通になったことが落ちています。」ということですが、これにつきましては
昭和５６年の水害で、長野電鉄山ノ内線の鉄橋が被災し不通になりました。この事実は了解して
おります。 
次１９番でございますが「概要図では、夜間瀬橋より下流は整備済となっておりますが、中間

の田麦堰取り入れ口の付近（竹原機場の上）は整備されておりません。ここは大水のたびに危険
にさらされております。整備済は納得できません。緊急な整備を希望致します。お考えをお聞き
します。」ということです。ここで「整備済」としています箇所は現況流下能力が基本高水流量を
上回っているということによるもので、夜間瀬橋より下流については偏流による災害を防止する
為、砂防事業等により順次整備を進めております。 
 
○武田（富）委員 
はい。 

 
○風間部会長 
はい、じゃあ武田（富）委員どうぞ。 

 
○武田（富）委員 
１９番のお答えですが、建設事務所の方はご存知なんですが、夜間瀬橋から下というのは、夜

間瀬川を昭和６年から始まる、実際には昭和７年ですか、から始まる堤防の時に川幅を広くとっ
て川の流れを蛇行させて、そして流れを流速を弱めるというかたちの堤防の造り方をしてありま
す。従って今言いました所の場所は非常に河川敷きが広い訳です。ところが逆に、堤防が非常に
丈夫でありますとそれでいいんですけれども、堤防が弱い場合いつも一定の所へ急流が当たると、
しかも幅が広いものですから勢いが付いてそこへぶつかると、こういうことになっておりますの
で、実際洪水の時に現場へ来て見て頂きたいと思います。従ってこの回答については私は非常に
不満でございまして、これは、その考えは違うと思います。 
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○風間部会長 
はい、今のは質問ではなくてよろしいですね。 

 
○武田（富）委員 
 それに対してもう一度お答え頂ければありがたいと思います。 
 
○風間部会長 
 あ、そうですか。じゃあ建設事務所。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
夜間瀬川は非常に偏流で、どういうふうに、常に流れが変わって水衝部をあちらこちらに作っ

てまして、決壊する箇所も、決壊するっていう箇所ですか、あのいろいろな箇所へ水が散らばり
まして危険な状況にあることは存じております。で、今砂防事業で低水護岸というのを造って河
床を掘り下げておりまして、偏流の防止対策をやっているところでございますので、もうしばら
くの辛抱だと思います。 
 
○武田（富）委員 
 はい。 
 
○風間部会長 
はい、武田（富）委員どうぞ。 

 
○武田（富）委員 
今のお答えですが、それは違うと思います。この堤防工事が始まる前に空中写真を撮ったのが

あります。これは建設事務所へうちの方から差し上げてあると思うんですが、いつも蛇行して当
たる所は同じなんです。今でも同じです。従ってところどころへ当たるという、処々に当たると
いうことは間違って、当たる所はいつも同じです。前の災害のありました３３年の水害の所も現
在でも当たっております。ですからその辺は、洪水の時にやっぱり現場をよく確認をして頂いて
やって頂きたいと思います。尚余計なことですが、先程森林のうちの防水林ですか、あの記述は
少し事実と違います。まあそこは私のこれ、関係ではありませんから今ここで申し上げることも
あれですが、以上でございます。 
 
○風間部会長 
えー次じゃあ２０番から、少しスピードアップでお願いします。 

 
○吉川河川課計画調査係主査 
それでは２０番の「ダムによらない代替案の検討と施策はあるのですか。又検討したことはあ

りますか。」という質問に関しまして、詳細に検討した訳ではないんですけれども、調整池につい
ては、河川沿いに適地がないと思われます。それから河川改修の代替案につきましては先程ご説
明した通りです。河川バイパスについても夜間瀬川上流に適地はないと思われます。 
④の「総合治水対策で三地域区分の考え方は、この流域全体でどのようになっているのです

か。」ということですけれども、この三地区区分というものは、平成１２年１２月の河川審議会中
間答申の「流域での対応を含めた効果的な治水の在り方」の中で提言されております。これはよ
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り効果的な対策を推進する為に、今までの通常の河川改修を引き続き着実に実施することに加え、
流域対策を導入して、地域ごとに地域の選択肢を増やして治水対策のメニューを多様化させると
いうものでございまして、流域をその特性に応じて、「雨水の流出域」「洪水の氾濫域」「都市水害
の防御域」の３地区に分けて、それぞれの地域ごとに流域と河川の分担の中で対策を検討してい
ったらどうかといったものでございます。 
夜間瀬川流域の地形、それから土地利用を見ますと、土地利用形態の大部分が森林である山間

部、それから夜間瀬川に対して高位に位置する農地、集落は雨水が全て川に流入するので「雨水
の流出域」となるかと思われます。それから夜間瀬川より低地、低い所に位置しまして、破堤に
よる浸水被害を受ける平地については「洪水の氾濫域」に相当致します。ここの「洪水の氾濫域」
という表現なんですけれども、氾濫を許容するという訳ではなくて、地形的に氾濫原であるとい
う認識が治水計画それから地域計画に対して重要であるということでございます。この氾濫域の
うち、中野市街については夜間瀬橋地点で破堤した洪水流が市街地に達する可能性があるため「洪
水の氾濫域」にしまして、その中でも人口密集地は「都市水害の防御域」に位置付けられると考
えられます。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
引き続き２１番に入らさせて頂きます。「星川橋付近と夜間瀬川付近での基本高水流量が満た

されないという由ですが、河床整備等により解決の方法はありますか。」という質問ですが、これ
についても№３のところの倉並委員と同じというふうに理解して省略させて頂きたいと思います。
これ№７と書いてありますけれど、３のところのことだと思います。７を３に訂正願いたいと思
います。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
 ２２の関係なんですが「洪水注意報の発会回数（昭和５０年～平成１３年）、洪水警報の発会回
数（昭和５０年～平成１３年）を調査して下さい。」ということで、これ資料を添付してありまし
て、資料３―３をちょっと見て頂きたいんですが、そこに昭和５０年から平成１３年までの洪水
注意報・警報の発令状況一覧表ということで、長野気象台の資料からそれを調べまして左に年度、
真ん中に洪水注意報、右側に洪水警報ということで、それぞれの年の回数を記載してあります。
以上です。 
 
○風間部会長 
はい、武田洋委員どうですか。 

 
○武田（洋）委員 
 ２２番ですね、２２番の部分に関しましては、これ夜間瀬川流域の中の警報じゃない訳ですか？
それは長野気象、これ夜間瀬川のとこということで出してある数ですか？ 
 
○風間部会長 
はい担当幹事の方は。 

 
○新家治水・利水検討室企画員 
申し訳ございません。確認してお答えしたいと思います。 
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○武田（洋）委員 
はい、分かりました。 

 
○風間部会長 
後はよろしいですか。はい、では引き続き２３番からどうぞ。 

 
○吉川河川課計画調査係主査 
２３番につきましては、先程１３番小林委員さんからの質問と同様で引き伸ばし率の関係です

けれども、先程の回答と同じでございます。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
２４番でございますが「角間川の改修で、今後必要とされる工事の概要とその見通し」という

ことで、№３と同じということで省略させて頂きます。 
№２５でございます。「星川橋下流数百ｍは、ダムなしの場合に断面不足で流下能力が足りな

いと聞くが、詳しい説明が欲しい。仮に嵩上げとか浚渫で対応するとしたらどの程度必要か。ま
た、この地点での戦後これまでの河川改修について出来るだけ詳しく知りたい。（いつ、どのよう
な工事がされたか、関連する資料も提供してもらいたい）」ということで、これ３期位に分けて説
明したいと思います。明治～戦後と、２番目には昭和後半の工事と、それから３番目に抜本的な
対策で角間川計画ということで説明させて頂きます。 
明治から戦後の砂防工事についてでありますが、赤木砂防と言われまして、明治３９年に長野

県により砂防事業が着手されました。大正７年に内務省直轄工事が着手され、近代砂防の父と言
われる内務省の赤木正雄博士により、川幅を大きく取り、水制工を設けた床固工が設置され、土
砂を含む洪水を安全に流下させ、渓岸、渓床の侵食が防止されたことで洪水災害に対し効果を発
揮しました。 
昭和後半の砂防工事でありますが、角間川、夜間瀬川を含めますけれども、流下断面が大きい

にもかかわらず、中小洪水時は土砂を多量に含んだ洪水流が蛇行（偏流）することで、洪水流が
護岸へ衝突し破堤や越流を起こし、周辺に大きな被害をもたらした。これは昭和２５年の災害、
昭和３３年の災害、昭和３４年の災害等がございます。洪水の蛇行は中小洪水に対して川幅が広
いことから、洪水中の土砂が渓床に取り残されることによるものであります。これを受けて昭和
３８年から３９年にかけて流路工模型実験を実施し対策を検討しました。この結果当時対象流量
及び土石を安全に流下させ、かつ中小洪水の偏流対策として流下断面を確保するなかで、床固工
の断面を基準に高水敷を設置し、低水路を確保した複断面流路工が対策として優位となり、これ
を築造してきました。 
３番目に抜本的な治水対策。これは角間ダム計画でありますが、角間川、夜間瀬川の治水計画

（星川橋～天神橋）は、複断面流路工により、中小洪水に対しては、低水路を設置することによ
り蛇行を抑え、大きな洪水に対しては高水敷を含めた断面全体で受け持つという考え方でありま
す。しかし星川橋下流区域は昭和初期の施工であり、近年の洪水実績から治水計画を見直して１
００年確率の洪水への対策として多目的ダム計画が立てられました。下のところは床固工の説明
であります。床固工とは河床洗掘を防いで河床を安定させ、河道の縦横断形状を維持するために
河川を横断して設けられる工作物のことでございます。 
続いて２６番へ入らさせて頂きます。「各ポイントでの流下能力と計画高水流量・基本高水流

量の関係を整理してもらいたい。（天端からのプラス・マイナスも教えてもらえるとありがたい）」
ということで、これにつきまして、２６番２７番同じ質問と見ます。角間川の現況流下能力は何
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ｍ３／ｓかということでございますので、各地点での基本高水流量・計画高水流量は検討委員会
現地調査資料２―１の、先程見て頂きましたけれども、流量配分図の通りです。流下能力につい
ては整理して改めて提示したいと思います。 
２７番は２６番と同じでございますので省略させて頂きます。 

 
○風間部会長 
はい、土屋委員いかがですか。 

 
○土屋委員 
２４番についてはちょっと大雑把な質問の仕方をしたんですが、主に横湯川の治水問題が夜間

瀬川全体の治水と大きく関わっているという点で詳しく知れればと思った訳ですが、今後また改
めて機会をみて出していきたいと思います。 
２５番が他の方からも出ている訳ですけれども、これ治水を考えた時にはダムが必要となるの

か、或いはなくてもいいのかという点では、かなり実際問題としてポイントになることだと思う
んですね。当然もう少し具体的に検討されていると思うんですけれども、ここでもちょっと触れ
ましたように、例えば星川橋から栄橋の間で、「仮に」ってここにありますようにね、嵩上げする
とか浚渫するとかって言った時に、どの位の嵩上げが必要なのか、或いは浚渫だったらどの位の
か、まあ大雑把な計算は出来るんだろうと思うんですが、その辺ちょっと詳しく触れて頂きたい
ということと、現地調査の時にも一部で話題になっておりましたけれども、現在の余裕高って言
いますか、がどの位見込まれているのか、それも改めてちょっと教えて頂きたいということで。
それから右方の方へ改修の経過の整理して頂きましてありがとうございます。で、よく出てくる
昭和２５年、３３年の水害、まあ代表的に出てきて、ここにも２のところですか、あって、ここ
に越流、堤防が溢れたということは、２５年にしても３３年にしてもあったんですか？堤防を水
が、洪水で溢れて、そのことが主な理由で堤防が決壊して水害になったということが、具体的に
２５年、３３年についてあったのかどうかもう一度ちょっと確かめさせて頂きたいと思います。
以上ですが。 
 
○風間部会長 
はい、じゃあ嵩上げがどの位か、余裕高と、それからその今の災害の話ですね。 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
嵩上げ、掘り下げがどの位かという質問だったかと思いますが、これらにつきましては、これ

が提案され、これからそれらがどれ位になるか今後検討していきたいと思います。それから先程
流下能力につきましては、後日また整理させて頂いて提出させて頂きたいと思います。 
それと越流があったのかなかったのかという話なんですが、現地調査された時に見て頂きまし

たでしょうか。床止工の所に両岸にコンクリートのパラペットがあったかと思います。あれにつ
きましては越流したということですので、偏流で越流したのかどうか、まあ越流しましたんでパ
ラペットがあります。現地見て頂いて、もしあれでしたらもう一度見て頂きたいんですけど、越
流した事実がございます。以上です。 
 
○風間部会長 
土屋委員さんよろしいでしょうか。いいですか？一応ね、はい。 
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○土屋委員 
はい。 

 
○風間部会長 
それでは引き続き２７番ですが、樋口さんこれは同じ答えだったんですが、何かご意見ござい

ますか？はい。 
 
○樋口委員 
角間川については流路工が一応整備されておるということで質問申し上げたんですが、いずれ

にしても現在は非常に土砂が堆積しておる訳なんですね。その堆積しておる時にどうかというこ
とをお聞きしたかった訳なんですが。 
 
○風間部会長 
 はあ、堆積したその土砂のことについて。 
 
○樋口委員 
私ちょうど、こんなことを言っちゃ何ですが、あの流路工事をする時に中野建設事務所におり

まして、その後何年か経って見ますと非常に土砂が堆積しておる訳なんです。砂防で整備したも
のについては確かに流下能力はあるか知りませんけれども、土砂が堆積した場合には流下能力は
ないんじゃないかという、こういうことで質問申し上げた訳なんですが。 
 
○風間部会長 
というご質問の主旨なんですが、これはどちらですかね。建設事務所？ 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 それじゃあ建設事務所の方から答えさせて頂きます。上流からの土砂の流出につきましては、
河川の維持費ということでやらさせて頂いてるんですけれど、まあ少ない予算の中でやらせて頂
いていまして、沢山の溜まった所からやっておりますので、溜まってしまって困ったなあという
所があればまた要望を通して頂いて、適正な維持管理をしていきたいというふうに思っておりま
す。そんなことでよいでしょうか。 
 
○風間部会長 
はい、それでは引き続き２８番以降お願いします。 
 

○坂口河川課ダム建設係主任 
２８番「堆砂が計画通りの形にならないとの説明がありましたが、ありえると思います。配布

された「川のことば」に堆砂容量は１００年間に溜まる量とされていましたが、１００年後の洪
水調節容量・利水容量に影響はどうですか。」ということで、同じ質問が３７番の方に出されてい
まして、ちょっとめくって頂いて３７番を見て頂きたいんですが、堆砂容量は、１００年間で貯
水池に流れ込む量を想定したものでございます。この１００年間という値は、ダム管理上特別な
措置を講じなくても十分長い期間問題が生じないことを期待したものでございます。ダム本体は
維持管理を適切に行えば、半永続的に使用できます。現在１００年後の管理等については今後の
重要な課題と認識しております。 
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続きまして２９番です。「万一洪水吐から放流があった場合、下流ではどのような被害を想定
できますか。」と、これは先程説明したのですが、そこに記載の通りでございます。 
続きまして３０番「ダムの１０１年後はどのようになるか心配です。」というご質問で、３１

番に同様の質問と、先程の３７番にも関連しておりますが、その下でダム本体は維持管理を適切
に行えば半永続的に使用可能ということでございます。以上です。 
 
○風間部会長 
これは倉並さんの関係ですね。倉並さんいかがですか。 

 
○倉並委員 
先日の部会の時に、先生が堆砂っていうのはダムの上流の方でこう斜めにずーっとこういうふ

うに溜まってきたと、こういうお話があった。で今の計画でいくと、砂っていうのは真っ平に溜
まるような状況になってるんですね。斜めにこういうようにどんどん溜まってきてしまうと、洪
水を調整する流域の所にはもう砂が溜まっているっていうような感じになるんですけれども、そ
ういった場合、まあ管理にもよるんですけれども、どうですかっていう質問のつもりで書いたん
です。その辺そういう可能性があるかどうかちょっとお答え願いたいと思います。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
その辺の堆砂の形状につきましては、その地域、その河床の砂の状況とか、そういうものに大

きく左右されます。一般的に言われていますのは、その荒い砂ですとそのように堆砂池の上流の
方から堆積していきまして、それが洪水と共にまた下の方へ下の方へと、常にそこへ溜まってい
るのではなく動いている。その動き方が上流の方に堆積してまた下の方へ動いていくということ
が荒い砂でして、細かい砂によりますと、そのような明確な形状を持たないで下のダムの底の方
から溜まるという場合がありまして、この角間ではどのような形状になるかっていうのは今のと
ころ調査してございませんので、その辺はお答えはできないんですが、そのような形状は想定さ
れます。 
 
○風間部会長 
よろしいですか？まあ今後の議論に活かして下さい。はい。じゃあ引き続きお願いします。３

１番だね。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
３１番です。「計画されたダムの耐用年数はどの位ですか。」先程の３０番と同じ質問で、ダム

本体は維持管理を適切に行えば半永続的に使用可能ということでございます。 
３２番「一般的にダムの決壊の要因は何が考えられ、設計時にはどのように考慮されています

か。」ということで、これ先程ご説明しました９番と同じお答えということでございます。 
引き続き３３番です。「世界的な動向について、書籍に拠れば…『ダムによる治水はその先進

諸国であるアメリカ・ヨーロッパ諸国は建設を止めて、流水域全体での治水、川は止める為のも
のではなく自然に逆らわずに流すものとの考え方に変わってしまったにもかかわらず、先進国と
言われる中では日本のみがダムの建設に邁進している』とありますが、国内・海外の資料は調べ
られていますか。」ということで右側に国土交通省で出していますホームページからの抜粋を、１
番がダムに関する国土交通省の基本的な考え方、その下の２番としましてアメリカのダム建設の
状況というのをその一部抜粋ということで挙げさせてあります。詳細についてはまたホームペー



 43 

ジの方見て頂きたいんですが、その中で主に考え方として１番２番３番についてちょっとご説明
させて頂きますが、１番としまして、我が国は急峻な地形、梅雨期と台風期に豪雨が集中すると
いう厳しい自然条件下にあります。この為一度大雨が降ると河川に水が一気に流れ出し洪水をも
たらし、日照りが続けば川の水が少なくなり水不足となって、生活や経済活動に大きな影響を与
えるという事実がありまして、２番として全人口の５０％、資産の７５％は、河川の下流域に広
がる河川氾濫域、国土面積の約１０％に集中するという我が国の国土形態は、欧米と比べ特異な
ものである。下流域の河川周辺は、高密度に利用されており、洪水に対応する為だけに川幅を広
げておくことは、国土の有効利用の観点から不適切。また下流域で高度に利用される土地の標高
は一般に低く、堤防を嵩上げすることは、一旦災害が発生した場合かえって被害を大きくするも
のであり、避けることが治水の原則であるということがホームページに書かれておりまして、５
番なんですが、そこに考え方としまして、最初からダムを排除することがなく、またダムにこだ
わることがなく、個々の河川の地域の特性を踏まえ、堤防や遊水地、ダムなどを総合的に検討し、
最も適切な組み合せで実施することが必要というふうにされております。 
その下のアメリカのダムの建設の状況につきましては、細かなデータそこに書かれてあります

ので、またご覧になって下さい。以上です。 
 
○風間部会長 
小林守委員いかがですか。 

 
○小林（守）委員 
 ３１番なんですけれども、その維持管理を適切に行えば半永続的って書いてありますので、そ
の維持管理が先程からまあ予算がないというようなお話がありますけれども、適切にされそうな
のかどうかというのが１つと、それから半永続的というのはどの位を指しておっしゃってるのか
お答えを頂きたいと思います。 
 
○風間部会長 
 どうぞ。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
維持管理っていうのはまあ漠然とした言い方なんですけれども、基本的にダムの機能に支障が

ない範囲で維持管理を行うということで、ダム本体の点検とか、異様に土砂がダムに溜まった場
合の状況とかそういうものがありまして、そういう維持管理の予算というのもまあ国庫補助の場
合もありますし、災害による場合もありまして、その中の限られた予算の中で適切に維持管理を
行うということとしております。 
永続的という表現が、これは何年かと具体的に聞かれる場合もありまして、今言われているの

が数百年程度はあるのではないか、ダム本体は数百年程度対応できるんではないかということが
言われております。以上です。 
 
○風間部会長 
その説明でよろしいですかね。まあとりあえずまたこれをひとつ参考にして頂いて深めて頂け

ればと思います。 
 
○小林（守）委員 
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すいませんもう１点いいでしょうか。 
 
○風間部会長 
 あ、どうぞ。はい。 
 
○小林（守）委員 
 その３３番の先程説明して頂いたその２番のところに、今嵩上げ、「堤防の嵩上げすることは一
旦災害が発生した場合かえって被害を大きくすることからも避けることが治水の原則」っていう
ふうに書いてありますが、片やダムは大丈夫だっていうお話がある一方で、片や嵩上げの簡単な
方の方が心配、この辺がちょっと不思議だなっていうのが感想ですけれど。質問ではないのでい
いです。 
 
○風間部会長 
はい。じゃあ３４番からお願いします。あの説明の長くなるところはなるべく簡略にひとつお

願いします。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
はい、分かりました。３４番「県では１００年間のダムへの土砂流出量を７２万３千ｍ３と見

積もっていますが、その根拠を教えて下さい。」ということですが、平成１１年に角間砂防堰堤で
堆砂実績調査を行いました。その調査結果を踏まえて算出しています。堆砂容量は通常、年平均
土砂量の１００年分を見込みます。年平均流出土砂量の推定は、流域条件の類似した近傍に位置
するダムの堆砂実績から推定する方法が一般的です。角間ダムでの計画堆砂量は、計画ダム地点
の直下流の角間砂防堰堤における実績をもとに算出しています。角間砂防堰堤で調査したところ、
築造から１８年の堆積量が１１６，０００ｍ３でした。それより流域の計画流出土砂量、今の１
１万６千から年㎞２当たり３００ｍ３と算出しまして、ダム地点の流域面積が２４.１㎞２当たり
である為、１００年間の想定土砂量が７２３，０００ｍ３としています。 
３５番ですが「年間３０００～４０００ｍ３の土砂の搬出を予定されているようですが、その

費用の見積もりと費用負担者を教えて下さい。」まあこれ３６番、４１番と同じでございまして、
同一答えさせて頂きますが、現時点では第三者掘削、これ採石法による採取業者に取って頂く訳
ですけど、その第三者掘削により土砂の排出を考えています。その為搬出する為の費用は考えて
いません。まあ骨材や盛土材等の資源として有効利用されますので、そういうことでございます。 
３６番「角間ダムと類似したダムにおける土砂搬出費用の実績を参考までに教えて下さい。」

ということでございますので、３５と同じ回答にさせて頂きたいと思います。 
３７番「１００年間に角間ダムの底部に２５万ｍ３の汚泥が堆積する計算ですが、１００年後

にそれをどのように除去し、どう処理される予定ですか。」という質問ですが、先程２８番の倉並
委員のところですかね、答えて頂いたところの内容と同じですけれども関連していますが、堆砂
量１００年間で貯水池に流れ込む量を想定したものであります。この１００年という値はダム管
理上特別な措置を講じなくても十分に長い間問題が生じないということを期待したものでありま
す。ダム本体は維持管理を適切に行えば、半永久的に使用できる。現在１００年後の管理等につ
いては今後の重要な課題として認識しております。 
３８番でございますが「ダム事業費（２５０億円）の見直しは現在の段階ではありますか。」

という質問ですが、２５０億円のダム事業費は、平成６年度時点で現計画に必要な経費を見込ん
だものであります。現在見直しは考えていません。以上ですね。 
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○風間部会長 
はい、小林優子委員どうぞ。 

 
○小林（優）委員 
土砂の流出量のところで７２３,０００ｍ３っていうふうに以前県の方から説明されたんです

けれども、そこの計算のところで下流の角間砂防堰堤の数値があるんですけれども、これは湛水
面積は考慮されているんでしょうか。あの砂防ダムとこれから造ろうとしている角間ダムの湛水
面積っていうのはどういうふうに考慮されているのかっていうのと、まとめて… 
 
○風間部会長 
あ、どうぞ。湛水面積。 

 
○坂口河川課ダム建設係主任 
はい。そのダムの堆砂量を決定するに当たって、今の砂防ダムとか既設のダムの実績を考えて

いるのですけれども、その実績を採用するに当たってはその湛水面積ではなくてですね、そのダ
ムでの流域面積、ダム地点の流域面積で考慮してそのダムが年間どの位溜まっているかを調査し
まして、それをその流域面積当たりで何ｍ３とかそういう数字に代えて、それを今度ダム地点に
持っていきまして、ダム地点の流域面積を掛けてその数値で妥当かどうかを総合的に判断をして
堆砂量を決定しております。以上です。 
 
○風間部会長 
 はい、どうぞ小林（優）委員。 
 
○小林（優）委員 
３５番のがちょっとよく分からなかったんですけれども、堆砂の搬出の費用は掛からないって

いうことなんでしょうか。ちょっとよく説明が分からなかったんですけれどお願いします。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
今でも貝鐘砂防堰堤っていうのがあるんですが、そこでは採石業者から取らせてくれっていう、

要は資源に使いたいってことですね。骨材とか盛土材とかいろいろなものに使いたいという要望
があるんですが、そういうのを採石法の業者に取って頂く訳です。そういうことになりますと取
る為の予算というのは計上されなくても取って頂くことが出来ますので、そういう方法もあると
いうことです。 
 
○風間部会長 
よろしいですか。はい。引き続き３９番。 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
３９番に入らさせて頂きます。「現在、角間ダム予定地の上流部にある砂防ダムの堆砂量ｍ３

／年はどのような数値であり、又その運搬及び浚渫はどこの業者が実施しているのですか。」って
いう質問でございます。貝鐘砂防堰堤は堆砂容量約１０万ｍ３であります。現在は満砂状態であ
りまして、同堰堤における年当たりの堆砂量は計測しておりません。下流にある角間砂防堰堤で



 46 

の年間堆砂量は約６，５００ｍ３です。同堰堤の堆砂敷からの土砂排出については、近年には平
成３年に第三者掘削、先程申し上げましたけれども、１４，４００ｍ３を搬出しています。 
 
○風間部会長 
あ、違います。はい武田さんいかがでしょうか。武田（富）委員さん。 

 
○武田（富）委員 
現在満砂状態ということですが、それを運搬する第三者業者っていうのは、引き受けてやって

くれないということなんでしょうか。 
 
○風間部会長 
どうぞ。 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 現在私共が角間ダムを計画しているダムは、その計画自体に貝鐘砂防堰堤の堆積している土砂
を使い、それでダム本体の骨材として利用するという予定にしています。そういうことでありま
すので、第三者掘削ということで業者に出してしまいますと、我々使う量がなくなってしまいま
すので、今のところ控えていて頂くということにしています。ダムを造る為の骨材として使用し
ようとしている訳でございます。 
 
○武田（富）委員 
 それではそれに関わる災害とかそういうことは起きる予想ってのは一切ないというふうに見て
いい訳ですか、満砂状態で。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 砂防ダムっていいますのは、土砂が溜まった状態の時に効果を発揮するものだと、我々土木の
技術屋は考えている訳ですが、満砂状態でありましても山を安定させる効果はあります。そんな
ことで大きな被害には結び付かないんじゃないかなというふうに考えています。 
 
○風間部会長 
 よろしいですか。はい、続いて４０番お願いします。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 ４０番に入らさせて頂きます。「土砂処理について、上流の砂防ダムでは捕捉・浚渫・運搬予定
となっているが、さらに詳細な説明がほしい。」これについてですが、上流で発生した土砂の大半
は貝鐘砂防堰堤上流で捕捉し、非洪水期にダム管理に支障がない程度に水位を下げて土砂の除去
を行う予定ですということです。 
 
○風間部会長 
これに関して土屋委員どうぞ。 

 
○土屋委員 
貝鐘砂防堰堤の上流でというのは、この貝鐘砂防堰堤でということとは違うんですか？あの上
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にある、堰堤というか、砂防施設がありますね、そういう所も含めておられるのかどうかという
ことと、それからいろんな話がありまして、溜まった土砂が本当にしっかりしたダムを造るのの
建設資材になるのかと、心配だなっていう声は結構聞くんですけれどもね。まあそれはともかく
として、この貝鐘堰堤が１０万ｍ３ある、まあ満杯であると、そのうちどの位をそのダム本体の
工事に使われる予定なのか、その点だけちょっと教えて下さい。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
貝鐘堰堤に堆砂しているところからは約８万ｍ３を骨材として今度新しい角間ダムを造ると

ころで使いたいというふうに思っています。８万ｍ３です。えーと、あと今何て言ったっけ。今
ここで言いました貝鐘砂防堰堤上流って言いましたけれども、これ貝鐘砂防堰堤で溜めてという
ことだね。そういうことです。すいません。貝鐘堰堤で溜めてということですね。 
 
○風間部会長 
よろしいでしょうか。はい、続いて４１番。 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
４１番につきましては… 

 
○風間部会長 
あ、いいですか。はい、４１番じゃあよろしいということで。 

 
○中野建設事務所 
いいでしょうか。はい。 

 
○風間部会長 
４２番以降、地質そして更には利水の関係で非常に多岐に亘っていますので、４２番以降は一

括して説明をすべて最後までして下さい。その後委員の方からそれに対するご意見或いは質問を
受けるというかたちにします。じゃあお願いします。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
４２番の「地形・地質・地震等により、ダム決壊の心配はないとの事ですが、ダム右岸又は上

流（長崩れ）の土砂崩落による影響、ダム満水時に鉄砲水が来た場合等心配です。」という。ダム
の右岸や貯水池上流の地形、地質については、ダム建設に支障となるものではありませんけれど
も、今後事業を進める上でその辺の調査を、必要な対策を実施していきたいというふうに思って
います。ダム計画ではダム地点だけではなくて、類似する流域の洪水の観測結果に照らして、ダ
ム地点に発生する恐れがあると認められる洪水の流量に対応できるようにしております。 
４３番でございますが「ダムサイトの地質調査の結果が３つあると伺いましたが、それはどの

ような結果ですか。」っていうのですが、これは４４番と同じ問題であるということで省略させて
頂きます。 
同じく地質の問題です。４４番「昭和５６年４月から県単独の予備調査、昭和６０年４月から

国補助の実施計画調査が始まり、地質調査、地質解析が行われているようですが、その調査結果
を教えて下さい。検討委員会でも火砕岩による漏水の可能性が指摘されていますが（議事録①Ｐ
８Ｌ２７、Ｐ２２Ｌ１）、そのことについて県はどのように考えますか。また漏水対策はどのよう
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に行われ、費用はどのくらい見積もっていますか。」っていうことでございますが、今日配布され
ました地質図がございます。「第２回角間川部会資料３―９」ご覧頂きたいと思います。そこには
始めに地質平面図がありまして、角間ダムサイト地質平面図１ページ目、それから２ページ目に
は地質断面図がございます。今平面図の方でございますが、見て頂いて、矢印が下流の方へ向か
ってますけれどこれが下流側でございます。で、ダム軸がＵＤ０とかＵ２０軸とか斜軸というよ
うな線が入ってます。これらについてはダム軸のいろいろな検討をした際に、いろいろ検討した
断面でございます。で、そこに止水ラインというのがございますが、これ地質の説明しながらま
た説明していきたいと思いますけれども、後で出てきますのでちょっと見ておいて頂きたいと思
います。これが平面図でございまして、地質横断図は次のページにあります。横断図を見ながら
話を聴いて頂いた方が分かりいいかなというふうに感じます。 
じゃあ説明させて頂きます。角間ダムの周辺の地質は新生代第三紀中世に広域に侵入したひん

岩類、非常に硬い岩ですが、今から約１千万年前にできた岩石であります。これを基盤として新
生代第四紀後期約１７０万年前から今までにできた岩石なんですが、その新生代第四紀の方は向
かって右側、これ右岸側になりますけど、緑色を主体とした岩盤類の上にオレンジ色っぽいのが
載っているのが新生代第四紀の岩類であります。志賀山火山岩類、火山砕屑物と言っています。
これは未固結堆積物ということになってますが、ダムはこのグリーンを中心とした硬い岩盤の上
に造られます。柔らかい地層部分を剥ぎ取って硬いひん岩の上に建設します。それぞれ右岸左岸
ちょっと説明しておきますと、左岸側は平均斜面勾配が４５度と急な斜面でございます。非常に
硬い岩盤で覆われています。で、右岸側、皆さん現地調査で行って頂きました林道ある所でござ
いますが、河床から林道部までは非常に固い岩盤でございます。そこから上につきまして、先程
申し上げました新生代第四紀の志賀山火山岩類が乗っている状況でございます。ダムはこの下の
ひん岩の上に乗せて造る予定であります。 
この右岸の部分でございますが、柔らかい部分につきまして、部分的に連続壁等を利用して人

工岩盤に置き換えて、安全に機能されるように計画しています。基礎岩盤等の割れ目の漏水対策
には、グラウチングって言いましてボーリング工から圧力をかけてセメントの水を注入するもの
でございますが、それを行って割れ目を防ぎます。これは基礎岩盤の水道（みずみち）を防ぐ一
般的な方法でありまして、これまで全国で多くのダムで実績があります。この工事によってダム
貯水池の水質に影響を及ぼすことはありません。地質調査の結果から、ダム計画地での遮水は可
能であります。遮水対策は概ね約２０億円の見込みでございます。 
次いいでしょうか、次入らさせて頂きます。４５番「一般に流布されている意見では、角間ダ

ムの右岸の地質がもろいと言われています。地質調査の結果をできるだけ細かに知らせて下さ
い。」ということでございますが、今説明した通りのことでございまして、硬い岩盤の上に乗せて
造るものでありまして、安全であるというふうに思っております。 
４６番「角間ダムのダムサイトにおける地質調査の資料の提出をお願いします。各箇所の地質

調査図（日本工営）」となっていますが、これについてもご覧の通りの地質調査図で見て頂ければ
お分かりかと思います。 
４７番「角間ダムのダム湖底となる地形図面とダムサイトの横断面図の資料、又ダム地点にあ

る断層があればどの規模位の断層ですか。」という質問でございますが、４４番と同じ内容でござ
いますが、角間ダムのダムサイト周辺ではダム建設の支障となるような第四紀断層及び活断層は
確認されておりません。 
それから４８番に入らさせて頂きます。「角間ダムでのダム有効貯水量２３６万ｍ３による、

ダム貯水の影響で発生があるのかは言えませんが、松代群発地震の時の地震発生のメカニズムの
ひとつとして地下水の移動が地震発生の引き金になるということは、このダムの貯水量で発生の
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誘因になるのか検討されたことはありますか。」ということでございますが、松代群発地震の発生
メカニズムも、ダムの貯水により地震が発生するという根拠も不明であります。一般にダム設計
に於いては耐震設計を行っておりまして、地震動に対応できるというふうになっています。 
４９番「ダムサイト及び湛水区域の地質については『問題なし・安全』とされているが、丁寧

な説明が欲しい。詳しい地質調査資料の提供と専門家による再検証が必要と思われる。」という、
これら今説明してきました４４と同じということで省略させて頂きます。 
５０番「ダムサイト右岸側地質調査結果を公表されたい。」右岸側でなくても左岸側も一応全

てお出し致しました。地質については以上でございます。 
 
○風間部会長 
 最後までお願いします。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 正常流量についてでございますが、５１番の倉並委員のところです。「正常の流量（潅漑用水、
水道用水、環境等最低必要量）はどの位ですか。」という質問ですが、正常流量とは、河川の環境
保全や維持管理に必要な維持流量と、潅漑用水などの既存取水を確保する為に必要な量との両方
を満たす流量です。正常流量は代かき期と非かんがい期、河川の状況などを考慮し、年間一定で
なく期別に設定します。角間ダム計画で検討している正常流量は、夜間瀬橋地点で最大１．４６
ｍ３／ｓ（うち維持流量０．３４ｍ３／ｓ）、角間川の湯ノ原地点で最大０．５５ｍ３／ｓ（うち
維持流量０．２２ｍ３／ｓ）、角間ダム地点で最大０．２７ｍ３／ｓ（うち維持流量０．０９ｍ３
／ｓ）です。維持流量はいずれも魚類の生息に必要な流量から求められております。 
 ５２番土屋委員からのご質問です。「落合の地滑りについて、災害防止・安全確保上の課題と問
題点、対策の今後の見通しについて、『落合地滑り検討委員会』等からも詳しい説明をしてもらい
たい。特に平成元年崩壊の残留土砂が山腹に残されたままという現状をどう受け止めたらいいの
か。」という質問でございますが、これについてはちょっと整理中でございまして、砂防課と協議
中でございます。後日提出させて頂きたいと思います。 
 ５３番に入らさせて頂きます。「河床掘り下げの際、地下水または温泉の源泉への影響が心配さ
れるとのことですが、今後そのことを科学的に調査する予定はありますか。また検討委員会で源
泉は一番浅い所で５０ｍの深さがあるので心配ないとの指摘がありますが、県ではどのように考
えますか。」議事録①のところで書いてございますが、私共山ノ内町と建設事務所で聞き取り調査
を行いました。その結果を報告させて頂きたいと思います。 
まず温泉の形態でございますが、源泉の位置ですが、源泉の位置は星川橋付近の河川沿い左右

岸に集中しています。源泉５箇所での聞き取り調査によると、湯量は平均、そこでの聞き取り調
査の所でございますが、毎分５００㍑だそうです。温度は９０℃を超えておりまして、そのまま
お風呂には利用できない為、源泉脇に掘った井戸水により希釈して使用しておられるそうです。
希釈水の井戸の深さでございますが、１０ｍ位だそうです。水の湧出量は７００㍑程度です。源
泉水は５００㍑／分ぐらい出ておりまして９３℃位だそうでございます。井戸水は７００㍑／分
位出ていまして、これを全部入れるということではなくて、５００㍑／分と７００㍑／分の水を
上手に使いながら温泉配湯しているんだそうでございます。で、６０℃まで下げて配湯している
ということでございました。 
河床掘削による影響でございますが、河床掘削等で河川内の水位の変化や水道（みずみち）が

変わった、要するに川の流れが変わった時等は、源泉脇の希釈用の井戸の湧出量が減ってしまう
んだそうです。井戸水が出ない場合は水道水を使用して希釈することになりますけれども、１年
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間の水道料金が少なくて４０万から多くて１２０万位かかるそうで、これは湯田中の共同浴場で
使用された実績だそうです。給湯された６０℃の温泉を４２℃に下げる為の水道料金だそうでご
ざいます。 
 
○鳥海北信保健所長 
保健所でございます。１つそこに追加させて頂きます。一番浅い所で深さが５０ｍとのことで

ございますが、山ノ内町は非常に温泉が多い所でございます。で、我々が把握している範囲内で
は自然湧出と自噴。この自然湧出というのはひとりでに湧いてくるものです。これは深さゼロと
いうことになります。それから自噴というのは掘っていった時、湯が噴き上げてきたというもの
です。これが合わせて９３ございます。それから動力これは機械で汲み上げている訳ですが、こ
れが１０１ございます。合わせまして１９４、これが山ノ内町全体でございますが、横湯それか
ら夜間瀬川流域に非常に多ございます。で、その動力装置で汲み上げているもので、我々が知る
限りでは５０ｍから５５０ｍの深さのものがあります。このように地中の湯脈というものは非常
に込み入った状態であると考えております。で、山ノ内町では慣例で、温泉地で掘削工事若しく
はボーリングを行う時は、半径３００ｍ以内の温泉所有者の方の承諾を得るということがある訳
でございます。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 それで河床掘削による影響でございますけれど、温泉源への直接的な影響は分からないとのこ
とでした。 
 ３番目でございますが、過去の河川改修等の影響です。共益会というところの調査でやったん
ですが、共益会の温泉街では、平成１１年９月の台風１６号の出水によりまして、河川内の水道
が変わってしまって井戸の水の出が悪くなって、９０℃の温泉を薄める為の水が少なくなって、
配湯する際に支障が出たということでございました。その後水道の復旧を行った結果、井戸は元
の状態に戻ったということでございます。 
 その他でございますが、旅館等への温泉の給湯は２４時間間断なく行われている為、希釈用の
水を井戸水から水道水に切り替える場合、山ノ内町の水道給水量に大きな影響を与えるという話
が町の水道課の話でした。井戸水、それから水道水以外に川の水を求めたらどうかというような
話をしたんですが、川の水は風呂が濁ったりする為、利用には不向きであるということでした。
この為山ノ内町の旅館、ホテルの大半が井戸水に頼っているのが現状だそうでございます。温泉
水は時々変化するそうです。特に硫黄の臭いの変化については強弱があり、不安定な状況である
そうです。温泉水の色は殆ど変化ないそうです。変化の原因は不明だそうでございます。 
 で、質問の中で科学的な調査を実施するか否かという質問でございますけど、現在のところ温
泉源について科学的な調査を行う予定は私共ございません。 
 
○新家治水・利水検討室企画員 
 ５４番のことについてお答え致します。実はあのＭＡＢ計画と言いまして、これはユネスコの
環境問題を調査研究するプロジェクトの名前だということがホームページ等で探しまして分かり
ました。通称そのＭＡＢをマブ計画と言っているそうなんですが、これにつきまして今担当課を、
お答えできる担当課を調整中でございますので、後日お答え出来るかたちにしたいと思っており
ますのでよろしくお願い致します。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
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５６番に入らさせて頂きます。「県のダム調査で環境影響調査も平成７年度から景観・生物・
植物・猛きん類、水生生物等について実施されているようですが、その結果を教えて下さい。」と
いうことでございますが、５５番と同じということで省略させて頂きます。環境調査の結果、貴
重とされる動植物の存在を確認しております。猛きん類についても飛翔を確認していますが、引
き続き調査を実施し、事業への影響、対策案を含め今後検討して参ります。 
 
○畔上山ノ内町水道課長 
すいません。５７番の角間川、横湯川流域にある①スキー場の数、②ゴンドラ、リフトなどの

数等でございますが、それにつきましては、スキー場の数は角間川流域に１０箇所、横湯川流域
に５箇所で、計１５箇所であります。２つ目のゴンドラ及びリフトの数は、でございますが、角
間川流域に２８基（１６，３４２ｍ）でございます。横湯川流域には９基（７，０２７ｍ）で、
計３７基（２３，３６９ｍ）であります。３つ目のホテル、旅館、寮などの数でございますが、
角間川流域で６５、横湯川流域で７２で、計１３７であります。４つ目の角間川流域で、開発の
面積ですが、角間川流域で１９５．８ha、横湯川流域で６５．６ha、計２６１．４ha であります。
以上であります。 
 
○山口林政課技術専門幹 
 ５８番、５９番、６０番、林政課でございますがお答え致します。５８番「降雨時に流域の保
水力がどの位あるかは、どのように表すのですか？それは今どの位ですか。」というご質問でござ
いますけれども、先程私の方から報告させて頂きました森林の保水力調査の資料により回答とさ
せて頂きたいと思います。 
 ５９番でございますけれども「過去の洪水が起きた頃（昭和２０年、３０年代）と現在との森
林の状況の変化について教えて下さい。」ということでございますが、先程私共空中写真で１９７
２年でしたか、その時点のものしかなかったものですから、それで現地調査の報告させて頂きま
した。先程の、石坂委員さんの方からも、もうちょっと古いものの、空中写真でなくてもいいか
らということでございましたので、次回に報告させて頂きたいと思います。 
 ６０番でございますけれども「ダムより下流のスギ林の間伐状況はどうなっているか教えて下
さい。」ということですが、資料３―４「角間ダム森林整備の面積」ということで、一部ちょっと
ダム上下流で集計してませんもんで、ちょっと一部分含まれているかと思うんですけれども、地
拵え、これ地拵えと言うのは森林を伐採しましてその切りましたものを、藪をまあ横に並べて、
ソウコウセン上に並べて整理することでございます。まあその後に植栽ということになるんです
けれども、そういった地拵えが、トータルでございますけれども１９．８ha、その植栽ですね、
Ｈ１３で見て頂くと一番分かりやすいと思うんですが、６．４８地拵えしてその後で植栽６．４
８という、同じ年にやるとこういうことになると思うんですけれども、トータルで３０．０４、
平成９年からでございますけれども。下刈りです、下刈りにつきましてはこれはあの植栽した樹
木が草に覆われてしまって枯れてしまうのを防ぐ為に、夏に行う草の刈り取りでございますが、
１４．０１ha。間伐、これは大体６齢級、８齢級、年数にしますと３０年から４０年位のところ
で、植栽時には ha、まあ一般的には３千本とかそういった本数植える訳ですけれども、順次伐採
して少し本数を少なくして間引いていく訳でございます。そういった作業で平成９年からのトー
タルでございますけれども、１７３．８６ha。除間伐というのでありますが、ちょっとこれ補助
制度かなんかの区分でちょっと名前が変わって「除」っというのが入ってますけれども、上の間
伐と同じだと考えて頂いて結構だと思います。除伐でございますが、除伐というのは間伐より更
に齢級の低いところで、いろいろな雑木が入ったりとかそういったもの、また枯れてしまったも
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の等のものを伐採するものでございます。除伐は３２.５２ha ということになってます。枝打ち
でございますが、枝打ちは節のない木を作るということで、枝を落とすという作業でございます。
５年間のトータルで３９.９７ha。その他保育ということで、これは蔓やなんかが植栽木に絡まっ
たりしておりますと充分な成長が出来ませんので、そういったものを、切り落とすような作業で
ございます。そういったものが５年間のトータルで１３.３１ha ということになっております。 
 
○風間部会長 
引き続いてこれ中野建設事務所。 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
「夜間瀬川の土砂が千曲川に流入していますけれども、その量が３０年の間に５０倍くらいに

なっている。」ということですが、これは建設省に問い合わせて、今調整中でございます。後日ま
た調査の上報告したいと思います。よろしくお願い致します。 
次６２番でございますが「ダムによって『スギ流木・土石流』の心配があるという指摘があっ

た。」ということでございますが、これにつきましては、角間ダム計画地点の下流にはこれまで堰
堤や流路工が整備されておりまして、角間川の河床は安定しています。そんなことで心配はない
と思います。 
 
○新家治水・利水検討室企画員 
６３番のことにつきまして代表して検討室からお話します。土屋委員さんの方から①から④ま

で資料提出をお願いしますということですが、今整理中でございますが、後日報告できるかたち
にしたいと思います。ただし、④の中野市、山ノ内町のハザードマップにつきましては、ないと
いうことを聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 
○山田中野市水道部水道課長 
では引き続きまして６４番になりますが、倉並委員さんからのご質問で「説明頂きました水量

不足に対し、ダム以外に良質の水源を確保する為に現在検討を行っていることを、差し支えなけ
れば教えて下さい。」ということでございますが、中野市の状況につきましては、昭和５０年度か
ら地下水、表流水の調査を実施してきております。それぞれ数量、水質並びに維持管理、水利権
に問題がありまして断念をした経過がございます。それから角間ダムの見通しがつかない為に、
これも検討委員会の皆様方が視察をした際に、うちの水道部長の方からご説明申し上げてきたと
ころでございますが、５８年度から第６次拡張事業と致しまして古牧の東西水源の確保に努めて
きたところでございます。 
 
○畔上山ノ内町水道課長 
同じ質問の山ノ内町の場合でございますが、水源確保と渇水対策から、過去には伏流水・井戸

水等の新たな水源の調査・確保等をしてきておりますが、一番の課題は不安定な自然取水という
ことでございます。そういうことから現状では貯水による安定した水源の確保として角間ダム１
本で来ております。以上です。 
 
○山田中野市水道部水道課長 
続きまして６５番。小林守委員さんからの関係でございますが「中野市の浄水取水をダムに拠

らず角間川からとする場合の、技術的可能性とその費用・財政負担はいかほどになりますか？ま
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た出きるだけそこから取水する場合、八ヶ郷とは合意が可能ですか？そして可能になった場合に
中野市の水道料金は下がるのですか？上がるのですか？」というご設問でございますが、角間川
から水道用水を取水する場合は、新たな水利権が必要となります。水道用水は季節変動の大きい
農業用水と異なりまして、年間を通じまして一定の量を確保する必要がございます。この為角間
川の流量の状況では、農業用水のみでは年間を通して安定的に水道用水を確保することは難しく、
転用と合わせてダムなどの貯留をしない限り、新規に水利権を得ることは難しいと考えておりま
す。 
また現在ダムが計画されている直下に温泉源がございまして、角間川から取水することにつき

ましては、河川での漏水と合わせまして砒素が混入するということになる訳でございますので、
流量の問題と合わせまして、水利権者の同意を得ることにつきましては非常に難しい問題だとい
うふうに捉えております。 
続きまして６６番、小林優子委員さんから頂きました「中野市の水需要量の予測で、給水人口

の算定根拠（青ファイル２―８）について、もう少し詳しく教えて下さい。」ということでござい
ますが、本日資料としてお出しを申し上げました３―１０にありますので、ご覧を頂いてお願い
をしたいかというふうに思います。３―１０の４枚目にそれぞれ平成２年度から平成２６年度ま
での関係でございますが、先程長野県がやられました給水人口の推計、並びに用途別の関係につ
いてご説明がございましたが、中野市の関係につきましても、第３次総合計画が策定をされる際
に、行政区域内人口ということにつきましては推計をしながら行ってきている訳でございますの
で、それらを基に作りました給水量の推計がこちらになっておりますので、そちらを参考にお願
いをしたいかというふうに思います。 
それから同じく小林優子委員さんから「中野市の１人１日当たりの水使用量の計画値（目標平

成２６年）が現在より１００㍑近く高く見積もられていますが（現在４６３㍑、計画５５９㍑）
その根拠は？今でさえ水の使い過ぎの感があるので、節水量を明示して市民総ぐるみで節水に努
めるべきで。」ということでございますが、こちらの関係につきましても資料の３―１０ご覧を頂
きたいというふうに思いますが、生活用として私共が推計をしておりますのは、平成２６年で２
４２㍑ということでございまして、決して多い数字というふうには捉えてはおりません。用途別
の関係で、新たな工場が、将来とも中野市の希望と致しましては進出をして欲しいというかたち
の中で推計をしているものでございまして、これらも第３次総合計画の中で位置付けをしてきて
いるものでございますので、そんな対応をしているところでございます。 
６８番でございますが、「工業用水の算定根拠で『新たな拡張計画、造成計画』とありますが、

もう少し詳しく教えて下さい。」ということでございますが、中野市でも国土利用計画というもの
を推計しておりまして、その中では８.１ha の工業用地を予定をしているということで推計をし
ているところでございます。 
それから６９番でございますが「ダムを造って取水した場合、ダム建設費の負担金、導入施設、

浄化施設など、水道関係の負担額はどの位になりますか。また水道料金への影響はどうなります
か。」ということでございますが、先程幹事の皆さんからお配りを頂きました資料、これは平成１
２年度に中野市が長期財政計画を作成する為に将来的な計画をどういうかたちに持っていくかと
いうことで作成をしたものでございまして、現実的に今ダム議論が進んでいない状況の中に於き
ましては、このダムの計画事業費というものにつきましては参考にはならない訳でございますけ
れども、前々から直接取水ということで角間ダムから直接取水をするということで計画をしてき
ておりますので、ご覧を頂きますように、一番、８ページというふうに書いてある所をご覧を頂
ければ事業費が出て参ります。取水施設と致しましては４，６２０万、それから導水施設と致し
ましては延長が８，７００ｍでございまして、６億１，４６０万みています。この関係につきま
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しては、山ノ内町さんと少し共有部分がございますので、その部分につきましては中野市と山ノ
内町で計算をしていますので、ここに載っています金額は中野市分だけでございます。それから
浄水施設の関係につきましては処理量 1万ｍ３／日ということで２７億６，１７０万。それから
配水施設につきましては、各配水池への送水管とポンプ工事等でございますが、２億４，１００
万。対します用地費、そこに書いてあるとおりでございまして、施設全体の事業費で４０億３，
３２０万を見込んでいるところでございます。それからダム建設事業費の関係の負担金でござい
ますが、前々から言われておりますようにダム２５０億の内訳と致しまして、ダム建設負担金そ
の下に書いてあります１８億１６８１万１千円というのが中野市の負担分でございます。計算式
は事業費に対します９．７％の１０／１３が中野市負担分ということでございます。それから昭
和６０年から平成６年までの負担金もここに書いてございますので、全体的な事業費がこの中で
お分かり頂けるだろうというふうに思います。あと財源内訳につきましてはこの事業費の欄、そ
れぞれ年度別に割ってありますのは、先程もちょっと申し上げましたけれども、中野市の方で長
期財政計画というものを策定する必要がございましたので、一応建設事務所の方から予定を聞き
まして、平成１２年度の時点での数字でございます。ですから現在の数字とは大分かけ離れたか
たちで現在事業がストップをしているという状況になっておりますので、ご理解を頂きたいとい
うふうに思います。 
それから次７０番、小林優子委員さんからの「硝酸、亜硝酸性窒素は各家庭の浄水器で除去は

可能ですか。また公共の浄水場で除去する場合、㍑当たりどの位の費用がかかりますか。また除
去するに当たり、廃棄物の発生など問題点がありますが。同様のことをヒ素、鉄、マンガンにつ
いても教えて下さい。」ということのご質問でございますけれども、長野県の治水・利水ダム等検
討委員会の利水のワーキンググループの資料、共通の７ページのところ、ちょっとご覧を頂きた
いというふうに思います。そちらの方で中野市が検討委員会へお出しを申し上げましたヒ素の除
去、それから硝酸性の除去について書いてございますので、そちらの方をご覧を頂ければという
ふうに思います。ただ小林優子委員さんから「浄水器で除去は可能ですか。」ということでござい
ますが、水道事業者と致しましては、この浄水器、非常に問題がございます。現実的に水道法に
基づきまして給水水洗で０．０１㎜の残留塩素がなければならない訳でございますけれども、浄
水器を設置することによってそれがなくなりまして、現在全国的に大きな問題が発生をしてきて
おります。と申しますのは、浄水器の中にありますフィルターやそういうものをちゃんとマニュ
アル通りに交換していって初めてその機能が発揮される訳でございまして、そういうものがない
ものを、そのまま放置をしてお使いになるという事例が非常に全国的に増えていて、問題になっ
ているという事例がございますので、そういう点も踏まえまして浄水器では硝酸、亜硝酸は現実
的には取れませんのでよろしくお願いをしたいと思います。 
現実にとれたものは毒物になりますので、処分先がないというのが現状でございます。また、

鉄マンガンにつきましては、田麦浄水場と同じく産廃処理をしているということになります。そ
れから維持につきましては、この田麦浄水場の関係で私共が管理をしている中に於きましては、
通常ポンプ類が１５年、持つものが６年位で交換をしているということでございますので、通常
の場合の２．５倍はかかるであろうということで捉えているところでございます。 
それから７１番でございますが、小林優子委員さんから言われております「新幹線のトンネル

工事に伴い湧き水が１万４千ｍ３／日出ているそうですが、それを中野市の水源として利用でき
ないでしょうか」ということでございますが、これは７７番でも土屋委員さんから質問がある件
でございますけれども、新幹線のトンネル工事に伴う湧き水につきましては、今後トンネルから
の湧き水の抑制が図られるとも聞いております。出て参りますものが水質、数量がどのような状
況になるか分からない状況の中に於きましては、現在申し上げる状況にはないというふうに思っ
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ております。尚、鉄道建設公団からは湧き水の活用方法と致しまして、高丘トンネル以北の高架
橋で積雪が心配される為、融雪に利用したいというふうに聞いているところでございます。 
 続きまして７２番、武田洋委員さんからでございますが「山ノ内町、中野市ともにダムによる
場合とダムによらない場合の水道料金の試算検討はあるのですか。あれば試算法を提出して下さ
い。」ということでございますが、水道料金の試算法についてはございません。ただダムによる場
合につきましては平成１２年度に、平成１２年度から１０ヵ年計画として平成２２年度まででご
ざいますけれども、水道事業の長期財政計画というものを策定しております。その中で現行料金
による推計、あくまでも現行料金による推計でございますが、平成２２年度までは利益剰余金等
をやり繰りすることによりまして、料金改定をしなくても、事業運営がなされるというふうに予
想しているところでございますが、知事の脱ダム宣言によりまして、現時点では事業がいつ再開
されていつ完成するか分からない状況下の中に於きましては試算が出来ない状況あります。また
ダムによらない場合でございますが、水源をどこに求めてどんな施設が必要になるか分からない
状況の中に於きましては、困難でございます。 
 
○畔上山ノ内町水道課長 
同様の山ﾉ内町ですが、ダムによる場合の水道料金について、事業着手・完了年度等が確定し

ていないことから試算はしてございません。またダムによらない場合の新たな対応等については、
今までの過程の中で検討してございませんので、試算はしてございません。 
 
○山田中野市水道部水道課長 
 続きまして７３番、武田洋委員さんからでございますが「飲料用の利水については、現状では
間に合う訳ですが、水質の関係上で千曲川沿いの伏流水には、経済面でも高いものになるという
ことですが、中野市の場合は飲料用の貯水池、角間川沿いは考えているのですか。」ということで
ございますが、飲料用もその他用の水道用水につきましては、貯水池は考えてはおりません。 
続きまして７４番でございますが、武田洋委員さんからでございますが「飲料用水の確保は、

ダムによらない場合はどのような方式を考えているのですか。山ノ内町、中野市共に方法を提出
して欲しい。」ということでございますが、表流水、地下水ともに水質及び水量に問題がありまし
て、現在のところ角間ダム以外の方法はないと考えております。 
 
○畔上山ノ内町水道課長 
山ノ内町の場合ですが、従来から安定した水源の確保に努めておりますが、生活・農業用水等

も重要であります。町の場合ですが、渇水期等も水道水、農業用水、同じ時期になることが多い
ことがございます。そういうことから、新たな水源は困難なこと、安定した水源水として、角間
ダムを考えております。 
 
○山田中野市水道部水道課長 
 続きまして７５番でございますが、土屋佳昭委員さんからでございますが「上水道について、
中野市、山ノ内町とも、平成２６年度の予測給水人口・給水量が多すぎるとの指摘があるが、そ
れを打ち消す論拠、再検討する意思等ついて説明が必要。」ということでございまして、先程コン
サルの方で、長野県が策定をしたものが、平成３２年の比較と平成２６年いわゆる事業認可、各
市町村が事業認可を出しております、平成２６年との比較で何千ｍ３／日との比較が現実的に出
されておりましたが、中野市の場合に於きましては、その後に見直しをしておりまして、お手元
に配布を致しました給水量の推計というかたちに現在は変えてきておりますので、その資料をご
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覧を頂ければというふうに思います。 
 
○畔上山ノ内町水道課長 
山ノ内町の状況につきましても、前回の資料に記載した通りでございます。きょうの資料の報

告書と数字が違っておりますが、町の総合計画等に基づき予測した数字でございます。そして町
の課題については今の量の確保と共に渇水対策、安定した水源の確保も重要な点でございます。 
 
○山田中野市水道部水道課長 
 続きまして７６番土屋佳昭委員さんからでございますが「中野市の水源汚染は、上水道水源に
限らずかなり深刻化しているように感じられる。抜本的対策が必要と思われるが、調査・原因究
明の進捗状況と対応策を詳しく聞きたい。汚染の実態等の関係資料も請求したい。」ということで
ございますが、資料につきましては本日３―１０のところで、各水源別の関係、平成３年度から
平成１２年度までの砒素、それから硝酸性窒素等の関係でお示しをしてございます。表の中で、
赤くと言いますか、少し薄い赤の関係につきましては基準値を超えている値でございます。また
真っ赤になっておりますのは基準値を超える最大値の値を示しておりますので、そんな関係でご
覧を頂ければというふうに思います。 
その原因究明の進捗状況ということでございますが、砒素は火山性温泉に由来して、多量に含

まれるとの文献によりまして推測をしているところであります。また、硝酸性窒素、亜硝酸性窒
素の由来につきましては、無機肥料の使用、腐敗した動植物、塵芥等の残渣等であるとの文献に
より推測をしているという程度でございまして、中野市の場合に於きましては、古代よりエンド
ウ湖という湖がありまして、そこの所へ動物等が水飲みに来たままいわゆる屍骸となって、腐食
をしてきたようなことも現実にありますので、そんな事もひとつの原因かなというふうには捉え
てはおりますが、１番は無機肥料の使用というふうに捉えているところでございます。 
 続きまして７７番でございますが、土屋佳昭委員さんからでございますが「新たな水源確保も
必要と思われる。どのような対応が検討されているのか知りたい。新幹線、高社山トンネルから
の涌き水は新たな水源として考えられるか。」ということにつきましては先程７１番でお答えをし
た通りでございますのでよろしくお願いを致します。 
 それから７８番土屋佳昭委員さんからでございますが「中野市、山ノ内町の過去、最低過去５
年間の水道会計についての資料をお願いします。」ということでございますので、この関係につき
ましては、中野市の関係につきましては３―６と３―５、中野市が３―５でございまして、山ノ
内町の関係につきましては３―６というかたちで、平成８年度から水道事業の統計資料、１２年
度までお手元に差し上げてございますのでご覧を頂きたいというふうに思います。以上でござい
ます。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
引き続きいいでしょうか？ 

 
○風間部会長 
はいどうぞ。 

 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
中部電力の発電に対する水利用の実態についてということで、７９番、８０番、同じ内容でご

ざいます。それで添付資料、第２回角間川部会資料３―８をご覧頂きたいと思います。そこには
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平穏第一発電所、第二発電所、第三発電所に関わる水利用について書かれておりますのでご覧頂
きたいと思います。最大貯水量がそれぞれ書かれております。角間川で取られている部分、それ
から横湯川で取られている部分、３箇所で取水されているのが分かります。以上でございます。 
 
○風間部会長 
 土地改良課の方ですけれど、今日は担当がおられないんですね。ですからこの８１番８２番に
ついては次回に申し送りということでお願いを致します。８３番お願いします。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
河川課です。８３番「農業用水、農業用取水で慣行水利権になっている訳ですが、ダム建設費

用総額２５０億のうち、利水者負担率９．７％のそれぞれの分担金額はどのようになっているの
ですか。仮にこの金額が支払えなかった時は、水利権が法定水利権になるのですか。また、ダム
が建設されない時は、慣行水利権は永久的なものになるのですか。」ということなんですが、９．
７％というのはダム建設工事の施工に要する費用のうち、水道事業者が負担する割合でありまし
て、農業用水などの既得水利権者に対する負担はございません。その負担割合、今の水道事業者
の負担割合の中で、中野市と山ノ内町の比率は、取水の開発量に応じまして１０：３となってお
ります。以上です。 
 
○風間部会長 
 はい、８４、８５につきましても土地改良課でございますので、この２つについても次回に申
し送りをさせて頂きます。引き続き、８６、８７番お願いします。 
 
○新家治水・利水検討室企画員 
はい、８６番、武田委員さんから「流域住民に提出できる資料があるのですか。」と、これは

部会につきまして、コメントさせて頂いてます。長野県治水・利水ダム等検討委員会及びこの角
間川部会も同様でございますが、公開を原則としております。部会に配布されております資料は
部会当日に一般の傍聴者にも配布しております。また、県庁にあります行政情報センター、並び
に北信合同庁舎をはじめと致します県内１０箇所の合同庁舎に行政情報コーナーというものがご
ざいます。そちらでもこの角間川部会の資料並びに検討委員会の資料などが閲覧できるようにな
っております。なお長野県のホームページの「治水・利水検討室」を見て頂きますと、検討委員
会、それから部会の各審議の内容及び議事録が閲覧できるようになっております。 
 それから８７番「夜間瀬川流域の住民との集会予定はありますか。」ということで、長野県治水・
利水ダム等検討委員会の条例の中に「部会は公聴会の開催その他適当な方法により、関係住民の
意見を聞くことができる」とされております。意見を聞く方法としましては、ここに書かれてお
りますように、公聴会がございますし、その他には対話集会とか説明会とか、又はファックスや
電子メールなどで住民の方々から意見をもらうようなことも出来ることがあります。いずれにし
ましてもこの本部会にて、住民の意見を聞く方法を審議・決定して頂ければよいと考えておりま
す。以上です。 
 
○風間部会長 
 残りの８８番から下につきましては、あのご感想ということでございますので、回答がないと
いうことでございます。 
いずれに致しましても、この閉会中に寄せられた質問、大変多岐に亘ったわけでございますが、
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高水そしてダムの一般に関するもの、また地質、ダムサイトの地質や利水の問題等々でございま
したけれども、今までのダムの計画の背後にあるその県の姿勢、或いは考え方というものがこの
質問の中で或いは応答の中で、おぼろげながら見えてきたかな、見えてこられたかなというふう
に思う訳でございますが、それら受けて皆様方からまた今後のですね議論のひとつの役に立てて
頂ければよろしいかなと思っております。 
なお、４２番以降の回答に対する質疑は、ここで休憩を挟みますので、休憩を挟んだ後お受け

をし、そしてその後この部会そのもののこれからの方針についての決定もしていきたいと思いま
す。それをもって、今日は終わりたいと思いますのでよろしくお願い致します。 
それでは、今丁度３時２０分でございますので、３時半まで休憩致します。よろしくお願い致

します。 
 

＜ 休 憩 ＞（１５：２０～１５：３０） 
 
○風間部会長 
 それでは先程の幹事の方からご説明があった訳でございますが、４２番以降の説明に対して質
問者並びに他の方でも結構でございますので、質疑ございましたら、ご発言願いたいと思います。
その前に、検討室の方からちょっと、どうぞ。 
 
○新家治水・利水検討室企画員 
 はい、先程ですね、２２番の質問で武田洋委員さんの方から洪水注意報と警報の発令状況一覧
表を幹事の方から説明致しまして、この回数について、角間川というか、この中野か山ノ内かと
いう中でのお話だったと思います。この数字はいわゆる長野県北部というその範囲の中で出た注
意報、警報でございます。ただし、平成１１年までは長野県北部というそのくくりのなかで、こ
の中には当然山ノ内町と中野市が入ってございます。平成１２年からは細分化されましたもので
すから、長野県飯山というかたちで、この飯山というのはこの北信の中野、山ノ内を含みまして
飯山というくくりになっているそうですけれども、長野県飯山というかたちで出たそれぞれの洪
水注意報と警報の回数でございます。 
 
○風間部会長 
はい、ということでございますが、それを含めて皆様方から質問をお受けしたいと思いますの

で、よろしくお願い致します。はい、それでは高田委員さん。 
 
○高田委員 
高田でございます。先程５７番目、大井委員からの質問に対しての回答が出ておる訳でござい

ますが、その中で、角間流域の旅館、ホテル等のですね、流れ込む件数は６５件というふうにあ
る訳ですが、これはまあ分かった訳でございますが、１番気になるのは温泉源からの流入がかな
り水質を汚す内容に一応感じられる訳です。それに対して源泉の数というものは一体その周辺に
何箇所あるのか、お分かりなったら教えて頂きたいと思います。以上です。 
 
○風間部会長 
 はい、今の質問の対してはいかがですか。源泉の数ですね？今分かりませんか？はい、どうぞ。 
 
○鳥海北信保健所長 
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 保健所でございますが、山ノ内町全体のはございますけれども、角間川に流れる源泉の数につ
いては、正確には把握しておりません。 
 
○風間部会長 
はい、どうぞ。 
 

○高田委員 
 後日で結構ですから、お調べになってこの委員会にひとつお示し頂きたいと思います。これは
私共、私山ノ内でございますけれども、角間そのもののやはり誇りを持てるような水源になって
いるのかどうか、中野市の皆さんからすればそれがかなりウェイトの高い問題として考えていい、
大きな問題だというふうに思うので、敢えてその点をお知らせ頂きたいと思って申し上げた訳で
ございます。以上です。 
 
○風間部会長 
はい、ではそれをまた次回の時にお示しできるようにご用意願いたいと思います。他にござい

ますか。はい、大井委員。 
 
○大井委員 
 ５４番と５７番関連して質問したいと思います。まずＭＡＢ計画ですが、これは行政機関は殆
ど知らなかったんじゃないかと思うんですが、しかし内容を見ますと日本でたった４箇所指定さ
れております。そのうちの１つが角間川、横湯川上流地域になってるんです。これは１９７４年
に設定されてる訳です。国際的にも人間と自然との馴れ合い、取り合いをどうしていくかという、
非常に今の世界に共通する○○がこの地域に指定されたと、これを角間川のあり方をどうしてい
くかという論点にもなろうかと思う訳です。ですからもう少し県も国のＭＡＢ計画の担当者等と
相談されまして、十分な対応をしていくというのが１つの課題ではないかと思うのです。更にこ
の計画の地域にスキー場が１５、この資料を見ますと、まあ私が町の観光課で調べたのと若干違
いますが、後、リフト、ゴンドラその他が３７機、旅館、寮等の施設が１３７、その面積が２６
０ha と、単に２６１ha と言っても非常に膨大なものです。小学校の校庭が約１ha としますと校
庭が２６１あの地域に、要するに裸になっておるという事じゃないかと思うんです。これらも検
討の材料の中に入れまして、山ノ内のいわゆる観光の再生をどうするか、この基本点なんです。
今の志賀の自然を観に来れば、リフトやゴンドラを見にくるんじゃ、これじゃあ人が来ないのも
当たり前なんですが、これを契機に、角間ダムを契機に、ひとつの契機としてどうしていくかと
いう事を検討されても過言ではないと、行き過ぎではないと思います。そういうことに於きまし
ても、日本で田中知事が脱ダム宣言を出した、その地域がＭＡＢ計画に指定されておるんだと、
これはひとつの大きな意義を持つもんではないかとこう思う訳ですから、県も充分な検討、町も
どうしたらいいかと、これを考えるのが今時点の町も最も重要な施策ではないかと、こう考える
訳でございます。以上です。 
 
○風間部会長 
 はい、それはご意見として賜っておきたいと思います。ＭＡＢ計画については、これ次回の時
までにね、お調べ頂いて出せますね。出して下さい。他に質疑はございますか。はい、どうぞ。 
 
○中山委員 
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沢山のご質問にお答えを頂いた訳でありますが、私あの数あるご回答の中で、大丈夫だとか、
出来ませんとか、それはこうであるというふうに言い切っている回答がいくつかある訳ですね。
そういうその課題というのは、あの、今までそれぞれの方々が或いは住民の方々が心配をされて
きている部分の代表的なものも数多い訳です。で、ご回答の中で言い切っちゃってあるというこ
とは、それはそれで私共は正しい回答であるというふうに理解をしたい訳ですが、この部会とし
てもそのように判断して進めてよろしいのかな。基本的な問題ですが、その辺をちょっと念を押
しておきたいと思います。 
 
○風間部会長 
これは全般に亘る見解を訊ねていると思うんですけれども、これはどなたが答えればいいです

かね。政策秘書室。 
 
○柳沢政策秘書室企画幹 
ちょっと非常に、あのすいません、政策秘書室の柳沢直樹でございます。あのこの回答という

のは、それぞれの私共担当する課の見解ということで、お示しをさせて頂いております。従いま
して当然あの部会員の皆様の中でもこれに対するいろいろ、反論やらそれぞれのご見解あると思
いますが、その辺はまたご議論を頂ければと思います。今は言下としての回答というふうにご理
解を頂きたいと思います。 
 
○風間部会長 
 ということでよろしいでしょうか。 
 
○中山委員 
はい。 

 
○風間部会長 
他にございますか。はい、どうぞ。 

 
○篠原委員 
 前回欠席した訳ですけれども、今日はそれぞれの委員さんの９０項目に及ぶ質問事項を見まし
て、又答弁を聞きまして、大変まあ勉強になった訳ですけれども、この出た９０余の質問という
のは専らダムに関わる問題として出ておる訳なんで、勿論それぞれみんな大事なことだと思うん
ですけれども、この部会としてはダムを造らないことも検討の対象になる訳ですが、そこで私お
聞きしたいんですけれども、先程あの、いいですか、利水ワーキンググループの中で１番最後の
５７ページに溜め池等を造る場合に、４０万ｍ３を溜めるに１１ha の用地が必要だという数字が
書いてございます。これはダムを造らないという前提でやるんですから、当然今度は洪水に対す
る調整池、或いは自然遊水地の用地も必要になってくると思うんですけれども、まあ多分調整池
を造るということになると、山ノ内の流域しかないと思います。しかも今の地形から見ますと、
どうしても角間川の左岸に調整池を造らなきゃあならないと思う訳ですけれども、今のこの溜め
池と合わせて幾つかの調整池が必要だと思うんですけれども、そういったものをまた左岸の地域
の皆さんに犠牲を強いて土地を求めるということは本当に住民の為になるのかっていうことを私
は非常に思います。まあ、もし調整池がどこかにありまして、調整池の現在の規模でどの位な湛
水で、どの位な湛水の容量がどの位で、どの位の用地が潰れていくか、また当然越流堤から調整
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池をもっていくに、すぐ越流堤の隣に造るということは、おそらく水流、水の勢いからいっても
無理だと思いますので、かなりの底流地から、越流堤から貯水池までの距離もあると思うんです
が、そうしたことを考えるとかなりの面積になるんじゃないかなあと思います。で仮にそれがま
あ必要で造ったとしても１００年に一遍という想定でやっておりますから、せっかく、さっきも
これにありますが、５ｍのですね築堤をやっている訳ですが、こういう大きなものを３０年、５
０年全く洪水なければ使用しないで、農地の大事な土地を潰した所に空っぽである訳です。そう
いうことが果たして、ただ現在で２５０億に対しして安いか高いかの理論ではなくて、そうした
遊休の施設を造った場合にそれをどのように考えておいでなのか、それから仮に調整池を造って、
一旦洪水が入ったということになりますと、当然まあ洪水が引いた後そこには多量な土砂とそれ
から流木がいっぱいあると思うんですが、それを瞬時にして浚渫しなければ、また３日後にある
程度の警戒水位に達した水が、雨が降ったという時には、その用をなさなくなっちゃう訳ですね。
土砂をあげておかなければ。そういうことのサイクルになると、非常に私は問題がある気がしま
す。なければ越したことはないけれども、そうなれば３０年、５０年、ただコンクリートを、溜
め池を寝かせておくだけっていうことになると、その辺のことについて、基本的なことだと思う
んですけれども、このグループでどういうふうにお考えなるのか、どなたかご意見がありました
ら教えて頂きたいと思います。 
 
○風間部会長 
 はい、今の調整池に関しての話でございますが、えーどうですか？維持管理の問題もあるでし
ょうし、それから機能の問題もあると思いますが、その辺ご説明はどこ？河川？どうぞ。 
 
○吉川河川課計画調査係主査 
 あの、治水上の遊水地の話ですね。この角間川のダムに変わる代替案として、遊水地があるか
どうかということから含めて検討して頂くことになるかと思うんですけれども、まあ一般論とす
れば、今ご提案がありましたとおり維持管理をどうするかですとか、通常時の管理をどうしてい
くかですとか、用地、場所等いろいろ問題があるかと思いますけれども、そういったものの課題
を解決した上で、対策案とするということになっていくかと思いますけれども。ちょっと答えに
なっているような、なっていないようなあれですけれども。 
 
○風間部会長 
よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

 
○篠原委員 
今私が聞いたのは、ダムを造る工事費２５０億という数字がもう出てる訳ですね。で、それよ

り安くダムを造らないで、安い価格で出来るのか。ここに９０数項目載っているものを全部検討
して満たした場合に、果たして２５０億で上がるのかどうか。それから今言うように１００年に
一偏の施設をただ造って、５０年、６０年放置しておくということ。これは投資的には非常に問
題があるよう気がするんですが。例えばそれをダムに整理すれば、そこから利水もみんな出来る
訳ですが、そういうことで、ちょっとお聞きした訳です。一体これから積算する中で、２５０億
を超えるのか超えないのか。これ例えばさっきの溜め池は５０億という数字が出されたんですか
ら、仮に調整池を造るとしたら、どの位の面積でどの位の経費がかかるのかっていうようなこと
も、ある程度概算で出せるんじゃないかなというふうにちょっと思った訳なんですが、以上です。 
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○風間部会長 
 いいですか？今の。はい、じゃあ、どうぞ。 
 
○吉川河川課計画調査係主査 
場所ですとか、具体的にある程度の想定条件の下でないと、試算ですとか設計できないもので

すから、今の段階で金額というのは出せないかと思います。 
 
○風間部会長 
よろしいですかね？あのいろんなご意見もあろうかと思いますけれども、今日はなるべく皆様

方には質問というかたちで出して頂いて、まあそれぞれの個人的な見解はこれから、段を踏む中
でですね、皆さんのご意見というのがどんどん出てきて、委員同士の相互のですね議論というの
はなっていくものだと思いますので、なるべく今日のところは皆様方の質疑に絞って参りたいと
思いますので、そんなことをご理解のうえ、ご審議頂きたいと思いますが。他にご質疑ございま
すか？はい、松島委員どうぞ。 
 
○松島委員 
 いくつかお願いしたいですが、これは３４番の質問だと思いますが、計画されているダムの堆
砂量を、角間砂防堰堤の堆砂量から推定したと、こういう説明でした。当然角間砂防堰堤という
のは、計画されている角間ダムよりはるかに規模は小さいはずです。そこに１８年間にこれだけ
堆砂したと、そういうことから、年堆砂量を足して１００年間を想定したとなってますね。私が
これ疑問に思うことは、それは砂防堰堤は堆砂がする前から、土砂が来れば基本的にまだ空容量
があっても土砂の大半は押し出されてしまう訳です。ですから、砂防堰堤で堆砂量を計算して、
それがもし通常どこのダムでもそういう説明があるのですけれども、こういうことが通常行われ
ているっていうことで、合理的にいいんでしょうかという質問です。 
 
○風間部会長 
 はい。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
中野建設事務所でございますが、角間砂防ダムは、通常砂防ダムというのは穴が開いておりま

して、土石を、小さい土石なら下流に流れるような構造になっております。ですがここの角間砂
防ダムにつきましては、貯水する砂防ダムでございまして、１８年間ちょうどその調査をする期
間は水が溜まった状態でございました。そんなことでございますので、殆ど土砂は溜められた状
況になっておりました。そういうことで、１８年間の調査を行った結果でございます。 
 
○風間部会長 
 はい松島委員。 
 
○松島委員 
えーとね、そういうことじゃなくてですね、あの現にどこでもそういう砂防又は貯水ダムでも、

同じようなダムで小型のダムの場合は、まあ何割という数字はちょっと示せませんが、６～７割
位土砂が堆積してきますと、あと水が３～４割湛水している訳ですが、そういうところへ洪水が
来てもその土砂を流してしまうんです。そういうことを計算に入れてない訳ですね、この見方か
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らすれば。それはどういうことでしょうかって聞いてるんです。 
 
○坂口河川課ダム建設係主任 
河川課ですけれども、今のダムの堆砂の推定ということは非常に難しい問題でして、その堆砂

に与える状況というのが、その地形、地質、気象、あと荒廃状況とかそういうものが全て堆砂に
影響すると言われております。それで今その中で確実に堆砂が推定できるのが既設の砂防ダムと
か、他の流域が似ているような所のダムの堆砂状況というのが、今のところその堆砂を推定する
中で有力な方法とで、それが全てこの計画されている地点での堆砂量かというと、そういうこと
も一概には言えないんですけれども、経験式とかそういうのもあるんですけれども、そういう中
で今の堆砂量を推定せざるを得ないという状況になりまして、じゃあ今松島委員がおっしゃった
ように、洪水時土砂が押し出されて下流に行っているのではないかということも、実際そうかも
知れないんですが、そういうのはちょっと把握はしていないのですけれども、今推定する中であ
るデータを考慮して堆砂量というのを決めているということです。 
 
○風間部会長 
はいどうぞ。 

 
○松島委員 
もしそういう計算に参考になるとするならば、例えば三峰川水系の高遠ダムはそれちゃんとや

ってあると思います。だから、今っていう訳じゃないんですけれども、砂防堰堤で即それが堆砂
量に推定されるっていうような、そういう算定をした場合は、まあそれは仕方がないという現状
だというお答えがあったんですけれども、多分それは実際にダムを計画して造った時の堆砂量の
方が大きくなってしまうという推定が当然生まれるということです。 
もう１つ別の質問いいですか。 

 
○風間部会長 
はい。 

 
○松島委員 
 それからですね、これは４４番とか４５番、４６番のところに関係する質問なんですけれども、
地質調査の結果からダム計画地での遮水について、つまりグラウチングについて、このことで先
程の説明ではグラウチングは当然やるよと、２０億円位かかるよと。で、その２０億円のグラウ
チングっていうのはカーテングラウチングのことを言ってるんですか。つまりグラウチングがど
んなような計画がされていて、でそういう２０億円が出たんですか。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
いいですか。説明の際に連続壁と合わせてカーテングラウチングやるというお話、ちょっと説

明したかと思うんですが、そういうことで連続壁とカーテングラウチングでおよそ２０億位かか
るということでお話したかと思うんです。 
 
○松島委員 
はい。 
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○風間部会長 
はいどうぞ。 

 
○松島委員 
 そうするとカーテングラウチングと連続壁に対するグラウチングを含めて２０億円という、そ
ういう理解をしたんですが、その連続壁という場所はこの図面では別にどの場所だっていうよう
に示されている訳ではないので、それは湛水域を全部グラウチングするという、そういうように
理解していいんですか。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
平面図をご覧下さい。地質平面図のところに、カラーでお持ちと思うんですが、止水ラインて

いうのがございます。地質横断図にはそのダムの構造が細い線で入っているかと思います。そこ
には壁の構造がちょっとあるんですが、これを検討してきた訳でございます。そういうことで、
止水ラインにつきまして連続壁をやるということを検討してきた訳でございます。 
 
○松島委員 
いいですか？ 

 
○風間部会長 
はいどうぞ。 

 
○松島委員 
そうすると止水ラインていうのはこの断面図で言いますと、断面図の中の赤く塗ってあるのが

ダム天端ですね、そしてその下に２つの線がありますね。どちらの線を言うんですか。上がサー
チャージ水位ですか？ 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
ちょっとすいません。えー上の赤い線がダム天端でございますね。で、サーチャージはそのち

ょっと下にダムの構造の真ん中の辺に入ってますね。そういうことでございまして、右岸側に連
続壁をやる予定でして、そこに一応形として三角の絵があります、右岸側に。これが壁構造とい
うことでやってまして、その壁の下にカーテングラウチングをやるということでございます。 
 
○風間部会長 
よろしいですか。 

 
○松島委員 
 もう１回すいません。そうすると壁のグラウチングは右岸側にやると。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 そういうことでございます。 
 
○松島委員 
 それで右岸側全域なんですか、それとも一部なんですか。 
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○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 平面図のところにある訳ですが、止水ラインとしてある訳ですが、あ、ちょっと見えにくいで
すね、あの止水ラインと書いてあるところの線が、ちょっと線だけ入ってますんで… 
 
○松島委員 
 あの紫っぽい線ですかね。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 そうですね、紫っぽい線の所です。それでずーっとこう上に上がってきまして、黒の塊のよう
なところがある訳ですが、トンネルがそこにある訳です。で、トンネルの辺まで止水ラインがい
っている訳です。 
 
○松島委員 
 はあはあ。そうするとトンネルより下流へグラウチングするという。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 そういうことですね。 
 
○松島委員 
 はあはあ。そういうことをしなければならない地質的な条件は何なんですか。 
 
○渋川中野建設事務所管理計画課課長補佐ダム係長 
 先程申し上げました通り、ここにはあの火山の堆積物がございまして、下にはひん岩で硬い岩
盤に覆われてますので、そこと定着させる為に漏水対策としてカーテングラウチングをやるとい
うことでございます。 
 
○松島委員 
 はい、大体分かりました。そういう所は明日も現場を見せてもらえると思うんです。また明日
だけではちょっと見せてもらえる現場が不足したら、またそういう見る機会をつくって頂きたい
なあと思ってます。明日は勿論見させて頂きたいと思うんですけれども、それだけでは済まない
んじゃないかなあというのが今の予測であります。 
 
○風間部会長 
はい石坂委員どうぞ。 

 
○石坂委員 
すいません、私質問ではなくて議事進行についての意見ですが、これだけ多岐に亘ってご質問

が出て、ご回答頂いておりますので、先程政策秘書室からもお話がありましたように、これに対
する意見や見解、更に質疑というふうにだんだん議論をしたいと言うか、しなければならない状
況になっていると思います。で、質問は限りなくまた出てくると思いますので、論点を定めて議
論をしていく方向へ行って頂いた方が、先程の篠原委員のようなご意見とか、どんどんやっぱり
議論の方向に向かわざるを得ないと思うんですがいかがでしょうか。 
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○風間部会長 
はい、今の石坂委員のお話でございますけれども、まあ質疑を今している訳でございますが、

非常に予想以上の質問が提出をされまして、大幅にまあそれに割く時間も増えた訳でございます
が、どうでしょう、今のご提案にもございましたが、この今の質問に対する回答に対するまた再
質問というものもですね、また閉会中に出して頂いても私は一向に構わないと思っておりますし、
今日は皆さんもまだ聞きたいこともあろうかと思いますけれども、前回のちょっと繰り越しにな
っている問題、こちらの方をきちっと定めて、それに則って議論を進めていくという方向にして
いったらいかがかなと思うんでございますが、いかがなもんでしょうか。要するに今後の部会の
進め方、方針についてですね、これを定めた上で議論を進めていくと。同時に閉会中は勿論今般
と同じようなかたちで質問もお受けすると。で、部会が再開された時にまた質問に対する回答も
お聞きするというかたちを採っていきたいんですが。今後の部会の進め方についてに入ってよろ
しいでしょうかね。よろしいでしょうか。じゃああの今日のところは、質疑に対する回答に対す
る質問はですね、じゃなくて質問は、また閉会中に担当の方に出して頂くということで、中野建
設事務所のダム係の方に提出を頂きたいというふうに思います。 
それでは今後の部会の進め方についてを課題にしたいというふうに思いますが、今後この部会

をどのように進めていくかということについて、皆様方のご意見をまずお伺いしたいと思います
ので、よろしくお願いを致します。いかがですか。はい、小林（優）委員どうぞ。 
 
○小林（優）委員 
石坂さんとちょっと似かよった部分あるんですけれども、今質問と言いながらも、提出された

委員さんの問題提起であるとか個人的な見解がかなりたくさん含まれていたと思いますので、そ
のようなものを整理して、前回治水・利水等検討委員会から角間川流域の論点の案というものが
提示されていますので、これを参考にしながら、又私達地元の視点等も交えて、次回までに各委
員さんがこの部会で論点として挙げていきたいものをそれぞれ事務局の方に提出して、それを事
務局の方でまとめて頂いて、それに沿って議論を進めていったらいかがでしょうか。 
 
○風間部会長 
 はい、今の小林委員の意見につきまして、皆様方いかがですか。はいどうぞ、武田（富）委員。 
 
○武田（富）委員 
あの正直に申し上げまして、来年の６月までですか。そういうスケジュールというお話を聞い

たんですが、どういう順序でどういうスケジュールで何回位の会議をもたれるかっていうことが
私共分かりませんので、その辺のところを、これだけの方おいでですからいろいろ意見があって
その通りにいくかどうか知りませんけれど、おおよそのスケジュールみたなものを作って頂けれ
ば非常にありがたいと、こう思っております。 
 
○風間部会長 
はい、このことについてはスケジュール作ると言いますか、説明をすればよろしいんじゃない

かと思いますが、大まかでございますが、治水・利水検討委員会の委員の任期というものは来年
の６月の２４日でございます。で、それまでに検討委員会としての答申を知事に出すということ
が私共の検討委員会の中で一応まあ決められているところでございまして、そうなってきますと、
それをまあ逆算を今度していきますと、今の流れから考えますと、最低６月中にはですね、上旬
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にはきちっとしたかたちで検討委員会の答申がまとめられてこなければいけない時期になると思
います。６月というのは。 
そうなってきますと逆に５月には委員会の中で、この部会から上げられてきた報告書の検討を

するということになっていくと思います。１月位はこれかかるだろうと。で、その前の今度４月
になりますと、実はこれあの、この委員の中にもおりますが県会議員選挙というものがございま
して、これが相当４月の中で日を取られてしまいます。そうしますと４月というものが殆ど使え
ないというふうに考えた方がよろしいかなと。そうしますとその前の今度３月になりますと、実
はこれも定例の、２月定例会という１番大きな議会がございまして、まあ２月の何日に始まるか
というのはまだ未定でありますけれども、まあおおよそ１月はこの２月定例にとられてしまうと
いうことを考えますと、２月から３月にかけても、１月位はこの部会を開くことができないとい
う、あ失礼、あの検討委員会を開くことができないということになって参ります。 
まあその前にですね、我々の部会としての報告書をまとめなきゃいけないということになる訳

なので、逆算しますと１月の末までには部会としての報告を検討委員会に上げなければいけない
という、非常にタイトなスケジュールになってこざるを得ないというふうに思っております。そ
うしますと、１月が最終の与えられたタイムリミットということになりますので、今現在１１月
でありますから、この１１月とそして１２月と１月と。この実は２月と数日、数十日ですか、し
か、部会に与えられた審議時間がないというふうに考えて頂いた方がよろしいかと思うんですね。
これ残念ながらでありますけれども、これはあの幾つかある河川の中でこの角間川部会っていう
のが非常に最後の方で立ち上がった部会だったものですから、まあ不可抗力的にこのようなかた
ちに今なっているんですが、この決められた期日の中でいかに審議を深めて、効率良く進めてい
くかということが非常に大事になってくるかと思います。細かいことについては事務局の方から
捕捉あれば、このことについて説明お願いします。いい？いいですか？そういうことでございま
す。どうでしょう他にご意見ございますか。どうぞ。 
 
○小林（守）委員 
 あの小林優子委員のおっしゃるようなので、まとめて何をターゲットにしていくかっていうの
を次回から決めてやっていくのがいいかと思いますが、もう１つ先程松島委員がおっしゃってお
られたその雪降らないうちに現地をもう一度見たいという方も何人かいらっしゃるとは思うので、
もしその委員会、部会ですか、とは別にそういう日が設定できればいいかなとも思っていますけ
れど。 
 
○風間部会長 
 はい。あの現地視察はこの部会のセットされた日以外にでもこれはやることは可能でございま
すので、まあそれはまたちょっとこちらの方に置いておいて、当面のその部会の審議の進め方に
ついてお決め頂きたいと思うんですが、どうでしょう他にご意見。どうぞ。 
 
○土屋委員 
 感想として簡単に文章にもしておいたんですが、初めての部会が開かれる前の日ですかね、風
間部会長が他の新聞もあったのかどうか私調べてありませんけれど、信濃毎日新聞に今おっしゃ
ったようなことで、まあ１月中くらいには部会としての結論を出さなければならないと、もう１
つは大きな進め方として、「ダム案」については県から提案されて今までその辺のスタートをして
いる中だから、そこへまあいろんな経過があって、委員会が作られ、部会も開かれというような
流れから言えば、「ダムなし案」についてどういう可能性があるか検討して、そしてその可能性が
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なかったらまたダムへ戻ればいいではないかというような主旨のことを報道されていて、まあ日
程的なことやこの部会の進め方がそんなふうにいくのかなあっていうようなことが、この地元の
地域にも大分知れ渡ってると思うんですね。合わせてこの角間ダムというものについて、地域で
今までよりはかなり関心は高まってきているんだと思うんですね。 
 で、私はあのまあ部会長さんがおっしゃったことだから影響もあるもんで、是非短期間だけれ
どもまあ拙速ならないようにしたいなということと、それからその辺のダム、先程の行政の皆さ
んもそうでしたが、ダムが造られることを前提にして行政としては進めてきたと、だけどそれが
一時中断している中では、他の替案的なことはあんまり考えていなかったんだという話があって、
これは大変なんだなあというふうに思いましたけれども、でもやっぱりダムを造ること、勿論大
きなメリットもある訳ですが、それに匹敵する負荷というかマイナスもあってね、でまあ見直し
てみようという中なんで、この角間ダムはどうなのかっていうことはやっぱりもう一度きちっと
整理して、そして限られた中だけれども、急いでそれぞれの代替案的なことや治水・利水に関わ
る部分で、今後そちらの方でも具体的に進んでいけるような道筋を部会で作ったらどうなのかな
ということを思いますね。 
 それと短いだけにこれ、部会が設けられて地元からいろんなかたちで委員は出たけれども、こ
れで、この委員の範囲だけで本当にこの地域住民や地元の皆さんの声が反映しているかっていう
と、なかなか難しいって言うかね。そのところを出来るだけやっぱり住民や地元の皆さんの声が
聞こえるっていうか、反映できるようなやっぱり手立ても考えていかなきゃいけないと思うんで
すね。まあ具体的な当面のもっていき方についてはさっき小林さんがおっしゃったようなかたち
がいいんかなっていうふうに私は思いましたけれども。以上です。 
 
○風間部会長 
 他にございますでしょうか。はい、竹内委員。 
 
○竹内委員 
 基本的には皆さん言われている各々の検証すべき課題についてそれぞれ意見を出して頂いて、
それをまとめて整理して、検討委員会としてのいわゆるそれぞれ検証すべき課題も出ている訳で
すけれども、それ以外でも出して頂いて、順次それを検討して方向を出していくということでい
いと思うんですけれども、やはり一番のポイントと言いますか、期限が限られている中でどうや
ってやっていくかっていくことになりますと、やはり私は優先順位として一番初めに利水をきち
っと、言ってみればダムに代わる方法があるのかどうか、そこのところをきちっとまず検証をす
る。そしてその後治水について検証するというような、順番をある程度そうやって付けてやった
方がより早くまた方向が見えてくるんじゃないかなというように私は思います。そういう意味で
そういう検討課題の順位もですね、ある程度どうしたら早くこの検討の審議が皆さん納得いくよ
うにできるかということでやって頂ければなというふうに思います。 
 それと今日のように意見、質問等大分一杯、何と言いますか鋭い意見、質問が出ている訳です
けれども、これについて例えばその都度質問意見それはあるんですが、例えば始めに、その途中
でもいいと思うんですけれども、要望したい例えば資料とかですね、そういうものはある程度早
めに言って頂いて準備をして頂くと。そういうことをやりながらそれを１個１個検証していくと
いうこと、まあ質問と意見を始めの前段のところで合わせてやりながら、その後例えば１回目の
検討課題が利水であれば利水ということで、集中的に審議していく、進めていくというか、この
やり方をした方がより、あの何ですかね、全体の中で共有化して整頓できてよくないのかなと私
は思うんですけど、そんなこともご配慮いただければと思います。以上です。 
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○風間部会長 
それはあの何ですか、竹内委員、ダム無し案としての利水の検証とか、治水の検証とかそうい

うことですか。 
 
○竹内委員 
あの、ですからダムの計画について当然もともとがある訳ですからそれはそれとして、ダムの

いわゆるメリット、デメリットっていう問題もあるんですけれども、まあそれは論議の経過で出
てくると思うんですが、ただ利水という問題については、ダムそのものも利水的な目的には○○
今日のお話の中にも大分出てまして、先程のお話で、今日出たことは山ノ内の町長さんに言わせ
れば、結論的な意味でいくと認識していいかっていう話もあったんですけれども、この委員会と
してそれを検証していくのがひとつの仕事ですので、ダムに代わる案が例えば利水として可能か
どうかっていうことがきちっと、例えば皆で検証していくってことがまず先にあって、やってい
った方がよりスムーズに私はいくんじゃないかなっていうふうに申し上げている訳です。 
 
○風間部会長 
はい。いかがでしょう。他に。はい、石坂委員。 

 
○石坂委員 
皆さんが今出している意見に勿論賛成の方向ですが、論点を整理して、今竹内委員から言われ

たように例えば利水からとか、当然治水の問題、治水に関わる問題でダム計画を進めていく場合
にも再検証が必要になってくると思います地質の問題とか、そういうポイントを決めて議論は進
めていくってことは、より合理的にということでその方向でお願いしたいと思いますが、合わせ
て先程土屋委員から住民参加の問題で、流域の皆さんの声を特別委員の皆さんが勿論代弁して頑
張って下さる訳ですが、それに留まらない方向でどうしていくかという課題があると思います。
それについてはこの間の他の流域部会で公聴会というかたちをとっていますが、この部会として
はだからそれをどうするのか。公聴会をやるのであれば、今まで公聴会を開いてきた部会の経験
で言いますと、まだかなり全体の部会の意見が煮詰まらない段階で、何でもお聞かせ下さいみた
いなかたちでやったところもありますし、また部会としての一定の方向をまとめていく作業を先
にやって、まあ例えば浅川部会で言いますと、「ダムあり案」、「ダムなし案」といわゆる言われて
いる２つの案、煮詰まった段階でそのそれぞれの是非についてどうですかということを、ご意見
をお聞きするというかたちの公聴会とか、いろんなかたちでやってきた訳ですけれど、そういう
公聴会というパターンを採用していくのかどうか。採用する場合どういうかたちで、どういう時
期にやるのか。まあその辺も今結論は出さなくてもいいとは思うんですけど、方向としてはもし
ね、一定の方針をもって臨むことができれば、そういうことも当然住民の皆さんのより多くの意
見を反映した報告をまとめていくという点で考えざるを得ないことですので、検討課題になるか
と思いますけれど。 
 
○風間部会長 
はい、あのその公聴会のことにつきましては、私もやらなければいけないだろうというふうに

考えております。やっぱり私共の部会のメンバーだけではなくて広く住民の皆様方の声を聞く、
或いはできれば私共の案に対する意見も聞くというようなかたちをとる、広く住民の皆さんの声
を聞くという機会、そういうひとつのかたちとして、公聴会というものも私は必要ではないかな
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あというふうに思っている訳なんですが、あの勿論これは皆様方のご意見に沿って、やるかやら
ないかは判断されていいと思うんですけれども、現実的にですね、先程私が申し上げましたその
スケジュールの中で、例えば１１月、１２月、１月という与えられた月日がある訳ですが、その
中で毎日これ部会やるという訳にはどうしてもいかない。ある程度その最低でも一週間とかこう
スパンを空けなければならないし、それから同時にこの角間川部会だけでなくて他の部会も現在
進行で動いている訳です。そうすると実は幹事会の皆さんも人手がないという問題もございます。
そのようなことを勘案しますと、まあ私が今考えているのは１１月中にあと２回できればいいか
なと。今日を入れませんでね。今日を入れなくて後２回できればいいかなと。１２月に入ってこ
れ実は１２月の議会がございます。県議会というものが実はあって、これが１２月の５日から１
２月の２０日まで開会をされてしまいます。その間がどうしても制約されてしまうということで
ございまして、２０日以降ということになると、まあ２回できるかなあと。１２月中に２回でき
るかなあと。で、年を越えて１月に入りまして３回程できるのかなあと、まあ皆さんお正月もあ
りますのでそれを抜きますと、まあ３回位かなあっていうのが妥当な線じゃないかなあと思って
おる訳です。 
そうしますと１１月が２回、１２回が２回、１月が３回ということで、まあ７回ですかね。今

日を入れないで７回位しかまあできないというふうに考えておいた方がいいのではないかと。ま
あ２月に入って若干２月議会が遅れる可能性もありますので、２月にもできる可能性はあります
けれども、まあ一応１月というふうに定めたならば、今申し上げたような回数でしかできないの
ではないかというふうに考えております。で、その中で公聴会も開くということになりますと、
実質審議できる日というのは６日ということになって、６回ということになってしまう訳なんで
す。ですからこの制約、極めて制約された時間の中で部会としての報告を作り上げていくという
ことでございますから、ある程度効率を効果を考えていかざるを得ないかなあというふうに私自
身は考えております。 
先程の小林両委員ですね、守委員とそれから優子委員の方からのお話がございまして、勿論今

日も出た意見、これらを整理させて頂いて、そしてまた更に論点というのが既に前回出ておりま
すから、それを重ね合わせるかたちで、この角間川の治水・利水の問題点というものを一つ一つ
検証していくべきだということができれば、本当はそれが一番いい訳なんでありますが、例えば
基本高水の問題１つだけをとってみてもですね、これは１日や２日で実は解決を見るような簡単
な話では実はございません。この問題については既に砥川部会、浅川部会を含め、治水・利水検
討委員会の中でも相当話が紛糾をし、そして更には検討委員会としての答申が知事になされた後
も様々な変更が出てくるというような位の話でございまして、この問題１つとってみても、１回
や２回の部会で整理できるような実は論点ではない訳でございます。従って一つ一つのその項目
をですね、治水の面から或いは利水の面から、或いは高水の面からどうだ、地質の面からはどう
なのだと。森林の面からはどうだというふうなことを一つ一つつぶさに検証できれば本当はそれ
が一番いい訳なんでありますけれども、先程申し上げましたようなこの部会に与えられた宿命と
言いますか、現実がある中で、しかも方向性も出さなきゃいけないという課題を与えられている
訳でありますから、そうなってくると、もう少し違う効率を考えた方がいいのかなあと、まあそ
んなふうに私自身も考えておりまして、まあひとつには県の方ではもう既にこの角間ダムという
ものの計画というのは既にもうある訳でありますから、今まで検証されていなかった「ダムなし
案」というものが一体どういう姿なのかということを、限られた部会の回数の中で皆さんと共に
議論をし合って、そして必要なものは残し、必要でないものは、これは無理であるというような
部分は次から次へと切っていくというふうなかたちをしていかないとですね、最終的に「ダム案」
と或いは「ダムなし案」というものが最後には出て来ないんじゃないかというふうに思っている
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訳でございます。 
勿論寄って立つ立場も皆さんおありになろうかと思います。ダムが必要だという立場、それか

らダムがない方がいいんだというお立場、それぞれのお立場私もよく了解している訳でございま
すが、今までの様々な部会の議論や、或いは検討委員会の中での議論の経過を見ている中で、ど
うしても「ダムあり」「ダムなし」という議論で進みますと、もう本当にこれはもう議論が紛糾し
てしまって決論が出ないんです。ですからそのような私は方法はなるべくとりたくない。できれ
ば一つ一つの問題をクリアして具体的にする中で、「ダムなし案」というものが具体的にはこうい
うものなんだ、こういうものであるというふうにもう形にできるようなものにして、その後にじ
ゃあ「ダム案」とはどういう比較ができるんだというふうな議論にもっていかないとですね、「ダ
ムなし案」もないのに、いやダムがない方がいいのだというような議論というのは私はなかなか、
ちょっと議論が紛糾してしまうということが過去の経過にもあったもんですから、そのようなこ
とを踏まえてですね、宣言された、与えられた日程の中で、いかにいい議論を進めていくかとい
うことを皆さんにお決め頂きたいなというふうに考えている訳でございます。どうでしょう皆様
方。はい、どうぞ。 
 
○倉並委員 
僕は今の委員長さんの案で今後の進め方いいなあと思って、自分でも考えていたんです。僕の

基本的な考え方はやはり夜間瀬川の洪水対策、それから渇水対策と申しますか利水対策といろい
ろ考えれば、今まで専門的に見てダムが一番最適ということで専門家の方がいろいろ考えた結果
建設するという方向でもう進行してきている訳です。だから僕自身の基本的な考え方はダムを中
止しないでそういう方向でいってもらいたいという考え方なんです。 
しかしながらただダムの安全性の問題でありますとか、それから生活環境への影響であります

とか、これはこれから検討していかなければならない問題もそこには含まれております。まあそ
ういった中で、ダムを造るっていう方向と造らないっていう方向で両方ごちゃ混ぜに議論してい
ってもこれ結論がいつまで経ったって出ないと思うので、僕が今申しました基本的にはダムを造
ってもらいたいと思っている人でも、一応ダムがない場合、ダムの計画がなかった場合にその洪
水対策であれ、利水対策であれ、特に飲料水の問題も本当に深刻なんですけれども、ダムを造ら
ないでそういうものがクリアする方法が、どういう方法があるかと、こういうところへ的を絞っ
て議論を集中して一旦進めていった方が、結論を出す為に近道かなあと思っていたんです。 
それと同時にただそこへもう１つ付け加えさせて頂きたいのは、ダムを造らない案で検討して

いくのと並行して、ダムを造った場合の安全性の問題とそれから生活環境への影響、まあ特に景
観も含まれまして、そういうのもちょっと含めて、ダムを造らなかった場合の治水対策、どうい
う方法があるか。ダムを造らなかった場合の利水対策、どういう方法があるか。ダムを造った場
合の安全面、生活環境面への影響、どういう問題があるか。この３つ位に的を絞ってやっていっ
て頂ければ、どちらかにするかという方向が早く見えてくるんじゃないかなというような気がし
ておりました。以上です。 
 
○風間部会長 
はい、他にどうでしょう、ご意見。はいどうぞ。 

 
○武田（富）委員 
僕はダムによらない、或いはダムによるということと意見を二分してありますが、それについ

ては一切ダムはないとは考えていないという回答で全部出ております。全部「ダムあり」という
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回答で回答が出ておりますんで、その「ダムなし案」には一切行政側の中は回答出ておりません
が、これをじゃあどうやって我々が委員の中でそういうものを提起した場合、行政側でその答え
が出るかどうかです。委員の中で出るだけの知識があればいいんですけれども、なければこれは
ただ空論になっちゃう可能性がありますので、その点に関してもしそういうふうに「ダムなし」
で利水或いは治水を分けて考えていく場合、行政側がその回答ができるかどうかっていうことを
確認した上で、どちらかを選んで頂かなければと、こう考えておる訳ですが、行政側としては結
論的には「ダムなし」は考えていませんという結論でこの回答を全部頂いておりますので、それ
に関してはじゃあそういうふうに「ダムなし」でこう言われた場合、回答が出てくるかどうかで
す。そこら辺を行政側と一体となってこの問題を進めていかないと時間が短い中でそれが本当に
できるんかどうかっていうことをちょっと今一度検討して頂ければと思うんですが。 
 
○風間部会長 
はい、あのそもそものこの部会そしてまた治水・利水検討委員会の存在の意義というもの自身

がですね、住民の考え方によってこれからの治水・利水の方向性を定めていくんだということに
ございます。ですからむしろ行政側というものは私共が決める方向性に沿って考えなければいけ
ないということになってきている訳でございまして、例えば私共の方でこの部会の中で「ダムな
し案」の中の利水代替案、或いは治水代替案というものが提示された場合にですね、これは住民
にとっては非常に大きな代案の提示でありますから、これを頭から否定をするということは私は
行政にはできないというふうに考えております。 
従ってここにおいでの幹事の皆さんもこの代替案の検証に一緒に加わって頂くというかたち

のなかで、できるものであるか、或いはできないものであるのかっていうことを検証していけば
いいんじゃないかと思っております。で、治水・利水検討委員会の中でも、今後は幹事会も含め
てこの各部会の治水や利水対策については話に参画をしていくということが、あれは当時の青山
総務部長ですかね、政策秘書室長でしたかね、が発言をされておりますので、その辺はご心配を
頂かなくて結構でございます。はいどうぞ。 
 
○倉並委員 
 今の武田さんのご意見、僕もそう思ってるんです。だけども今回の知事選の結果でもお分かり
のように、大勢の意見はダムがない方法で考えようっていう方向へいっている訳ですよね。そん
なもんで一応ダムが賛成であっても、大勢の意見がダムがない方がいいっていう意見もあるので、
我々の立場とすれば、じゃあダムがなかった場合にはどういう方法でその治水とか利水をクリア
できるかっていう方法を、素人考えでいいからやっぱし検討しなくちゃいけないと思うんです。
それが不可能であるか不可能でないかってのはその結果なんだから。それでやっぱしそこで考え
るのは、私共素人ですから、じゃあダムがなかった場合に護岸だけがっちりすればいいじゃない
かっていう素人考えが成り立つんです。そうすると夜間瀬川の護岸を改修する計画があるのかな
いのか、改修するとすればどういう方法があるのか。これもやっぱし僕達素人だから、護岸をが
っちりすればダムはいらないんだけどどうやったら護岸が整備できるかってことを知らないから、
それを今回の質問でも僕も県の方へお話をお聞きしたんですけれども、素人なりきに「ダムなし
案」でいい案があったら、あの僕の提案なんですけど、今回の部会の質問９０何項目ありました
けれどね、次の部会が開かれる前に、ダムがなくてもこういう方法で利水が可能ではないのかっ
ていう提案があったら、それを建設事務所を窓口に質問のかたちでね、こういう方法で利水をす
ればいいと思うけどどうですかと、こういう方法で治水を考えてるんですけどどうですかと、或
いは資料を出して下さいと。こんなようなことを次の部会の前までに質問というかたちで建設事
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務所へ提出して、それで自分で理解をしながら進めていけば、そんなに時間もかからないで効率
的にいけるんじゃないかなあと思うんです。 
そういうことで是非あの冒頭に申し上げた通り、僕もダムが、もう専門的な立場でダムを造っ

た方がベターという結論もこう出ていて、既に進行しているんだけれども、もう１回大勢の皆さ
んの意見に従って、ダムがない方法でなんとかいい方法がないかということを検討してみたいと
思います。で、具体的には時間がないもんで、事前に自分で素人なりきに考えたことを建設事務
所等に質問して、効率的に検討していきたいなあと思っています。以上です。 
 
○風間部会長 
 はい、どうでしょう。いろんな皆さんご意見があろうかと思うんですが、この部会の方向性に
つきましては、まずは皆さんと共にこのダムによらない治水・利水対策というものをまず検討し
てみる、検証してみる。このところから入っていくということでいかがでしょうか。よろしゅう
ございますか。「ダム案」がよろしいというふうにお思いになる方もおいでになるかもしれません
が、その方も含めてですね、ダムによらない治水・利水対策というものも一緒に検討してみたら
いかがかと。つまりこの角間川の治水・利水対策に対して、一旦白紙に戻すということでござい
ます。白紙にもどって、この「ダム案」というのは既にもうある訳でありますから、「ダムなし案」
というものをこの議論の中で検証していくということで、最終的にそれは「ダムなし案」という
ものが現実性を帯びないものになってしまう可能性もあります。その場合は残る選択肢としては
「ダム案」しかないのかもしれません。そういう結論があるのかもしれません。しかし先程から
申し上げている通り、「ダムあり」「ダムなし」で議論を進めていきますと、これはもうどの位日
数があっても時間があっても足りませんので、まずはこのダムによらない治水・利水対策という
ものを皆さんと考えてみる、こういう方向でいかがでしょうか。 
 
○大勢 
賛成。 

 
○風間部会長 
よろしゅうございますか、はい。そうしますと、じゃあそのような方向でこの部会については

進めさせて頂きますのでよろしくお願いを致します。 
そして更に今倉並委員の方からありがたくもご提言を頂いた訳でございますが、時間を効率的

に考える為にですね、次回の部会の時までに皆さんがお考えになっている代替案というもの、ダ
ムによらなかった場合のこの角間川にはどういう治水対策があり得るのか、或いは利水対策があ
り得るのか。結論でなくても結構でございます。アイディアでも結構でございます。材料でも結
構でございます。ヒントでも結構でございます。そういったものをお考え頂いて、先程申し上げ
ました中野建設事務所の方に提案として出しておいて頂くと。まあできなくても構いません。で
きた方から、思い付いた方からこれを提出して頂いて、自分はこう考えるんだけどどうだろうと
いうようなことで、幹事の方に出しておいて頂くというようなことでどうでしょうか。で、それ
をこの次回の部会の時にまたこの議論の議題に挙げていくというようなことで、皆さんと共にそ
の代案についての検証をしていくというようなことでやっていったらいかがかと思うんですが、
どのようなもんでしょうか。よろしですかね、それで。どうぞ。 
 
○小林（守）委員 
それで結構なんですけれども、一応我々委員の前向きに考える代案に対して、幹事さんの方で、
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先程もちょっと武田さんの方からもおっしゃって頂きましたけれども、「まあ無理だね。」この一
言でかたずけられちゃうと何にもならないので、まあその辺はよろしくお願いしたいと思います。 
 
○風間部会長 
 そうですね、はい。その辺はあまりきれいに「無理だね。」と言わないようにですね。せっかく
皆さんがお考え頂いたアイディアやヒント、材料でございますので、なるべく尊重するという姿
勢を持って頂きたいこと、私から申し上げておきたいと思います。で、そのことについては、む
しろこの特別委員の皆様方で議論し合うということを尊重して頂くという姿勢に徹して頂きたい
と思いますので、その意見、アイディアはなるべく尊重して頂くように、できる限り努力をして
頂きたいと思います。 
 それではそういうかたちで次回の部会を進めていきたいというふうに思っております。まあ引
き続き今日のように質疑があっても、それも受け付けて参りますので、質疑も同時に出して頂い
て結構でございます。先程申し上げましたこの角間ダムに代わる治水、ダムによらない治水案、
そして利水案というものを、結論でなくても結構ですから、ヒント或いは材料、こんな考え方も
あるぞ、こんなこともできそうだぞ、ということを次回の部会までに皆様方お考え頂いて、提出
できるところから出して頂くというかたちをとりたいと思いますので、よろしくご協力のほどお
願いを致します。 
 それでは次回の部会の予定についてなんでございますが、先程私も申し上げました通り、あま
りない日程の中で組んでいかねばなりません。皆様方から既にスケジュール表を提出頂きまして、
なるべく皆様方がご参加頂ける日ということで計画を致しましたところ、今一番都合のいい時が
ですね、１１月の１４日であります。１１月１４日木曜日がとりあえず一番いいかなと。できま
すれば、４回目以降の部会の日程も、まあ皆様方次第なんですが、決めさせて頂ければ決めたい
と思うんですが、まあ勿論変更はあり得るという前提のもとで、ある程度の部会の日程を決めて
いきたいなと思っているんですが、１１月１４日を第３回目として、それ以降の第４回目を１１
月の２２日ではいかがかなと。そして第５回目を１２月の１５日は、これ県会やってる…１５日
は日曜日だから休みでいいんですね、１２月の１５日、これを５回。１２月の１５日の日曜日こ
れを第５回目として、続いて１２月の２４日、クリスマスイブですね。まああまり皆さん関係な
い方が…ありますか、２４日を第６回目にしたらいかがかなと。年を越えまして１月の９日、そ
して１月の１７日。そして第９回目を１月の３０日。まあこの辺は今予定が立てられる日程でご
ざいます。皆様方から出して頂いたスケジュール表に基づいて勘案した日程でございますが。 
もう一度申し上げます。次回が１１月１４日、第４回が１１月２２日、第５回が１２月１５日、

第６回が１２月２４日、第７回が１月９日、第８回が１月１７日、第９回が１月３０日という。
まあ変更は勿論あり得るという前提のもとで、とりあえずでございますが、こんな予定にしたい
んですがいかがでしょうか。よろしいですか。とりあえずこういう予定で日程を取らさせて頂き
たいと思いますので、よろしくご了解の程をお願いを致します。 
 では次回は１１月の１４日。時間は１０時でございます。次回も１０時から同じ場所で開催を
致したいと思いますので、先程皆さんでお決めを頂きました、委員の皆様から出された代替案に
ついて皆さんと共に検証を行っていきたいというふうに思っております、次回から。是非とも多
くのこの代案に関するヒントやアイディアや、何でも結構でございますので、幹事の方に、中野
建設事務所の方にお届け頂きますようお願いを申し上げます。 
 じゃああの治水・利水検討室から連絡事項ありましたらお願いします。 
 
○青木治水・利水検討室室長補佐 
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 ありがとうございました。次回の部会、只今決定されました通り１１月１４日、第３回部会開
催ということで、開始時刻午前１０時、この当山ノ内町文化センターで開催したいと思います。
通知は追って差し上げたいと思います。 
それから今質問、それからダムによらない代替案、先程部会長の方から材料的なもの、或いは

アイディアとかヒントとかいったものでもよろしいというようなお話ございました。そういった
案を提出して頂くということでありますが、その締切日でございますが、１４日というのは来週
の木曜日ですよね。で、ありますので、取りまとめ等もございまして、１１日月曜日中には中野
建設事務所のダム係の方へ届くようにして頂けたらありがたいというふうに思います。そんなこ
とでよろしゅうございますでしょうか。 
 
○風間部会長 
 それでよろしいですね、連絡事項は。はい。それではこれにて本日の議事を終了をさせて頂き
ます。議事の進行に関しまして、委員の皆様方大変ご協力ありがとうございました。以上をもち
まして終了を致します。ご苦労様でした。 
 

終了 （１６：５０） 
 
 

以上の議事録を確認し署名します。 
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署名委員氏名                      印 


